
財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
三
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
の
辞
任
を
受
け
て
、
ニ
ク
ソ
ン
（R

ichard 
M

ilhous N
ixon

）
第
三
七
代
大
統
領
に
よ
り
、
第
一
五
代
最
高

裁
判
所
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
は
バ
ー
ガ
ー
（W

arren E
arl 

B
urger

）
で
あ
る
。

バ
ー
ガ
ー
は
、
一
九
〇
七
年
九
月
一
七
日
に
ミ
ネ
ソ
タ
州
セ
ン

ト
ポ
ー
ル
に
生
ま
れ
た
。
家
が
貧
し
か
っ
た
た
め
、
バ
ー
ガ
ー
は
、

橋
梁
建
設
と
い
う
厳
し
い
肉
体
労
働
を
行
っ
て
高
校
を
修
了
し
て

い
る
。
大
学
は
保
険
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
ミ

ネ
ソ
タ
大
学
夜
間
部
（N

ight school at the U
niversity of 

M
innesota

）
に
通
っ
た
。
そ
の
後
、
同
じ
く
夜
間
の
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
（W

illiam
 M

itchell C
ollege of L

aw

）
に
通
い
、

一
九
三
一
年
に
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
て
い
る
。
弁
護
士
と
し
て

働
き
な
が
ら
、
母
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
履
歴
は
、

前
任
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
と
き
わ
め
て
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

長
官
就
任
後
の
判
例
の
類
似
性
の
淵
源
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
共
和
党
の
支
持
者
で
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
一
九
五
二
年

財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所

│
バ
ー
ガ
ー
第
一
五
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

一
六
三
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第
八
十
一
巻
第
一
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（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
六
四
）

彼
の
時
代
、
米
国
は
連
邦
政
府
の
大
幅
な
財
政
赤
字
と
、
そ
れ

に
伴
う
社
会
の
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
同
時

に
、
消
費
者
運
動
な
ど
、
そ
れ
へ
の
抵
抗
が
活
発
化
し
、
人
間
の

本
質
に
絡
ん
だ
、
刮
目
す
る
べ
き
判
例
が
続
出
し
た
時
代
で
も

あ
っ
た
。

一　

民
主
党
政
権
に
よ
る
財
政
崩
壊

ニ
ク
ソ
ン
の
前
の
二
人
の
民
主
党
大
統
領
、
す
な
わ
ち
、
前
々

任
者
で
あ
る
ケ
ネ
デ
ィ
（John F

itzgerald K
ennedy

、

一
九
六
一
年
一
月
二
〇
日
│
一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日
）
及
び

前
任
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（L

yndon B
aines Johnson

、

一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日
│
一
九
六
九
年
一
月
二
〇
日
）
は
、

い
ず
れ
も
財
政
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
極
め
て
劣
悪
な
大
統
領
で

あ
っ
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
は
、
冷
戦
時
代
の
典
型
的
な
大
統
領
で
、
彼
の
政
策

は
、
東
西
対
決
を
激
化
さ
せ
、
軍
事
的
緊
張
を
高
め
、
そ
の
結
果

と
し
て
国
防
費
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
起
こ
し
た
、

世
界
史
的
事
件
を
挙
げ
る
と
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
、
ピ
ッ
グ
ス
湾
事
件
（B

ay of P
igs Invasion

）
を

起
こ
し
た
。
こ
れ
は
、
一
九
六
一
年
四
月
一
五
日
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
が
組

に
共
和
党
の
大
統
領
候
補
に
指
名
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。
そ
こ
で
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
大
統
領
就
任

後
彼
を
司
法
省
民
事
部
担
当
司
法
次
官
補
（A

ssistant 
A
ttorney G

eneral

）
に
任
命
し
た
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
で
い
え

ば
法
務
省
民
事
局
長
に
相
当
す
る
役
職
で
あ
る
。

そ
の
後
一
九
五
六
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
連
邦
控
訴
裁
判
所

判
事
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
地
位
に
一
三
年
間
留
ま
る
。
そ
の
時
代

に
は
、
刑
事
事
件
被
疑
者
に
寛
容
な
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
判

決
に
批
判
的
で
、
厳
格
な
憲
法
解
釈
と
秩
序
維
持
を
訴
え
る
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
ニ
ク
ソ
ン
は
大
統
領
就
任
後
に
、
バ
ー
ガ
ー
を
そ
の

後
任
に
指
名
し
た
。
上
院
は
一
九
六
九
年
六
月
九
日
に
、
七
四
│

三
の
圧
倒
的
多
数
で
こ
の
人
事
を
承
認
し
た
。
同
月
二
三
日
、

バ
ー
ガ
ー
は
正
式
に
長
官
に
任
命
さ
れ
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
同
日

付
で
引
退
を
承
認
さ
れ
た
。
長
官
の
交
代
時
に
、
一
日
の
空
白
も

な
か
っ
た
の
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
史
上
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
。

バ
ー
ガ
ー
は
、
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
九
月
二
六
日
に
辞
職
す

る
ま
で
一
七
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
最
高
裁
判
所
長
官
の
職
に
と

ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
世
紀
に
任
命
さ
れ
た
長
官
と
し
て
は

最
長
と
な
る
。

一
六
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
五
）

ば
れ
る
核
戦
争
ぎ
り
ぎ
り
の
緊
張
状
態
を
作
り
出
し
た
。
す
な
わ

ち
、
ピ
ッ
グ
ス
湾
事
件
の
た
め
に
、
対
米
警
戒
を
強
め
た
キ
ュ
ー

バ
政
府
は
、
先
の
革
命
が
社
会
主
義
革
命
で
あ
る
と
宣
言
し
て
、

ソ
連
へ
の
接
近
を
強
め
、
米
国
の
キ
ュ
ー
バ
侵
攻
に
備
え
て
ソ
連

に
武
器
の
供
与
を
要
求
し
た
。
し
か
し
ソ
連
は
表
立
っ
た
武
器
の

供
与
は
ア
メ
リ
カ
を
刺
激
し
過
ぎ
る
と
考
え
、
通
常
兵
器
の
提
供

の
代
わ
り
に
、
核
ミ
サ
イ
ル
を
キ
ュ
ー
バ
国
内
に
配
備
し
た
。
こ

れ
を
一
九
六
二
年
に
な
っ
て
探
知
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
第
一
段
階

と
し
て
キ
ュ
ー
バ
周
辺
の
公
海
上
の
海
上
封
鎖
及
び
ソ
連
船
へ
の

臨
検
を
行
う
こ
と
で
ソ
連
船
の
入
港
を
阻
止
し
（
ソ
連
船
は
海
上

封
鎖
を
突
破
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
引
き
返
し
た
）、
第
二
段
階
と

し
て
米
軍
部
隊
へ
の
デ
フ
コ
ン
二
（
準
戦
時
体
制
）
を
発
令
、
ソ

連
と
の
全
面
戦
争
に
備
え
米
国
内
の
核
弾
頭
搭
載
の
弾
道
ミ
サ
イ

ル
を
発
射
準
備
態
勢
に
置
い
た
他
、
日
本
や
ト
ル
コ
、
イ
ギ
リ
ス

な
ど
に
駐
留
す
る
基
地
を
臨
戦
態
勢
に
置
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、

ソ
連
は
、
一
〇
月
二
八
日
ミ
サ
イ
ル
撤
去
の
決
定
を
発
表
し
て
、

キ
ュ
ー
バ
危
機
は
終
了
し
た
。
世
界
が
最
も
熱
核
全
面
戦
争
に
近

づ
い
た
危
機
と
い
わ
れ
る
。

第
四
に
、
宇
宙
に
お
け
る
ソ
連
の
優
位
を
打
破
す
る
た
め
に
、

ア
ポ
ロ
計
画
（A

pollo program

）
を
強
行
し
た
。
こ
れ
は
、
米

織
し
た
在
米
亡
命
キ
ュ
ー
バ
人
傭
兵
部
隊
「
二
五
〇
六
旅
団

（B
rigade 2506

）」
が
、
キ
ュ
ー
バ
に
侵
攻
し
た
事
件
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
、
一
九
五
九
年
一
月
一
日
、
カ
ス
ト
ロ
（F

idel 
A
lejandro C

astro R
uz

）
は
、
独
裁
者
バ
テ
ィ
ス
タ

（F
ulgencio B

atista y Z
aldivar

）
を
打
倒
し
、
革
命
政
権
を

樹
立
し
て
い
た
。
カ
ス
ト
ロ
は
、
政
権
獲
得
直
後
に
は
、
米
国
と

の
関
係
継
続
を
目
論
ん
だ
交
渉
も
模
索
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ケ

ネ
デ
ィ
は
、
カ
ス
ト
ロ
政
権
を
容
共
で
あ
る
と
見
な
し
、
亡
命

キ
ュ
ー
バ
人
に
よ
る
革
命
政
権
の
転
覆
を
目
指
す
侵
攻
を
認
め
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
米
軍
の
公
然
た
る
関
与
を

禁
止
し
た
た
め
、
キ
ュ
ー
バ
軍
は
三
日
間
の
戦
い
で
、
侵
攻
軍
の

撃
退
に
成
功
し
た
。

第
二
に
、
ベ
ル
リ
ン
危
機
（B

erlin C
risis of 1961

）
を
引

き
起
こ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
一
年
六
月
三
日
、
ケ
ネ
デ
ィ

と
ソ
連
首
相
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
、
ウ
イ
ー
ン
で
、
ベ
ル
リ
ン
情
勢

に
つ
い
て
の
会
談
を
行
っ
た
が
、
決
裂
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
東
ド
イ
ツ
政
府
は
同
年
八
月
一
三
日
か
ら
、
東
西
ベ
ル
リ
ン

の
境
界
に
沿
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
建
設
に
着
手
す

る
こ
と
に
な
り
、
東
西
ド
イ
ツ
の
対
立
が
激
化
す
る
。

第
三
に
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
（C

uban M
issile C

risis

）
と
呼

一
六
五
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二
〇
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五
年
六
月
）

（
一
六
六
）

領
し
、
橋
頭
堡
と
し
て
の
要
塞
を
つ
く
る
こ
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
軍

の
動
き
を
封
じ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
ベ
ト
ナ
ム
軍
は
猛
攻
撃
を

加
え
、
一
九
五
四
年
五
月
七
日
に
フ
ラ
ン
ス
軍
は
降
伏
し
た
。

こ
れ
よ
り
先
、
一
九
五
四
年
四
月
に
、
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

に
関
係
国
の
代
表
が
集
ま
り
、
イ
ン
ド
シ
ナ
和
平
会
談
（
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
会
談
）
が
開
始
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
フ
ー
の

結
果
は
、
こ
れ
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
同
年
七
月
二
一
日
、

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
協
定
に
よ
り
戦
争
の
終
結
と
フ
ラ
ン
ス
軍
の
イ
ン
ド

シ
ナ
一
帯
か
ら
の
完
全
撤
退
、
並
び
に
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
の

独
立
が
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
北
緯
一
七
度
を
南
北
の
暫
定
的
軍

事
境
界
線
と
し
た
う
え
で
、
南
北
を
分
割
す
る
か
統
一
す
る
か
を

決
す
る
自
由
総
選
挙
を
、
一
九
五
六
年
七
月
ま
で
に
実
施
す
る
こ

と
も
定
め
ら
れ
た
。

こ
の
協
定
を
、
ゴ
・
ジ
ン
ジ
ェ
ム
（N

gô Ð
ình D

iệ m

、
呉
廷

琰
）
南
ベ
ト
ナ
ム
大
統
領
は
拒
否
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
こ
れ
を
支

援
し
た
。
そ
の
結
果
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
下
の
一
九
六
〇
年

に
は
六
八
五
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
南
ベ
ト
ナ
ム
駐
留
米
軍
事
顧
問

団
は
、
一
九
六
一
年
末
に
は
三
、一
六
四
人
に
、
一
九
六
三
年

一
一
月
に
は
一
万
六
、二
六
三
人
に
と
急
激
に
増
加
し
た
。

一
九
六
二
年
二
月
に
は
各
種
航
空
機
や
、
戦
車
な
ど
の
戦
闘
車
両

航
空
宇
宙
局
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
人
類
初
の
月
へ
の
有
人
宇
宙

飛
行
計
画
で
あ
る
。
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
七
二
年
に
か
け
て
、

全
一
七
回
の
飛
行
が
行
わ
れ
、
う
ち
六
回
で
、
有
人
月
面
着
陸
に

成
功
し
た
。
結
果
と
し
て
見
る
と
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
七
三

年
ま
で
に
投
入
さ
れ
た
総
額
は
一
九
四
億
〇
八
一
三
万
四
千
ド
ル

で
あ
っ
た

（
1
）

。
当
時
の
レ
ー
ト
で
あ
る
一
ド
ル
三
六
〇
円
で
換
算
す

れ
ば
、
こ
れ
は
約
七
兆
円
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
わ
が
国
一
般
会

計
予
算
総
額
が
こ
の
額
を
初
め
て
超
え
た
の
は
昭
和
四
五
年

（
一
九
七
〇
年
）
で
あ
っ
た
。

第
五
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
全
面
介
入
し
た
。
こ
れ
は
、
元
々

は
、
米
国
と
は
何
の
関
係
も
な
い
戦
争
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
は
一
八
四
四
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
を
き
っ
か
け
に
ベ
ト
ナ

ム
侵
略
を
開
始
し
、
一
八
八
七
年
に
完
全
に
植
民
地
化
し
た
。

一
九
四
五
年
九
月
二
日
、
ホ
ー
チ
ミ
ン
（H

ồ  C
hí M

inh, 
胡
志

明
）
は
ベ
ト
ナ
ム
独
立
を
宣
言
し
、
ハ
ノ
イ
を
首
都
と
す
る
ベ
ト

ナ
ム
民
主
共
和
国
を
樹
立
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
サ

イ
ゴ
ン
（
現
在
の
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
）
を
中
心
と
す
る
南
ベ
ト
ナ
ム

を
占
領
し
、
そ
こ
を
拠
点
に
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
へ
武
力
攻
撃
を
、

一
九
四
六
年
一
二
月
に
開
始
し
た
。
一
九
五
三
年
一
一
月
、
フ
ラ

ン
ス
軍
は
ラ
オ
ス
国
境
に
近
い
デ
ィ
エ
ン
ビ
エ
ン
フ
ー
盆
地
を
占

一
六
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
七
）

め
て
高
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
ポ
ロ
計
画
の
開
発
費
と
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
に
よ
る
戦
費
支
出
以
外
に
も
、
莫
大
な
軍
事
費
が
必
要

と
な
っ
た
結
果
、
公
共
事
業
な
ど
へ
の
投
資
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得

な
く
な
り
、
そ
れ
が
不
況
を
後
押
し
す
る
一
因
と
な
っ
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
の
暗
殺
を
受
け
て
大
統
領
の
職
に
就
い
た
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
、
ケ
ネ
デ
ィ
の
こ
う
し
た
政
策
を
す
べ
て
承
継
し
、
拡
大
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
不
況
に
よ
っ
て
貧
困
に
あ
え
ぐ
よ
う
に
な
っ

た
社
会
的
弱
者
を
救
済
す
る
た
め
に
、
偉
大
な
社
会
（G

reat 
S
ociety

）
と
い
う
福
祉
政
策
を
展
開
し
た
。
こ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
「
大
砲
も
バ
タ
ー
も
」
政
策
（guns-and-butter policy

）
に

よ
り
、
米
国
財
政
は
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。

二　

ニ
ク
ソ
ン
の
政
策

彼
ら
の
後
を
継
い
だ
ニ
ク
ソ
ン
に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の
課
題
が
、

こ
の
深
刻
な
財
政
危
機
の
解
消
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明

ら
か
で
あ
っ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
手
段
と
し
て
、
一
連
の
、

誰
に
も
予
想
で
き
な
か
っ
た
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
を
展
開
し
、

以
後
の
世
界
史
を
根
底
か
ら
書
き
換
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
一
）　

ニ
ク
ソ
ン
の
外
交
政
策

ニ
ク
ソ
ン
は
、
ま
ず
外
交
関
係
に
お
い
て
、
次
の
様
な
画
期
的

や
重
火
器
な
ど
の
装
備
も
送
る
な
ど
、
軍
事
顧
問
団
を
、
米
正
規

軍
な
み
に
増
強
し
た
。

さ
ら
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
下
の
一
九
六
四
年
八
月
に
、
ト
ン
キ

ン
湾
で
発
生
し
た
北
ベ
ト
ナ
ム
海
軍
魚
雷
艇
に
よ
る
米
海
軍
駆
逐

艦
へ
の
魚
雷
攻
撃
事
件
（
ト
ン
キ
ン
湾
事
件

（
2
）

）
へ
の
報
復
を
口
実

に
、
本
格
的
介
入
を
開
始
し
た
。

こ
の
戦
争
は
、
南
北
戦
争
及
び
第
二
次
世
界
大
戦
に
次
い
で
大

き
な
犠
牲
を
、
米
国
に
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
で
勤

務
し
た
米
国
人
は
、
総
計
で
二
五
九
万
四
、〇
〇
〇
人
に
達
し
、

そ
の
う
ち
、
五
万
八
、二
二
〇
人
が
死
亡
し
、
一
五
万
三
、三
〇
三

人
が
負
傷
し
た
。
負
傷
者
の
う
ち
、
完
全
な
身
障
者
に
な
っ
た
兵

士
は
二
万
三
、二
一
四
人
で
あ
る
。
又
、
戦
後
復
員
兵
の
う
ち
、

七
万
人
と
も
三
〇
万
人
と
も
云
わ
れ
る
者
が
精
神
的
障
害
に
苦
し

ん
だ
。
こ
の
戦
争
に
投
入
さ
れ
た
資
金
は
米
軍
の
軍
事
費

一
、一
一
〇
億
ド
ル
、
サ
イ
ゴ
ン
政
府
へ
の
支
援
二
五
〇
億
ド
ル

な
ど
、
直
接
経
費
だ
け
で
一
、四
〇
〇
億
ド
ル
に
達
し
た
。
間
接

費
も
含
め
れ
ば
、
三
、五
〇
〇
億
ド
ル
と
も
九
、〇
〇
〇
億
ド
ル
と

も
言
わ
れ
る

（
3
）

。

こ
う
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
の
一
連
の
政
策
か
ら
、
東
西
の
緊
張
は
極

一
六
七
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な
っ
て
よ
う
や
く
実
現
す
る
こ
と
と
な
る

（
4
）

。

第
三
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
。
上
述
し
た
ソ
連
及

び
中
国
と
の
緊
張
緩
和
を
背
景
に
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
国
家
安
全

保
障
担
当
大
統
領
補
佐
官
に
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
代
表
の
レ
・
ド
ゥ

ク
・
ト
（L

ê Ð
ứ c T

họ , 

黎
德
壽
）
特
別
顧
問
と
の
間
で
秘
密
和

平
交
渉
を
行
わ
せ
、
一
九
七
三
年
一
月
二
七
日
に
「
パ
リ
協
定

（P
aris P

eace A
ccords

）」
を
締
結
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
米

軍
は
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
撤
退
を
開
始
し
、
一
九
七
三
年
三
月
二
九

日
に
は
完
全
に
撤
退
が
完
了
し
た
。
こ
の
功
績
に
対
し
て
、
交
渉

当
事
者
で
あ
る
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
大
統
領
補
佐
官
と
レ
特
別
顧
問

に
は
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が
授
与
さ
れ
た
（
レ
特
別
顧
問
は
受
賞

を
辞
退
し
た
）。

以
上
に
上
げ
た
一
連
の
外
交
活
動
で
、
ニ
ク
ソ
ン
は
軍
事
費
負

担
を
大
幅
に
節
減
す
る
道
筋
を
付
け
る
の
に
成
功
し
た
。

（
二
）　

ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク

ニ
ク
ソ
ン
が
経
済
面
で
行
っ
た
最
大
の
改
革
は
、
そ
れ
ま
で
の

固
定
比
率
に
よ
る
ド
ル
紙
幣
と
金
の
兌
換
を
停
止
し
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
兌
換
停
止
は
合
衆
国
議
会
に
も
事
前
に
知
ら
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
極
秘
裏
の
決
定
で
、
世
界
に
極
め
て
大
き
な
驚
き
を

与
え
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
兌
換
停
止
が
世
界
経
済
に
大
き
な

な
活
動
を
行
っ
た
。

第
一
に
、
ソ
連
を
中
心
と
し
た
東
側
諸
国
に
対
す
る
「
封
じ
込

め
政
策
」
に
代
え
て
、
融
和
的
な
「
デ
タ
ン
ト
政
策
」
を
推
進
し

た
。
す
な
わ
ち
一
九
六
九
年
よ
り
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ヘ
ル
シ
ン
キ

で
ソ
連
と
の
間
で
第
一
次
戦
略
兵
器
制
限
交
渉
（
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ
│

Ⅰ
）
が
開
始
さ
れ
、
一
九
七
二
年
五
月
に
交
渉
は
妥
結
し
、
モ
ス

ク
ワ
で
調
印
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
同
時
に
弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル

制
限
条
約
（A

nti-B
allistic M

issile T
reaty

）
も
締
結
し
た
結

果
、
米
ソ
両
国
の
間
に
お
け
る
核
軍
縮
と
政
治
的
緊
張
の
緩
和
が

推
進
さ
れ
た
。

第
二
に
、
中
華
人
民
共
和
国
を
承
認
し
た
。
ニ
ク
ソ
ン
は

一
九
七
一
年
七
月
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H

enry A
lfred 

K
issinger

）
大
統
領
特
別
補
佐
官
を
、
秘
密
裡
に
中
華
人
民
共

和
国
に
派
遣
し
て
周
恩
来
首
相
と
の
間
に
基
本
合
意
を
行
わ
せ
、

そ
の
後
、
一
九
七
二
年
二
月
二
一
日
に
自
ら
北
京
を
訪
問
、
毛
沢

東
主
席
と
会
談
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
樹
立
へ
の
道

筋
を
作
っ
た
。
た
だ
し
、
中
華
民
国
と
の
断
交
な
ど
解
決
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
懸
案
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
中
華

人
民
共
和
国
の
間
の
国
交
樹
立
そ
の
も
の
は
、
カ
ー
タ
ー

（Jam
es E

arl C
arter, Jr.

）
政
権
下
の
一
九
七
九
年
一
月
に

一
六
八
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そ
こ
で
、
ニ
ク
ソ
ン
は
、
一
九
七
一
年
八
月
一
五
日
、
ド
ル
の

金
と
の
兌
換
を
停
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
当
然
、
ド
ル

は
信
用
を
失
い
、
暴
落
を
起
こ
す
。
こ
れ
は
、
米
国
の
威
信
を
低

下
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
短
期
的
に
は
次
の
様
な
長
所
が

あ
っ
た
。

①　

輸
入
品
の
価
格
が
高
騰
す
る
の
で
、
輸
入
量
が
減
り
、
貿

易
赤
字
の
解
消
に
役
立
つ

②　

ド
ル
が
値
下
が
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
輸
出
競
争
力
が

高
ま
る

さ
ら
に
大
量
の
ド
ル
を
貯
め
込
ん
で
い
た
投
機
筋
や
ラ
イ
バ
ル

国
に
経
済
的
打
撃
を
与
え
、
米
国
経
済
を
相
対
的
に
優
位
に
立
た

せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
。

例
え
ば
わ
が
国
の
場
合
、
第
二
次
大
戦
後
、
奇
跡
の
復
興
と
呼

ば
れ
る
経
済
発
展
を
遂
げ
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
に
か

け
て
は
、
い
ざ
な
ぎ
景
気
と
呼
ば
れ
、
戦
後
最
大
の
好
景
気
に
わ

い
て
い
た
。
そ
れ
が
、
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
を
き
っ
か
け
に
ニ
ク

ソ
ン
不
況
と
も
呼
ば
れ
る
不
況
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
三
）　

予
算
制
度
改
革

こ
う
し
た
一
連
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
に
よ
り
、
ニ
ク
ソ

ン
は
連
邦
政
府
の
財
政
支
出
を
縮
減
で
き
る
、
内
外
の
環
境
を
作

影
響
を
与
え
た
こ
と
か
ら
、
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
ま
で
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ヅ
体
制
（B

retton W
oods 

system
）
と
呼
ば
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
疲
弊
・
混
乱
し
た
世

界
経
済
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）、

国
際
復
興
開
発
銀
行
（
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
）
を
軸
に
、
国
際
的
協
力
に
よ

る
為
替
相
場
の
安
定
が
計
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
ド
ル
を
世
界

の
基
軸
通
貨
と
し
て
、
金
一
オ
ン
ス
を
三
五
Ｕ
Ｓ
ド
ル
と
定
め
、

そ
の
ド
ル
に
対
し
各
国
通
貨
の
交
換
比
率
を
定
め
た
（
金
本
位

制
）。
こ
の
固
定
相
場
制
の
も
と
で
、
例
え
ば
日
本
円
は
一
ド
ル

＝
三
六
〇
円
に
固
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
上
述
の
と
お
り
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
軍
事
費

の
急
激
な
膨
張
か
ら
、
米
国
の
経
常
収
支
は
一
九
六
七
年
以
降
、

赤
字
基
調
に
変
わ
っ
た
。
そ
れ
を
賄
う
た
め
に
大
量
の
ド
ル
紙
幣

が
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
正
式
に
金
兌
換
請
求
権
を
も
つ
公

的
保
有
ド
ル
だ
け
で
、
金
準
備
を
上
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ

ン
ス
の
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
（
当
時
）
は
、
積
極
的
に
ド
ル
と
金
と

の
交
換
を
行
い
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
に
圧
力
を
か
け
た
。
し
か
し
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
そ
う
な
っ
て
も
「
一
オ
ン
ス
＝
三
五
ド
ル
」
を

守
り
続
け
た
結
果
、
一
九
六
八
年
三
月
に
は
米
国
の
金
準
備
は
、

一
〇
五
憶
ド
ル
、
三
憶
オ
ン
ス
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。

一
六
九
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明
確
に
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
支
出
充
当
法 

（A
ppropriation A

ct

）
が
作
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
法
律
に
認

め
ら
れ
る
様
々
な
制
度
が
、
支
出
充
当
法
に
も
同
じ
く
承
認
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
行
政
部
に
は
支
出
充
当
法
の
提
案
権
が
な
く
、
そ

れ
は
議
会
自
ら
が
作
成
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、

議
会
の
法
律
制
定
に
対
し
て
大
統
領
に
認
め
ら
れ
る
拒
否
権
が
、

支
出
充
当
法
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
支
出
充
当
が
法
律
の
一
種
と
さ
れ
た
結

果
、
米
国
に
お
け
る
支
出
充
当
の
決
議
の
方
法
は
、
か
な
り
複
雑

な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

支
出
充
当
法
と
い
う
議
決
形
式
は
、
英
国
法
の
伝
統
を
引
き
継

い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
英
国
で
は
、
議
会
の
支
出
承
認
権
限
は
、

租
税
の
使
途
指
定
と
い
う
論
理
の
下
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
単
年
度

租
税
法
（
歳
入
法
）
に
連
動
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
単
年
度
支

出
の
み
を
拘
束
す
る
。

そ
れ
に
対
し
、
米
国
に
は
、
そ
の
よ
う
な
制
約
は
な
い
の
で
、

支
出
充
当
法
が
、
単
年
度
の
み
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
は

な
い
。
そ
の
結
果
、
支
出
充
当
法
に
は
、
大
別
し
て
、
次
の
三
種

類
が
存
在
し
て
い
る
。

第
一
は
、
議
会
の
議
決
の
あ
っ
た
当
該
年
度
に
限
っ
て
支
出
を

り
出
す
の
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
財
政
赤
字

を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
米
国
憲
法
の

下
に
お
い
て
は
、
予
算
権
限
は
議
会
に
属
し
、
大
統
領
は
、
議
会

の
定
め
た
財
政
関
連
の
法
律
の
執
行
権
限
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

財
政
改
革
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
議
会
の
予
算
制
度
そ
の
も
の

を
改
革
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

1　

ニ
ク
ソ
ン
以
前
の
予
算
制
度
の
概
要

ニ
ク
ソ
ン
が
何
を
改
革
し
た
か
を
理
解
す
る
に
必
要
な
限
度
で
、

米
国
予
算
制
度
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
す
る

（
5
）

。

日
本
と
違
い
、
米
国
予
算
制
度
に
は
、
歳
入
予
算
と
い
う
概
念

が
な
い
。
歳
入
法
（R

evenue A
ct

）
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
か
触
れ
た
と
お
り
、
税
法
で
あ
っ
て

（
合
衆
国
憲
法
一
条
七
節
一
文
参
照
）、
そ
の
年
度
の
総
収
入
を
示

す
も
の
で
は
無
い
。

支
出
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
憲
法
一
条
九
節
七
項
前
段
は
、
次

の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
国
庫
か
ら
の
支
出
は
、
す
べ
て
法
律
で
定
め
ら
れ
る
支
出

充
当
（appropriations m

ade by law

）
に
従
っ
て
の
み

行
わ
れ
る
」

し
た
が
っ
て
、
支
出
充
当
に
関
す
る
法
規
範
は
、
形
式
的
に
は

一
七
〇
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て
、
支
出
充
当
法
を
作
成
す
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
徐
々
に
委
員
会
が
分
割
さ
れ
、
行
政
分
野
ご
と
に
個
別

の
支
出
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
、
選
挙
を
濃
厚
に
意
識
す
る
議
員
で
構
成
さ
れ
た
多
数
の

委
員
会
と
、
予
算
獲
得
意
識
の
強
い
各
省
と
が
組
ん
で
、
そ
の
所

管
す
る
各
省
の
支
出
充
当
法
を
ば
ら
ば
ら
に
作
成
す
る
よ
う
な
事

態
と
な
っ
た

（
6
）

。
そ
し
て
、
そ
の
法
律
の
内
容
は
、
豚
肉
樽

（P
ork B

arrel

）
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
、
露
骨
に
自
分
の
選
挙
区

の
た
め
の
利
益
誘
導
を
図
る
、
予
算
分
捕
型
の
活
動
に
終
始
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
ま
で
の
時
代
に
お
い
て
は
、

大
統
領
で
さ
え
も
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
執
行
す
べ
き
予
算
金
額

も
内
容
も
不
明
で
、
会
期
が
終
了
し
て
政
府
活
動
の
す
べ
て
を
集

計
し
て
決
算
を
出
し
て
、
初
め
て
財
政
状
況
が
把
握
で
き
る
、
と

い
う
無
秩
序
な
状
況
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各

年
度
別
の
歳
入
額
を
特
に
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
し
た
が
っ
て
、

そ
の
統
一
的
な
姿
さ
え
も
把
握
す
る
こ
と
な
く
、
個
々
の
支
出
を

決
定
す
る
と
い
う
乱
暴
な
方
法
で
、
財
政
が
破
綻
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
話
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
同
国
が
、
西
部
へ
の
急
速
な
発
展
の
結
果
、
事
実
上
間

認
め
る
単
年
度
支
出
充
当
（one-year appropriation

）
で
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
の
歳
出
予
算
と
類
似
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
は
、
配
賦
さ
れ
た
予
算
を
、
許
容
さ
れ
た
数
ヶ
年
度
に
わ

た
っ
て
使
用
し
う
る
多
年
度
支
出
充
当
（m

ultiple-year 
appropriation

）
で
あ
る
。

第
三
は
、
配
賦
さ
れ
た
予
算
を
使
い
き
る
か
、
若
し
く
は
予
算

配
賦
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
新
た
に
議

会
の
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
継
続
的
に
支
出
を
な
し
う
る
無
期
限

支
出
充
当
（no-year appropriation
）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
種
類
の
支
出
充
当
が
存
在
し
て
い
る
結
果
、
各

年
度
で
可
決
さ
れ
た
支
出
充
当
法
に
計
上
さ
れ
た
予
算
権
限
額
と
、

そ
の
年
度
の
支
出
額
は
一
致
し
な
い
。
一
方
に
お
い
て
、
翌
年
度

以
降
の
支
出
が
そ
こ
に
は
定
め
ら
れ
て
お
り
、
他
方
に
お
い
て
、

既
往
年
度
の
多
年
度
支
出
充
当
や
無
期
限
支
出
充
当
法
に
基
づ
く

支
出
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
支
出
充
当
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
に
お
い
て
さ
え
、

一
つ
で
は
な
い
。
建
国
当
時
に
お
い
て
は
、
行
政
府
は
財
務
長
官

（S
ecretary

）
を
通
じ
て
一
元
的
に
予
算
資
料
を
提
出
し
、
議
会

の
方
で
も
、
上
下
両
院
に
そ
れ
ぞ
れ
単
一
の
支
出
委
員
会
が
あ
っ

一
七
一
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こ
ち
ら
に
移
管
さ
れ
た
。
ま
た
、
会
計
検
査
院
（
こ
の
当
時
の
正

式
名
称
はG

eneral A
ccounting O

ffi  ce （
9
）

＝
以
下
「
Ｇ
Ａ
Ｏ
」
と

略
称
す
る
。）
も
、
こ
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。

し
か
し
、
各
議
院
に
存
在
す
る
多
数
の
支
出
委
員
会
が
、
相
互

に
何
の
調
整
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
ば
ら
ば
ら
に
支
出
充
当
法
を

作
成
す
る
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
に
は
、
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。

ま
た
、
豚
肉
樽
法
案
以
来
の
く
せ
で
、
大
統
領
か
ら
提
出
さ
れ
た

予
算
教
書
に
比
べ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
増
額
修
正
に

な
る
と
い
う
状
況
も
、
同
様
に
変
わ
り
を
示
さ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
突
発
し
た
の
が
、
一
九
二
九
年
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
金
融
街
で
あ
る
ウ
ォ
ー
ル
街
を
襲
っ
た
株
式
の

大
暴
落
に
端
を
発
し
た
世
界
大
恐
慌
で
あ
る
。
そ
れ
へ
の
対
策
と

し
て
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
が
展
開
し
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
専
ら
各
省
庁
の
人
件
費
で
占
め
ら
れ
て
い
た

連
邦
支
出
に
、
失
業
者
や
高
齢
者
、
児
童
福
祉
な
ど
の
社
会
保

障
・
社
会
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
支
出
が
付
加
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
連
邦
の
支
出
規
模
は
、
年
々
急
激
な
拡

大
を
起
こ
し
始
め
た
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
支
出
の
抑
制
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
意
識

は
、
議
会
に
も
芽
生
え
、
例
え
ば
、
一
九
五
〇
年
財
政
赤
字
防
止

接
税
し
か
税
源
と
し
て
持
っ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
長
い
こ

と
潤
沢
な
収
入
に
恵
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
常
識
外
れ
の
歴
史
的

な
背
景
に
よ
り
、
辛
う
じ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
憲
法
改
正
に
よ
り
所
得
税
が
賦
課
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
（
7
）

、
さ
ら
に
第
一
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
、
そ
の
戦
費
を
賄
う
た

め
に
、
所
得
税
が
国
家
収
入
の
主
軸
と
な
る
と
、
こ
う
し
た
無
秩

序
な
予
算
分
捕
に
、
納
税
者
か
ら
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
こ
の
結

果
、
一
九
二
一
年
予
算
会
計
法
（B

udget and A
ccounting 

A
ct of 1921

＝
以
下
「
二
一
年
法
」
と
略
称
す
る
。）
が
つ
く
ら

れ
た
。

二
一
年
法
で
は
、
財
務
省
に
予
算
局
（the B

ureau of the 
B
udget

）
が
設
置
さ
れ
、
各
省
庁
の
予
算
要
求
は
そ
れ
ぞ
れ
の

所
管
の
委
員
会
で
は
な
く
、
す
べ
て
こ
こ
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
議
会
の
各
委
員
会
に
対
す
る
説
明
や
資
料
提
出
も
、

直
接
各
省
庁
が
行
う
こ
と
は
止
め
、
予
算
局
が
一
元
的
に
行
う
こ

と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
大
統
領
が
各
年
度
の
予
算
書
（the 

B
udget

）
を
作
成
し
、
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
が
予
算
教
書
（T

he B
udget M

essage of the P
resident

）

で
あ
る

（
8
）

。
予
算
局
は
、
そ
の
後
一
九
三
九
年
に
大
統
領
府
（the 

E
xecutive O

ffi  ce of the P
resident

）
が
設
け
ら
れ
た
段
階
で

一
七
二



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
三
）

限
内
に
現
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
時
に
は
既
に
発
生
し
て

い
る
連
邦
の
債
務
を
弁
済
す
る
べ
き
時
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

機
械
的
に
支
出
を
承
認
す
る
外
な
く
、
有
効
な
統
制
を
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
ば
し
ば
道
路
整
備
事
業
等
、
公
共
事
業
に

対
す
る
資
金
調
達
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

⑵　

公
債
金
収
入
使
用
授
権
（authorization to spend debt 

receipts

）：
こ
の
方
式
は
、
機
関
が
債
務
を
負
担
し
、
若
し

く
は
支
払
い
を
な
す
た
め
に
借
入
金
を
使
用
す
る
こ
と
を
認
め

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

連
邦
債
収
入
使
用
授
権
（authorization to spend 

federal debt receipts

）
と
、
機
関
債
収
入
使
用
授
権

（authorization to spend agency debt receipts

）
の
区
別

が
あ
る
。
我
が
国
で
い
え
ば
、
建
設
公
債
等
を
発
行
す
る
の
と

同
様
だ
が
、
我
が
国
で
は
、
予
算
総
則
に
限
度
額
が
明
記
さ
れ

る
の
に
対
し
、
米
国
で
は
支
出
充
当
法
上
に
全
く
掲
記
さ
れ
て

い
な
い
た
め
に
、
支
出
委
員
会
で
総
合
的
に
統
制
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
住
宅
や
農
業
関
係
の
融
資
事
業
な
ど
、
基
本
的
に

は
採
算
ベ
ー
ス
に
載
る
性
質
の
事
業
に
用
い
ら
れ
る
。

以
上
の
二
つ
は
、
そ
れ
で
も
支
払
い
の
段
階
で
は
、
各
年
度
の

支
出
充
当
法
に
姿
を
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
常
の

法
（A

nti-defi ciency A
ct of 1950

）
が
制
定
さ
れ
た
。
す
る

と
、
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
選
挙
区
対
策
を
考
え

る
議
員
達
は
、
同
法
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
、
支
出
充
当
法
に
計

上
す
る
こ
と
な
く
支
出
を
政
府
に
義
務
づ
け
る
方
法
、
し
た
が
っ

て
支
出
委
員
会
に
よ
る
一
元
的
な
統
制
が
き
わ
め
て
困
難
な
い
し

不
可
能
な
方
法
を
工
夫
し
、
そ
れ
に
よ
る
支
出
が
急
速
な
増
加
を

示
す
よ
う
に
な
っ
た
。

支
出
委
員
会
に
よ
っ
て
統
制
で
き
な
い
支
出
確
保
策
に
は
、
次

の
も
の
が
あ
る
。

⑴　

契
約
授
権 

（contract authorization

）：
こ
の
方
式
で
は
、

議
会
は
機
関
が
契
約
を
締
結
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
の
み

を
承
認
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
支
出
ま
で
承
認
す
る

も
の
で
は
な
い
。
支
払
い
の
た
め
に
は
、
別
途
、
債
務
を
弁
済

す
る
た
め
の
支
出
充
当
法
が
必
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
わ
が
国

予
算
制
度
に
お
け
る
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
類
す
る
も
の
と
考

え
れ
ば
い
い
が
、
そ
れ
が
支
出
充
当
法
に
掲
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
に
も
単
年
度
、
多
年
度
及
び
無
期

限
の
種
類
が
あ
る
。

支
出
充
当
法
に
掲
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
れ
に
対
す

る
支
出
充
当
を
検
討
す
る
時
点
で
は
じ
め
て
支
出
委
員
会
の
権

一
七
三
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公
的
財
産
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

連
邦
政
府
の
活
動
資
金
は
、
連
邦
基
金
（federal fund

）

と
、
こ
の
信
託
基
金
に
大
別
さ
れ
る
。
信
託
と
い
っ
て
も
、
私

法
上
の
信
託
の
意
味
は
な
く
、
特
定
の
歳
入
に
対
し
、
そ
の
使

途
が
法
律
に
特
定
さ
れ
て
い
る
連
邦
の
資
金
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
（
わ
が
国
の
特
別
会
計
に
近
い
。）。
こ
れ
に
余
裕
金
が

生
じ
て
い
る
場
合
に
も
、
根
拠
法
を
改
正
し
な
い
か
ぎ
り
他
の

使
途
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
財
政
の

硬
直
化
を
促
進
す
る
。

こ
の
よ
う
な
、
年
度
ご
と
に
支
出
充
当
法
を
審
議
す
る
段
階
に

至
っ
て
は
、
事
実
上
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
支
出
を
、
米
国

で
は
「
裏
口
支
出
（backdoor spending

）」
と
呼
ぶ
。

こ
れ
と
同
様
の
性
格
の
活
動
が
、
収
入
面
で
も
発
生
し
て
い
た
。

そ
れ
は
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
税
負
担
の
軽
減
や
免
除
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
特
定
の
民
間
活
動
が
、
本
来
な
ら
当
然
納
付
す
る
べ
き

租
税
に
つ
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
特
例
を
設
け
て
そ
の
税
額
を
軽

減
し
た
り
免
除
し
た
り
す
る
行
為
は
、
連
邦
財
政
と
い
う
観
点
か

ら
み
れ
ば
、
実
質
的
に
は
「
隠
れ
た
支
出
（hidden spending

）」

で
あ
り
、
当
該
民
間
企
業
等
に
と
っ
て
は
隠
れ
た
補
助
金
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
支
出
充
当
法
に
は
全
く
姿
を
現
さ
な
い
た
め
、

支
出
充
当
法
以
外
に
、
恒
久
支
出
充
当
（perm

anent 
appropriation

）
と
い
う
も
の
が
出
現
し
て
き
た
。
恒
久
支
出
充

当
は
、
通
常
の
支
出
充
当
法
で
は
な
く
、
支
出
充
当
法
以
外
の
一

般
の
法
律
（
恒
久
法
と
い
う
。）
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、

一
度
立
法
さ
れ
る
と
毎
年
度
自
動
的
に
支
出
が
認
め
ら
れ
、
各
年

度
の
支
出
充
当
法
に
計
上
す
る
必
要
は
な
い
。
次
の
二
つ
の
支
出

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
恒
久
支
出
充
当
法
に
属
す
る
。

⑶　

義
務
的
な
エ
ン
タ
イ
ト
ル
メ
ン
ト m

andatory 
entitlem

ent

：
適
訳
が
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
ま
ま
原
語
が
カ
タ

カ
ナ
書
き
で
使
用
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
恒

久
法
の
定
め
る
一
定
の
資
格
を
有
す
る
私
人
に
連
邦
か
ら
金
銭

を
受
領
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
い
う
。

典
型
的
に
は
福
祉
支
給
金
や
食
料
切
符
（food stam

ps （
10
）

） 

等
が
そ
れ
で
あ
る
。
根
拠
と
な
る
実
体
法
を
改
正
し
な
い
か
ぎ

り
、
支
出
規
模
は
実
体
法
の
要
件
を
満
た
す
人
数
の
増
加
に
応

じ
て
拡
大
す
る
が
、
実
体
法
議
決
の
時
に
は
そ
の
規
模
が
見
え

な
い
た
め
、
安
易
に
制
定
さ
れ
る
。

⑷　

信
託
基
金 trust fund

：
基
金
（fund

：
資
金
と
訳
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
。）
と
い
う
言
葉
は
、
政
府
会
計
上
、
資
金
を
収

納
し
又
は
支
出
す
る
政
府
の
地
位
を
基
準
と
し
て
区
別
さ
れ
る
、

一
七
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
五
）

そ
し
て
、
議
会
の
保
有
す
る
財
政
権
を
制
約
す
る
手
段
と
し
て
、

執
行
留
保
（Im

poundm
ent

）
と
い
う
手
法
を
大
々
的
に
行
使
し

て
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
執
行
留
保
と
言
う
の
は
、
簡

単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
議
会
が
成
立
さ
せ
た
予
算
額
に
関
わ
り

な
く
、
大
統
領
が
必
要
と
認
め
る
分
だ
け
し
か
使
用
し
な
い
、
と

い
う
方
法
で
あ
る
。

歳
出
予
算
額
と
い
う
の
は
、
歳
出
権
限
の
上
限
と
い
う
点
に
の

み
法
規
範
的
拘
束
力
が
あ
り
、
そ
れ
を
下
回
る
分
に
は
幾
ら
下

回
っ
て
も
予
算
「
法
」
違
反
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
論
が
わ

が
国
憲
法
学
の
予
算
に
関
す
る
通
説
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ニ
ク

ソ
ン
は
、
議
会
が
収
入
額
を
無
視
し
て
制
定
す
る
支
出
充
当
法
や

裏
口
支
出
に
よ
っ
て
発
生
す
る
支
出
を
、
行
政
府
と
し
て
チ
ェ
ッ

ク
す
る
手
段
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
言
い
出
し
た

わ
け
で
あ
る
。

執
行
留
保
自
体
は
、
米
国
で
も
、
ニ
ク
ソ
ン
が
初
め
て
考
え
だ

し
た
訳
で
は
な
く
、
ま
し
て
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
訳
で
も
な

い
（
13
）

。
そ
も
そ
も
米
国
歳
出
予
算
制
度
に
は
、
わ
が
国
の
予
備
費
に

当
た
る
制
度
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
部
と
し
て
は
予
算
の

一
部
を
執
行
し
な
い
で
資
金
を
留
保
し
て
お
か
な
い
か
ぎ
り
「
予

見
し
が
た
い
予
算
の
不
足
」
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

そ
の
全
体
規
模
は
全
く
判
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
議
会
の
統
一

的
な
財
政
統
制
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
上
記
裏
口
支
出
と

同
質
の
重
大
な
問
題
と
な
る
こ
と
に
な
る

（
11
）

。

こ
う
し
て
、
大
統
領
が
財
政
の
緊
縮
を
訴
え
た
予
算
教
書
を
作

成
し
て
も
、
そ
れ
は
到
着
時
死
亡

（
12
）

と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
議
会

か
ら
は
無
視
さ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

2　

ニ
ク
ソ
ン
の
財
政
改
革

ニ
ク
ソ
ン
は
ま
ず
、
改
革
の
担
い
手
と
し
て
、
一
九
六
九
年
行

政
機
構
再
組
織
法
（T

he G
overnm

ent R
eorganization A

ct 
1969

）
に
よ
り
、
従
来
の
予
算
局
（
Ｂ
Ｏ
Ｂ
）
を
行
政
管
理
予
算

局
（O

ffi  ce of M
anagem

ent and B
udget
＝
以
下
「
Ｏ
Ｍ
Ｂ
」

と
略
称
す
る
。）
に
改
編
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
Ｏ
Ｍ
Ｂ
を
、
政
府

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
執
行
管
理
を
担
当
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
内
政

策
の
形
成
に
お
い
て
大
統
領
の
補
佐
機
関
と
し
て
も
活
動
す
る
重

要
な
機
関
に
変
身
さ
せ
た
。

そ
し
て
、
先
に
の
べ
た
バ
ラ
バ
ラ
の
支
出
充
当
法
や
裏
口
支
出

に
よ
る
歳
出
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
、
統
一
予
算

（U
nifi ed B

udget

）
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

よ
う
や
く
年
度
開
始
以
前
の
時
点
で
、
各
年
度
の
財
政
赤
字
の
規

模
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
七
六
）

あ
る
。
こ
れ
が
非
定
型
的
（non-routine

）
な
執
行
留
保
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
創
設
し
た
も
の
で
は
な
く
、

同
様
の
も
の
は
、
大
恐
慌
時
や
第
二
次
大
戦
期
に
、
そ
の
先
例
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ニ
ク
ソ
ン
の
採
用
し
た
執
行
留
保
は
、
そ
う
し
た
先
例
と
は

少
々
駆
け
離
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
で
あ
れ
ば
、

支
出
抑
制
の
限
度
額
を
ま
ず
決
め
、
つ
い
で
こ
れ
に
基
づ
い
て
、

個
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
、
抑
制
可
能
な
支
出
を
抑
え
る
と
い

う
や
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ニ
ク
ソ
ン
は
、
①
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
制
定
す
る
国
民
的
必
要
性
が
本
当
に
あ
る
か
、
②
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
目
標
は
達
成
で
き
る
も
の
か
、
及
び
③
プ
ロ
グ
ラ
ム
目
標

の
達
成
方
法
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
合
理
的
・
効
率
的
な
も
の
か
、

と
い
う
三
基
準
に
照
ら
し
て
、
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
当
否
を
検
討
し
、

不
適
切
な
も
の
に
つ
い
て
は
執
行
を
一
部
又
は
全
部
留
保
す
る
と

い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た

（
14
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

は
執
行
留
保
は
、
予
算
の
執
行
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
議

会
の
制
定
し
た
個
々
の
実
体
法
そ
の
も
の
の
再
検
討
手
段
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ニ
ク
ソ
ン
は
、
こ
う
し
た
予
算
執
行
権
の
弾
力
的
な

運
用
を
、
わ
が
国
の
通
説
の
よ
う
な
乱
暴
な
理
論
に
頼
っ
た
の
で

た
、
歳
入
の
不
足
が
予
測
で
き
る
場
合
に
財
政
赤
字
の
発
生
を
防

止
し
よ
う
と
い
う
と
き
も
、
執
行
留
保
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
予
算
の
執
行
を
留
保
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
執
行

留
保
で
あ
る
。

こ
の
、「
不
測
の
事
態
に
備
え
る
た
め
」
と
、「
財
政
赤
字
の
防

止
の
た
め
」
と
い
う
二
つ
の
目
的
に
よ
る
執
行
留
保
は
、
定
型
的

（routine

）
な
執
行
留
保
と
呼
ば
れ
、
従
来
か
ら
、
議
会
や

Ｇ
Ａ
Ｏ
も
当
然
に
認
め
て
い
た
執
行
留
保
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年

財
政
赤
字
防
止
法
は
、
そ
れ
を
明
確
に
制
度
化
し
て
い
た
。

し
か
し
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
契
機
と
し
て
、
連
邦
の
財
政
支
出
が

急
激
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
七
年
に
、
執
行
留
保
は
、

新
た
に
経
済
政
策
遂
行
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
イ
ン
フ

レ
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
各
種
の
特
別
基
金
に
属
す
る
総
額
五
三

億
ド
ル
の
支
出
が
、
債
務
負
担
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
法
的
根
拠
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
政
治
的
圧
力
な

ど
も
あ
っ
て
、
後
に
一
部
が
解
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
六
八
年

度
か
ら
七
〇
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
は
連

邦
支
出
総
額
の
最
高
限
度
（ceiling

）
を
法
律
で
決
定
し
、
そ
の

限
度
内
に
支
出
を
抑
制
す
る
権
限
が
大
統
領
に
授
権
さ
れ
た
の
で

一
七
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
七
）

人
間
の
本
質
に
絡
む
新
し
い
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三　

合
衆
国
対
ニ
ク
ソ
ン
事
件

U
nited S

tates v. N
ixon, 418 U

.S
. 683

（1974

）
は
、
ニ

ク
ソ
ン
自
身
の
辞
職
に
つ
な
が
る
、
政
治
的
に
重
要
な
判
決
で
あ

る
と
同
時
に
、
大
統
領
の
憲
法
上
の
行
政
特
権
に
関
す
る
重
要
な

判
決
で
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
は
、
共
和
党
の
大
統
領
で
あ
る
。
共
和
党
は
、
こ
の

当
時
、
一
貫
し
て
議
会
で
は
少
数
党
だ
っ
た
か
ら
、
自
分
の
施
策

を
通
す
た
め
に
は
、
常
に
議
会
と
戦
う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

議
会
と
戦
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
成
立
さ
せ
る
法
律
の
裏
を
か

く
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
。
執
行
留
保
は
ま
さ
に
そ
の

典
型
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
行
政
改
革
の
た
め
、
各

省
庁
を
統
合
し
て
巨
大
省
を
作
ろ
う
と
し
た
が
、
そ
の
再
組
織
法

を
議
会
に
否
決
さ
れ
る
と
、
代
わ
り
に
五
人
の
大
統
領
補
佐
官
及

び
三
人
の
参
事
官
を
発
令
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
の
分
野
の
行

政
を
担
当
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
に
よ
っ
て
、
事
実
上
巨
大
省
を

作
っ
た
の
と
同
じ
効
果
を
発
揮
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
常
習

的
に
法
律
の
裏
を
か
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
法
倫
理
感
が
鈍

磨
し
て
く
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。

は
な
い
。
大
統
領
の
予
算
執
行
に
当
た
っ
て
の
、
一
般
的
な
裁
量

権
理
論
の
展
開

（
15
）

か
ら
始
ま
っ
て
、
一
九
五
〇
年
財
政
赤
字
防
止
法

の
拡
大
解
釈

（
16
）

の
ほ
か
、
例
え
ば
法
律
の
文
言
が
「
‥
で
き
る
」

「
‥
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ

て
い
る
場
合
に
は
行
政
府
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
と
す
る

個
別
的
な
制
度
に
お
け
る
解
釈
の
拡
大
論

（
17
）

に
至
る
ま
で
、
実
に
さ

ま
ざ
ま
な
根
拠
を
動
員
し
て
行
っ
た
。

当
然
、
そ
の
一
部
は
裁
判
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
裁
判

で
は
、
大
統
領
側
の
敗
訴
と
な
っ
た

（
18
）

。
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
は
、
下

級
審
で
終
わ
っ
た
が
、
ト
レ
イ
ン
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
事
件
の
よ

う
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
が
下
っ
た
も
の
も
あ
る

（
19
）

。
し
か

し
、
そ
れ
ら
敗
訴
と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
も
、
そ
の
判
決
が
確

定
す
る
ま
で
の
間
、
予
算
の
執
行
を
停
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、

米
政
府
は
、
少
な
か
ら
ぬ
支
出
を
先
送
り
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
財
政
改
革
に
関
連
す
る
激
震
か
ら
、
バ
ー
ガ
ー
・

コ
ー
ト
で
は
、
財
政
に
絡
ん
だ
多
く
の
判
決
が
出
た
。
ま
た
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
に
端
を
発
す
る
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
は
、
必
然
的
に
社

会
の
倫
理
観
そ
の
も
の
を
揺
り
動
か
し
、
死
刑
や
妊
娠
中
絶
な
ど
、

一
七
七
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十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
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年
六
月
）

（
一
七
八
）

リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
す
る
。）
な
ど
か
ら
、
次
第
に
政
権
内
部

が
こ
の
盗
聴
に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
露
見
す
る
。
さ
ら
に

事
件
発
覚
時
に
、
捜
査
妨
害
と
も
み
消
し
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
が

直
接
関
わ
り
、
し
か
も
大
統
領
執
務
室
で
の
会
話
を
録
音
し
た

テ
ー
プ
が
存
在
す
る
こ
と
が
上
院
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査
で
わ

か
っ
た
。

一
九
七
三
年
五
月
、
ニ
ク
ソ
ン
の
司
法
長
官
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

（E
lliot R

ichardson

）
は
、
こ
の
侵
入
事
件
の
調
査
を
担
当
す

る
特
別
検
事
に
コ
ッ
ク
ス
（A

rchibald C
ox

）
を
任
命
し
た
。

一
〇
月
に
、
ニ
ク
ソ
ン
は
、
司
法
長
官
に
コ
ッ
ク
ス
の
解
任
を
命

じ
る
。
司
法
長
官
は
拒
否
し
て
辞
任
し
た
。
そ
こ
で
、
次
官
に
命

じ
た
が
、
次
官
も
拒
否
し
て
辞
職
し
た
。
結
局
、
訟
務
局
長
に

よ
っ
て
コ
ッ
ク
ス
は
解
任
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
は
、
俗
に
土
曜
日

の
夜
の
虐
殺
（S

aturday N
ight M

assacre

）
と
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
世
論
の
反
発
は
激
し
く
、
ニ
ク
ソ
ン
は
、
新
た

に
特
別
検
事
と
し
て
、
ジ
ャ
ウ
ォ
ー
ス
キ
ー
（L

eon Jaw
orski

）

を
、
余
儀
な
く
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
七
四
年
四
月
に
は
、
ジ
ャ
ウ
ォ
ー
ス
キ
ー
は
、
ニ
ク
ソ
ン

と
大
陪
審
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
者
と
の
間
の
特
定
の
会
議
に
関
連

す
る
特
定
の
テ
ー
プ
や
論
文
を
提
出
す
る
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
に

ニ
ク
ソ
ン
の
、
先
に
述
べ
た
様
々
な
政
策
は
、
当
時
の
米
国
民

の
支
持
を
受
け
、
第
二
期
の
大
統
領
選
挙
で
、
世
論
調
査
が
大
統

領
選
挙
で
の
絶
対
的
優
勢
を
伝
え
て
い
た
。
し
か
し
、
ニ
ク
ソ
ン

と
し
て
は
、
議
会
で
多
数
を
制
し
て
い
る
勢
力
と
戦
っ
て
い
る
以

上
、
と
て
も
安
心
は
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

ニ
ク
ソ
ン
は
、
徹
底
し
た
情
報
収
集
と
、
自
分
の
執
務
室
内
の
全

発
言
を
録
音
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
情
報
管
理
迄
も
行
う
必
要
を

感
じ
た
の
に
違
い
な
い
。

そ
う
し
た
活
動
の
一
環
と
し
て
起
き
た
の
が
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

ゲ
ー
ト
事
件
で
あ
る
。

（
一
）　

事
件
の
概
要

一
九
七
二
年
六
月
一
七
日
、
大
統
領
選
挙
の
約
五
ヶ
月
前
に
、

五
人
の
男
が
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
ビ
ル
複

合
施
設
内
に
あ
る
民
主
党
本
部
に
侵
入
し
、
盗
聴
器
を
仕
掛
け
よ

う
と
し
て
警
備
員
に
発
見
さ
れ
、
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
。
や
が
て

犯
人
グ
ル
ー
プ
が
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
再
選
委
員
会
（C

om
m
ittee 

to R
e-elect the P

resident

）
の
関
係
者
で
あ
る
こ
と
が
判
っ

た
。
当
初
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
ス
タ
ッ
フ
は

「
侵
入
事
件
と
政
権
と
は
無
関
係
」
と
の
立
場
を
取
っ
た
が
、
ワ

シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
の
取
材
（
こ
れ
で
同
紙
と
担
当
記
者
は
ピ
ュ

一
七
八



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
九
）

（
二
）　

判
決
の
内
容

口
頭
弁
論
か
ら
三
週
間
後
に
、
裁
判
所
は
そ
の
決
定
を
下
し
た
。

九
人
の
判
事
の
う
ち
、
四
人
は
ニ
ク
ソ
ン
が
任
命
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
バ
ー
ガ
ー
長
官
及
び
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
（H

arry 
B
lackm

un

）、
パ
ウ
ウ
ェ
ル
判
事
（L

ew
is F

. P
ow

ell, Jr.

）
は
、

ニ
ク
ソ
ン
が
、
そ
の
大
統
領
と
し
て
の
一
期
目
に
任
命
し
た
。
ま

た
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
（W

illiam
 R

ehnquist

）
判
事
は
、
以
前
に

司
法
副
長
官
と
し
て
ニ
ク
ソ
ン
に
仕
え
て
い
た
。
彼
は
、
そ
の
時

に
示
し
た
保
守
的
な
法
解
釈
が
ニ
ク
ソ
ン
に
気
に
入
ら
れ
て
、
最

高
裁
判
事
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
は
、

自
ら
審
理
を
回
避
し
た
の
で
、
判
決
は
八
人
の
判
事
に
よ
り
行
わ

れ
た
。

最
高
裁
判
所
は
全
員
一
致
で
、
ニ
ク
ソ
ン
側
の
主
張
を
否
定
し

た
。
判
決
は
、
バ
ー
ガ
ー
長
官
が
執
筆
し
た
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
大

統
領
は
絶
対
的
な
行
政
特
権
、
特
に
特
権
が
い
つ
適
切
に
適
用
さ

れ
る
か
を
決
定
す
る
排
他
的
権
利
を
持
つ
と
い
う
ニ
ク
ソ
ン
の
主

張
を
否
定
し
た
。
憲
法
第
二
条
の
大
統
領
の
権
限
を
、
刑
法
の
執

行
に
不
可
欠
な
召
喚
令
状
に
対
抗
で
き
る
、
絶
対
的
な
行
政
特
権

を
与
え
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
憲
法
上
の
均

衡
を
覆
す
事
が
理
由
で
あ
る
。

命
ず
る
召
喚
状
を
取
得
し
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
プ
の
会
話
に
は
、

起
訴
さ
れ
た
男
達
と
ニ
ク
ソ
ン
自
身
の
関
与
に
関
す
る
決
定
的
な

証
拠
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

ニ
ク
ソ
ン
の
弁
護
士
の
セ
ン
ト
ク
レ
ア
（Jam

es D
. S

t. 
C
lair

）
は
、
そ
れ
に
対
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
連
邦
地
方
裁
判

所
の
シ
リ
カ
（John S

irica

）
判
事
に
、
次
の
様
に
述
べ
て
、

召
喚
状
を
撤
回
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

「
大
統
領
は
、
四
年
間
に
限
り
、
太
陽
王
ル
イ
一
四
世
と
同

様
に
、
強
力
な
君
主
で
あ
り
、
弾
劾
裁
判
所
を
除
き
、
国
内

の
い
か
な
る
裁
判
所
の
審
理
の
対
象
で
も
あ
り
得
な
い
。」

し
か
し
、
シ
リ
カ
判
事
は
ニ
ク
ソ
ン
の
申
立
て
を
否
認
し
、
大

統
領
に
対
し
、
五
月
三
一
日
ま
で
に
テ
ー
プ
を
提
出
す
る
よ
う
に

命
じ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
と
ジ
ャ
ウ
ォ
ー
ス
キ
ー
の
両
方
が
、
最
高
裁

判
所
に
上
告
し
、
最
高
裁
判
所
は
七
月
八
日
に
上
告
を
受
理
し
た
。

ニ
ク
ソ
ン
の
弁
護
士
は
、
問
題
は
行
政
府
内
の
紛
争
だ
っ
た
の
で
、

行
政
府
で
解
決
す
る
べ
き
で
あ
り
、
司
法
的
解
決
の
対
象
に
す
べ

き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
大
統
領
は
そ
の
職
務

を
行
う
際
に
、
政
府
高
官
や
助
言
者
、
補
助
者
と
の
間
の
通
信
を

保
護
す
る
た
め
の
絶
対
的
な
業
務
執
行
権
限
を
持
っ
て
い
る
と
主

張
し
た
。

一
七
九
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る
こ
と
を
決
意
し
、
八
月
九
日
に
辞
職
し
た
。

ニ
ク
ソ
ン
は
、
自
ら
の
辞
職
を
、
米
国
の
た
め
に
最
大
限
活
用

し
た
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
議
会
は
大
統
領
か
ら
支
出
政
策
を
決
定

す
る
と
い
う
権
限
を
奪
回
す
る
た
め
の
抜
本
的
な
手
段
と
し
て
、

執
行
留
保
を
原
則
的
に
禁
ず
る
立
法
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
法
律
に
対
し
て
拒
否
権
を
発
動
せ
ず
に
、
辞

職
す
る
代
償
と
し
て
、
議
会
予
算
編
成
制
度
の
抜
本
的
な
改
革
制

度
を
盛
り
込
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
九
七
四
年
議
会
予
算

及
び
執
行
留
保
統
制
法
（C

ongressional B
udget and 

Im
poundm

ent C
ontrol A

ct 1974

＝
以
下
「
七
四
年
法
」
と
略

称
す
る
。）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
名
称
の
と
お
り
、
七
四
年
法
は
大
別
し
て
二

つ
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
議
会
財
政
権
に
と
っ
て
最
大

の
ガ
ン
で
あ
っ
た
、
執
行
留
保
に
対
す
る
統
制
手
段
を
用
意
し
た

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
制
度
と
い
う
観
点
か
ら
、
よ
り
重

大
な
の
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
内
容
で
あ
る
支
出
充
当
法
制
定
手
続

き
の
改
正
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
乱
脈
き
わ
ま
る
議
会
財
政

権
の
行
使
に
強
力
な
枠
を
は
め
、
基
本
的
に
大
統
領
が
執
行
留
保

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
を
解
消
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
法
律
は
、
先
に
上
げ
た

最
高
裁
は
、
あ
る
種
の
行
政
特
権
は
政
府
を
運
営
す
る
た
め
に

必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
憲
法
下
の
権
力
の
分
立
に
根
差
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
は
、
ニ
ク
ソ
ン
に
同
意
し
た
。
こ
の
点
で
、
こ
の
判

決
は
、
最
高
裁
が
公
式
に
大
統
領
の
行
政
特
権
を
支
持
し
た
判
例

で
あ
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
は
、
行
政
特
権
は
、
国
家
安
全
保
障
に
何
の

問
題
も
引
き
起
こ
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
訴
訟
に
対
し
て
も

行
使
し
得
る
、
と
い
う
ニ
ク
ソ
ン
の
主
張
を
斥
け
た
。
大
統
領
の

権
限
要
求
は
、
議
会
と
裁
判
所
の
権
限
と
義
務
と
の
均
衡
を
保
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
ス
タ
ウ
ン
事

件
の
先
例
を
引
用
し
て
、
バ
ー
ガ
ー
は
、
刑
事
訴
訟
で
使
用
す
る

た
め
に
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
証
拠
に
関
し
て
、
行
政
特

権
を
主
張
す
る
根
拠
が
、
機
密
性
と
い
う
一
般
的
な
利
益
の
み
に

基
づ
い
て
い
る
場
合
、
刑
事
訴
訟
の
公
正
な
進
行
に
お
い
て
、
法

の
適
切
な
手
続
き
の
基
本
的
な
要
求
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と

結
論
し
た
。

（
三
）　

そ
の
後

下
院
司
法
委
員
会
が
、
判
決
後
の
一
九
七
四
年
八
月
四
日
に
ニ

ク
ソ
ン
を
弾
劾
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
ニ
ク

ソ
ン
は
国
政
を
こ
れ
以
上
空
転
さ
せ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
辞
職
す

一
八
〇



財
政
改
革
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邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
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一
）

会
が
執
行
留
保
の
効
力
を
否
認
し
た
後
も
大
統
領
が
事
実
上
執
行

を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
長
官
が
裁
判
所
に
債
務
負
担
を

強
制
す
る
訴
訟
を
提
起
し
得
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

2　

財
政
制
度
に
関
す
る
改
革

七
四
年
法
が
真
に
重
要
な
の
は
、
執
行
留
保
に
つ
い
て
厳
し
い

統
制
を
課
す
る
代
わ
り
に
、
そ
う
し
た
必
要
を
可
及
的
に
解
消
し

得
る
よ
う
に
、
議
会
の
支
出
充
当
法
審
議
過
程
そ
の
も
の
に
対
す

る
厳
し
い
制
約
を
、
議
会
自
ら
が
定
め
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
改

正
点
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
次
の
諸
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
次
に
説
明
す
る
と
お
り
、
支
出
充
当
法
制
定
手
続
き

が
か
な
り
複
雑
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
会
計
年
度
が
従
来
は
七
月

か
ら
六
月
ま
で
の
一
年
で
あ
っ
た
も
の
を
、
そ
の
初
年
度
に
は
従

来
よ
り
も
慎
重
審
議
の
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
七
七
会
計

年
度
か
ら
一
〇
月
か
ら
九
月
ま
で
の
一
年
に
変
更
し
た
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
な
お
、
米
国
で
は
会
計
年
度
の
呼
称
は
、
年
度
の
最

終
日
の
属
す
る
歴
年
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
七
七
会
計
年
度

と
は
、
七
六
年
一
〇
月
か
ら
七
七
年
九
月
ま
で
で
あ
る
。

第
二
に
、
両
院
の
そ
れ
ぞ
れ
に
新
た
に
予
算
委
員
会

（B
udget C

om
m
ittee

）
が
設
置
さ
れ
、
議
会
の
予
算
過
程
に
支

配
権
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
委
員
は
、
下
院
の
場
合
に
は

二
一
年
法
以
来
の
財
政
制
度
の
大
改
正
を
行
う
も
の
と
な
っ
た
。

以
下
、
簡
単
に
七
四
年
法
の
説
明
を
す
る

（
20
）

。

1　

執
行
留
保
に
関
す
る
改
革

執
行
留
保
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
一
方
で
従
来
の
法
律
で
大
統

領
に
執
行
留
保
の
権
限
を
与
え
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
の
で
き
る

規
定
を
す
べ
て
改
廃
し
た
。
し
か
し
、
予
備
費
制
度
の
な
い
米
国

予
算
で
執
行
留
保
そ
の
も
の
を
全
廃
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
執
行
留
保
を
廃
止
（R

escission

）
と
繰
り
延
べ

（D
eferral

）
の
二
類
型
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
さ
ら

に
い
く
つ
か
に
場
合
分
け
し
て
処
理
方
法
を
別
々
に
定
め
て
い
る

と
い
う
、
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
簡
単

に
要
約
す
れ
ば
、
執
行
留
保
は
、
い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
、
執
行

留
保
に
対
す
る
議
会
の
個
別
の
授
権
が
な
い
か
ぎ
り
行
う
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
、
と
い
う
に
つ
き
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
Ｇ
Ａ
Ｏ
長
官
に
特
別
の
権

限
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
統
領
は
執
行
留
保
を
行
う
た

め
に
は
両
院
に
特
別
の
教
書
（M

essage

）
を
送
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
と
同
時
に
Ｇ
Ａ
Ｏ
に
も
そ
の
教
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｇ
Ａ
Ｏ
で
は
、
個
々
の
教
書
を
迅
速
に
審
査

し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
事
実
を
両
院
に
報
告
す
る
。
さ
ら
に
議

一
八
一
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）

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
両
院
の
予
算
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら

に
基
づ
い
て
予
算
決
議
案
（B

udget R
esolution

）
を
作
り
、

本
会
議
に
提
出
す
る
。
予
算
決
議
案
は
、
支
出
（outlays

）
の

総
額
及
び
新
規
予
算
権
限
の
適
切
な
水
準
、
公
債
の
適
切
な
水
準
、

適
正
な
予
算
余
剰
若
し
く
は
赤
字
額
、
歳
入
の
適
切
な
水
準
な
ど

に
つ
い
て
記
述
し
て
お
り
、
同
意
決
議
（C

oncurrent 
R
esolution

）、
す
な
わ
ち
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
決
議
を
必
要
と
す

る
。
予
算
決
議
に
は
第
一
次
と
第
二
次
の
区
別
が
あ
り
、
第
一
次

決
議
が
単
な
る
目
標
値
の
設
定
に
止
ま
る
の
に
対
し
て
、
第
二
次

決
議
は
拘
束
力
を
持
つ
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
予
算
決
議
を
指
針
と
し
て
、
各
常
任
委
員
会

や
支
出
小
委
員
会
で
は
、
各
法
案
や
支
出
充
当
の
決
議
が
行
わ
れ

る
。
支
出
充
当
法
等
の
支
出
額
の
合
計
が
、
予
算
決
議
の
数
値
を

上
回
る
場
合
に
は
、
議
会
は
こ
れ
に
一
致
す
る
よ
う
に
各
委
員
会

に
対
し
て
調
整
指
令
を
出
す
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
第
五
に
、
米
国
の
財
政
が
、
単
年
度
だ
け
を
見
た
の
で

は
全
体
像
が
把
握
す
る
の
が
困
難
な
と
こ
ろ
か
ら
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に

よ
っ
て
財
政
計
画
が
作
成
さ
れ
、
議
会
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
七
四
年
法
の
前
か
ら
ニ
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
行
わ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
法
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
た
の

支
出
委
員
会
や
そ
の
他
の
立
法
委
員
会
の
代
表
者
等
で
あ
り
、
上

院
の
場
合
に
は
各
党
の
比
例
配
分
に
よ
る
。
今
ま
で
の
一
三
の
支

出
委
員
会
は
予
算
委
員
会
の
小
委
員
会
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
所
管
す
る
支
出
充
当
法
を
ば
ら
ば
ら
に
作
る
と
い
う

点
に
お
い
て
は
従
来
と
変
わ
り
が
な
い

（
21
）

。

第
三
に
、
予
算
に
関
す
る
情
報
提
供
と
分
析
サ
ー
ビ
ス
を
目
的

と
す
る
議
会
予
算
局
（C

ongressional B
udget O

ffi  ce

＝

C
B
O

）
が
新
設
さ
れ
た
。
Ｃ
Ｂ
Ｏ
は
、
行
政
府
の
各
省
庁
か
ら

予
算
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
権
限
を
持
ち
、
ま
た
大
統
領

の
予
算
案
に
対
す
る
代
替
案
を
議
会
に
提
供
す
る
な
ど
の
活
動
を

行
う
。
大
統
領
府
の
Ｏ
Ｍ
Ｂ
に
対
抗
す
る
、
議
会
側
の
機
関
と
考

え
れ
ば
い
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
こ
う
し
た
組
織
面
な
整
備
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う

な
手
続
き
面
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
統
制
の
対
象
に
な
る

の
は
、
支
出
充
当
法
だ
け
で
は
な
く
、
前
述
し
た
裏
口
支
出
及
び

租
税
支
出
の
す
べ
て
で
あ
る
。
た
だ
し
新
規
の
も
の
に
限
ら
れ
、

既
存
の
法
律
に
基
づ
く
支
出
は
対
象
外
に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
支
出
小
委
員
会
を
含
め
て
各
常
任
委
員
会
で
は
、
次
会
計

年
度
に
制
定
を
予
定
し
て
い
る
新
規
予
算
権
限
（new

 budget 
authority （

22
）

）
の
見
積
も
り
を
予
算
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば

一
八
二



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
八
三
）

最
高
裁
判
所
が
違
憲
と
判
決
し
た
も
の
で
あ
る
。
事
件
名
は
、
当

時
の
会
計
検
査
院
（
Ｇ
Ａ
Ｏ
）
の
院
長
で
あ
る
ボ
ウ
シ
ャ
ー

（C
harles A

rthur B
ow

sher

）
と
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
選
出
の
連
邦

下
院
議
員
サ
イ
ナ
ー
（M

ike S
ynar

）
に
由
来
す
る
。

1　

事
件
の
概
要

七
四
法
に
よ
り
、
財
政
再
建
へ
の
最
低
限
の
枠
付
け
が
作
出
さ

れ
た
が
、
こ
う
し
た
制
度
を
も
っ
て
し
て
も
、
議
会
の
歳
出
圧
力

は
減
少
せ
ず
、
さ
ら
に
八
〇
年
代
に
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
、
減
税

を
行
っ
た
方
が
、
税
収
が
却
っ
て
増
加
す
る
と
い
う
奇
妙
な
学
説

に
基
づ
い
て
大
型
減
税
を
断
行
し
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
、
財
政
赤

字
は
膨
ら
み
続
け
た
。

そ
こ
で
、
財
政
赤
字
を
中
長
期
的
に
削
減
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
た
法
律
が
、
一
九
八
五
年
に
制
定
さ
れ
た
財
政
均
衡
及
び
緊
急

赤
字
統
制
法
（B

alanced B
udget and E

m
ergency D

efi cit 
C
ontrol A

ct of 1985

、
通
称
グ
ラ
ム
＝
ラ
ド
マ
ン
＝
ホ
リ
ン
グ

ス
法G

ram
m
-R

udm
an-H

ollings A
ct

＝
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
）
で
あ
る
。

七
四
年
法
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
一
番
大
き
な
変
化
は
、
会
計
年

度
開
始
前
に
、
次
年
度
の
歳
入
見
積
も
り
及
び
歳
出
見
積
も
り
が

判
明
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
、
財
政
赤
字
額
が
ど
の
程

度
に
な
る
か
も
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
あ
る
。
財
政
計
画
に
は
多
年
度
予
算
計
画
と
長
期
財
政
展
望
の

二
つ
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
毎
年
度
ロ
ー
リ
ン
グ
方
式
で
作
成
さ
れ

る
。

①　

多
年
度
予
算
計
画 M

ulti-year B
udget P

lanning

こ
れ
は
三
年
間
に
わ
た
っ
て
新
規
施
策
を
含
め
た
計
画
を
、

予
算
書
と
平
行
し
て
作
成
す
る
。
作
成
時
点
の
施
策
及
び
税
制

を
前
提
と
し
て
、
将
来
の
歳
出
・
歳
入
を
推
計
す
る
形
を
採
っ

て
い
る
。
そ
の
後
に
新
た
に
新
規
施
策
が
採
択
さ
れ
た
場
合
に

は
、
計
画
を
改
訂
し
て
織
り
込
ま
れ
る
。

②　

長
期
財
政
展
望L

ong-range B
udget P

rojections

こ
れ
は
予
算
書
の
一
部
と
さ
れ
る
。
作
成
方
法
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
、

経
済
諮
問
委
員
会
及
び
財
務
省
の
三
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

経
済
見
通
しE

conom
ic A

ssum
ptions

に
基
づ
い
て
、
五
年

分
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
第
一
年
度
は
予
算
書

の
数
字
が
、
第
二
及
び
第
三
年
度
は
多
年
度
予
算
計
画
の
数
字

が
、
そ
れ
ぞ
れ
入
る
こ
と
に
な
る
。

四　

ボ
ウ
シ
ャ
ー
対
サ
イ
ナ
ー
事
件

B
ow

sher v. S
ynar, 478 U

.S
. 714

（1986

）
事
件
は
、
財

政
赤
字
を
縮
減
す
る
た
め
、
議
会
が
制
定
し
た
財
政
均
衡
法
を
、

一
八
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
八
四
）

（N
ational T

reasury E
m
ployees U

nion

）
が
、
会
計
検
査
院

長
を
相
手
取
っ
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

争
点
と
な
っ
た
の
は
、
会
計
検
査
院
長
が
議
会
の
職
員
と
さ
れ

て
い
る
事
か
ら
、
そ
の
下
す
命
令
に
、
大
統
領
が
拘
束
さ
れ
る
こ

と
が
、
憲
法
一
条
及
び
二
条
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
が
、
大
統
領
に
は
罷
免
権
が

な
く
、
議
会
に
よ
っ
て
の
み
免
職
さ
れ
う
る
会
計
検
査
院
長
に
対

し
て
一
定
の
執
行
権
を
与
え
た
こ
と
は
、
権
力
分
立
制
に
違
反
し
、

無
効
で
あ
る
と
判
決
し
た

（
23
）

。
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
に
は
、
そ
の
場
合
に
は
、

直
ち
に
最
高
裁
判
所
に
上
告
で
き
る
と
い
う
規
定
が
あ
る

（§
922

（b

））
所
か
ら
、
最
高
裁
の
審
理
に
移
行
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

最
高
裁
判
所
は
、
七
対
二
で
、
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
を
違
憲
と
判
定
し
た
。

反
対
意
見
は
ホ
ワ
イ
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
両
判
事
で
あ
る
。
多
数

意
見
を
バ
ー
ガ
ー
長
官
が
執
筆
し
た
。
バ
ー
ガ
ー
は
、
モ
ン
テ
ス

キ
ュ
ー
の
三
権
分
立
の
理
念
か
ら
、
格
調
高
く
説
き
起
こ
し
、
ヤ

ン
グ
ス
タ
ウ
ン
事
件
な
ど
、
数
多
く
の
判
例
を
引
用
し
て
論
じ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
バ
ー
ガ
ー
が
、
判
決
文
の
最
後
に
、
政
府
側

の
反
論
に
対
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
所
を
紹
介
す
る
。

Ｇ
Ａ
Ｏ
は
、
前
述
の
と
お
り
、
二
一
年
法
に
お
い
て
創
設
さ
れ

で
、
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
は
、
財
政
赤
字
を
一
九
九
一
年
に
解
消
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
、
一
九
八
六
会
計
年
度
か
ら
一
九
九
〇
会
計
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
つ
い
て
、
許
容
で
き
る
財
政
赤
字
の
上
限
額

（m
axim

um
 defi cit account

）
を
、
順
次
一
七
一
九
億
ド
ル
、

一
四
四
〇
億
ド
ル
、
一
〇
八
〇
億
ド
ル
、
七
二
〇
億
ド
ル
、

三
六
〇
億
ド
ル
と
定
め
、
各
年
度
の
財
政
赤
字
額
が
、
こ
の
上
限

額
を
一
〇
〇
億
ド
ル
を
超
え
て
上
回
る
場
合
に
は
、
連
邦
の
財
政

支
出
を
自
動
的
に
、
原
則
と
し
て
一
律
に
削
減
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。

財
政
赤
字
額
が
い
く
ら
に
な
る
か
は
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
Ｃ
Ｂ
Ｏ
が
独

立
に
計
算
し
、
そ
れ
が
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
に
抵
触
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
ど
の
程
度
の
財
政
支
出
の
削
減
を
行
う
べ
き
か
を

計
算
し
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
共
同
報
告
書
を
作
成
し
て
、
会

計
検
査
院
長
（C

om
ptroller G

eneral

）
に
提
出
す
る
。
会
計

検
査
院
長
は
、
そ
の
報
告
書
を
検
討
し
た
上
で
、
自
ら
の
判
断
に

よ
る
報
告
書
を
大
統
領
に
提
出
す
る
。
大
統
領
は
、
そ
の
報
告
に

従
い
、
削
減
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
予
算
に
つ
い
て
、
執
行
留
保

命
令
を
発
す
る
と
い
う
の
が
、
大
ま
か
な
流
れ
で
あ
る
。

こ
の
執
行
留
保
に
対
し
、
サ
イ
ナ
ー
及
び
執
行
留
保
に
よ
り
給

付
の
引
き
上
げ
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
財
務
省
労
働
組
合

一
八
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
八
五
）

（
Ⅲ
）
職
務
の
怠
慢
。

（
Ⅳ
）
違
法
行
為
。
ま
た
は

（
Ⅴ
）
重
罪
ま
た
は
不
道
徳
な
行
為
に
関
わ
っ
た
こ
と
。

こ
の
条
項
は
、
同
法
の
審
議
過
程
で
、
あ
る
下
院
議
員
が

主
張
し
た
よ
う
に
、
議
会
が
会
計
検
査
長
を
、
唯
一
、
議
会

の
制
御
下
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
、

議
会
が
、
彼
が
非
効
率
的
で
あ
っ
た
り
、
職
務
を
実
施
し
な

か
っ
た
り
し
た
と
認
め
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
彼
の
弾
劾

裁
判
の
長
い
退
屈
な
手
続
無
し
で
罷
免
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
議
会
が
期
待
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
非
効
率
と
か
怠
慢
と
い
う
意
味
の
不
明

確
な
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、
罷
免
権
が
議
会
に
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
会
計
検
査
院
長
は
議
会
の
職
員

で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
議
会
拒
否
権
を
違
憲
と
し
た
移
民
局

対
チ
ャ
ダ
判
決

（
24
）

を
引
用
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
議
会
の
支
配
下
に
あ
る
公
務
員
に
法
律
の
執
行
を
許
容
す

る
こ
と
は
、
議
会
拒
否
権
を
認
め
る
に
等
し
い
。
議
会
は
議

会
が
不
満
足
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
い
る
法
律
の
執
行
を
行

う
公
務
員
を
、
単
に
罷
免
し
、
又
は
罷
免
す
る
と
威
嚇
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
法
律
の
執
行
に
対
す
る
こ
の
種
の
議
会
の

た
機
関
で
あ
る
。
そ
の
地
位
は
、
行
政
府
か
ら
独
立
し
、
会
計
検

査
院
長
の
指
揮
監
督
に
服
す
る
。
会
計
検
査
院
長
は
、
任
期
が

一
五
年
と
き
わ
め
て
長
く
、
上
下
両
院
議
長
の
推
薦
し
た
三
名
中

か
ら
大
統
領
が
指
名
し
、
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
就
任
す
る
。

問
題
は
、
会
計
検
査
院
長
が
立
法
府
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立

つ
の
か
が
、
法
律
上
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
バ
ー
ガ
ー
は
言
う
。

「
控
訴
人
は
、
会
計
検
査
院
長
が
独
立
し
て
職
務
を
実
行
し
、

議
会
に
従
属
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
我
々
は
、

こ
の
主
張
は
精
査
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
地
方
裁
判
所
判

決
に
同
意
す
る
。

決
定
的
な
要
素
は
、
免
職
に
関
連
し
た
会
計
検
査
院
長
の

職
務
を
定
め
る
法
律
の
規
定
に
あ
る
。
院
長
は
、
上
下
両
院

議
長
が
推
奨
す
る
三
人
の
リ
ス
ト
か
ら
大
統
領
が
指
名
し
、

上
院
が
承
認
す
る
が
、
彼
は
、
唯
一
、
議
会
の
主
導
で
の
み

罷
免
可
能
で
あ
る
。
彼
は
弾
劾
に
よ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、

以
下
の
理
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
『
い
つ
で
も
』
議

会
の
合
同
決
議
に
よ
っ
て
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ⅰ
）
永
久
的
障
害
。

（
Ⅱ
）
非
効
率
。

一
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
八
六
）

3　

そ
の
後

Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
は
、
制
定
時
か
ら
、
会
計
検
査
院
長
に
執
行
留
保
を

命
じ
る
規
定
が
違
憲
と
判
決
さ
れ
る
危
険
性
を
認
識
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次
の
様
に
処
理
す

る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
と
Ｃ
Ｂ
Ｏ
に

依
る
共
同
報
告
書
は
、
会
計
検
査
院
長
の
代
わ
り
に
、
議
会
に
設

置
さ
れ
た
共
同
委
員
会
（Joint com

m
ittee

）
に
提
出
さ
れ
る
。

委
員
会
は
、
そ
の
共
同
報
告
書
を
内
容
と
す
る
共
同
決
議
案
を
両

議
院
に
提
出
し
、
共
同
決
議
が
可
決
さ
れ
、
大
統
領
が
こ
れ
に
署

名
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
が
大
統
領
の
執
行
留
保
の
法
的
根
拠
と

な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
は
、
そ
の
後
も
実
施
さ
れ
た
が
、
結

果
と
し
て
は
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
こ
に
固
定
的
に
定
め
ら
れ
た
削

減
目
標
は
、
予
算
年
度
中
に
景
気
が
下
降
し
始
め
る
と
税
の
減
収

が
起
こ
る
の
で
、
結
果
的
に
非
現
実
的
な
目
標
と
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
当
初
は
九
一
年
に
財
政
均
衡
さ
せ
る
目
標
だ
っ
た

の
だ
が
、
八
七
年
に
は
目
標
を
二
年
先
延
ば
し
し
て
九
三
年
と
す

る
有
り
様
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
九
〇
年
に
な
る
と
、
先
に
述
べ
た
契
約
授
権 

（contract authorization

）
の
形
で
、
Ｓ
＆
Ｌ
（
貯
蓄
貸
付
組

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
チ
ャ
ダ
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、

憲
法
上
許
さ
れ
な
い
。

議
会
に
よ
る
行
政
府
機
能
の
簒
奪
の
危
険
性
は
、
長
い
間

認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
違
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
は
、
補
足
意

見
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
議
会
に
解
任
権
が
あ

る
こ
と
か
ら
会
計
検
査
院
長
を
議
会
職
員
と
す
る
こ
と
は
論
理
的

に
無
理
が
あ
る
が
、
二
一
年
法
が
会
計
検
査
院
長
に
与
え
て
い
る

様
々
な
権
限
か
ら
、
議
会
職
員
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
反
対
意
見
は
、
会
計
検
査
院

長
を
議
会
の
代
理
人
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

彼
に
Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
の
執
行
権
を
与
え
て
も
違
憲
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
、
独
立
行
政
委
員
会
に
対
す
る
理
解

に
近
い
と
言
え
よ
う
。

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
の
反
対
意
見
は
、
同
様
に
、
会
計
検
査
院

長
を
議
会
の
代
理
人
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
議
会
に
、
彼
の
罷
免
権
を
与
え
て
い
る
二
一
年
法
の
解
任

規
定
が
違
憲
で
あ
る
と
す
る
。

一
八
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
八
七
）

さ
ら
に
、
一
九
六
九
年
に
発
生
し
た
サ
ン
タ
・
バ
ー
バ
ラ
に
お

け
る
原
油
流
出
事
故
に
よ
り
、
海
岸
の
動
植
物
に
壊
滅
的
な
被
害

が
出
た
。

そ
れ
ら
が
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
て
環
境
問
題
に
対
す
る
関
心

が
高
ま
り
、
一
九
六
九
年
国
家
環
境
政
策
法
（N

ational 
E
nvironm

ental P
olicy A

ct of 1969

＝N
E
P
A

）
が
制
定
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
環
境
の
強
化
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
米

国
の
国
家
政
策
を
確
立
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
世

界
で
最
も
先
進
的
な
法
令
の
一
つ
で
あ
り
、
現
代
の
「
環
境
マ
グ

ナ
カ
ル
タ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
す
べ
て
の
連
邦
政
府
機
関

に
対
し
、
そ
の
実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価

（environm
ental im

pact assessm
ents

＝E
IA

）
を
行
い
、
環

境
影
響
陳
述
書
（environm

ental im
pact statem

ents

＝E
IS

）

を
作
成
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
何
か
の
施
策
を

提
案
す
る
連
邦
政
府
機
関
の
環
境
影
響
陳
述
書
に
は
、
提
案
の
環

境
へ
の
影
響
に
関
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
、
大
統
領
、
議
会
、
ま
た
は
連
邦
裁
判
所
に

は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
の
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
関
し
て
、
次
々
と
重
要
な
訴
訟
が
提
起
さ

合
）
の
債
務
に
対
し
連
邦
政
府
が
保
証
人
に
な
っ
て
い
た
所
、
そ

れ
が
放
漫
経
営
の
た
め
、
軒
並
み
破
綻
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生

し
た
。
そ
の
年
度
に
ど
の
く
ら
い
の
Ｓ
＆
Ｌ
が
破
綻
す
る
か
不
明

で
あ
る
以
上
、
事
前
の
歳
出
見
積
も
り
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
加
え
、
イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
大
統
領
の
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
に

端
を
発
す
る
、
湾
岸
戦
争
と
い
う
問
題
が
起
き
た
。
こ
の
結
果
、

Ｇ
Ｒ
Ｈ
法
は
完
全
に
行
き
詰
ま
り
、
廃
止
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

環
境
保
護
法
と
財
政
法
規

一
九
六
二
年
に
、
カ
ー
ソ
ン
（R

achel C
arson

）
が
「
沈
黙

の
春
（S

ilent S
pring

）」
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
、
製
薬
会
社

が
大
量
生
産
す
る
農
薬
な
ど
の
化
学
物
質
の
濫
用
が
、
動
植
物
に

深
刻
な
影
響
を
与
え
、
鳥
達
が
鳴
か
な
く
な
っ
た
春
と
い
う
言
葉

を
通
じ
て
、
そ
の
危
険
性
を
訴
え
た
書
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
六
五
年
に
、
ネ
ー
ダ
ー
（R

alph N
ader

）
は
、

「U
nsafe at A

ny S
peed: T

he D
esigned-In D

angers of the 
A
m
erican A

utom
obile

」
と
い
う
書
を
著
し
、
米
国
の
乗
用
車

の
欠
陥
を
指
摘
し
全
米
に
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

全
米
に
消
費
者
運
動
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
八
八
）

る
と
し
て
き
た
。
こ
の
結
果
、
例
え
ば
、
こ
の
事
件
の
前
に
、
自

然
保
護
団
体
シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
が
、
環
境
保
護
を
求
め
て
訴
え
を

提
起
し
た
の
に
対
し
、
団
体
の
原
告
適
格
を
否
定
し
た
判
決
が

あ
っ
た

（
25
）

。
そ
こ
で
、
学
生
達
の
訴
え
提
起
が
認
め
ら
れ
る
か
が
大

き
な
問
題
と
な
っ
た
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
五
対
四
と
な
っ
た
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（P

otter 
S
tew

art

）
判
事
は
、
三
部
構
成
の
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。
そ

の
第
二
部
で
、
彼
は
、
Ｓ
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｐ
の
個
々
の
メ
ン
バ
ー
は
、
運

賃
の
上
昇
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
た
と
結

論
付
け
た
。
Ｓ
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｐ
の
各
メ
ン
バ
ー
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
首
都

圏
の
森
林
、
河
川
、
小
川
、
そ
の
他
の
自
然
の
中
で
、
キ
ャ
ン
プ
、

ハ
イ
キ
ン
グ
、
釣
り
、
観
光
そ
の
他
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行

う
に
当
た
り
、
運
賃
増
加
に
よ
り
悪
影
響
を
受
け
て
い
た
と
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

3　

そ
の
後

事
件
は
地
裁
に
差
し
戻
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
環
境
評
価
陳
述
書

の
原
稿
を
提
出
し
た
が
、
地
裁
は
そ
れ
を
不
十
分
な
も
の
と
認
定

し
、
再
度
、
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。

れ
た
。

（
一
）　

合
衆
国
対
Ｓ
Ｃ
Ｒ
Ａ
Ｐ
事
件

U
nited S

tates v. S
C
R
A
P
 412 U

.S
. 669

（1973

）
事
件
は
、

Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
が
法
廷
で
論
じ
ら
れ
た
最
初
の
事
件
で
あ
る
と
同
時
に
、

合
衆
国
憲
法
第
三
条
の
定
め
る
司
法
権
概
念
を
大
き
く
揺
る
が
し

た
判
例
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

「
政
府
規
制
手
続
に
挑
戦
す
る
学
生
運
動
（S

tudents 
C
hallenging R

egulatory A
gency P

rocedures

＝S
C
R
A
P

）」

は
、
ネ
ー
ダ
ー
の
影
響
を
受
け
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
・

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
生
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
州
際
通
商
委
員
会
（Interstate C

om
m
erce 

C
om

m
ission

＝IC
C

）
が
、
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
発
効
後
に
、
鉄
道
等

の
運
賃
に
対
し
て
二
〇
％
の
値
上
げ
を
認
め
た
こ
と
に
対
し
、

Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
材
料
の
使
用
を
考
慮
し
て
い

れ
ば
、
値
上
げ
は
も
っ
と
小
幅
で
済
ん
だ
と
し
て
、
一
〇
億
ド
ル

の
払
い
戻
し
を
求
め
た
。

合
衆
国
憲
法
第
三
条
第
二
節
の
下
で
は
、
連
邦
裁
判
所
の
管
轄

権
は
、
事
件
ま
た
は
争
訟
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
裁

判
所
は
、
こ
の
条
文
の
解
釈
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
主
観
訴
訟
に
限

一
八
八



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
八
九
）

ル
（H

iram
 H

ill

）
等
は
、
内
務
省
魚
類
・
野
生
動
物
局

（D
epartm

ent of the Interior ’s F
ish and W

ildlife 
S
ervice

）
に
、
こ
れ
を
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
す
る
よ
う
申
し
立

て
た
。
同
局
で
は
、
こ
れ
を
認
め
、
テ
ネ
シ
ー
川
の
一
部
が
そ
の

生
息
区
域
で
あ
る
と
認
定
し
た
。
し
か
し
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
で
は
、
同
局

の
解
釈
を
否
定
し
、
タ
リ
コ
ダ
ム
の
建
設
を
開
始
し
よ
う
と
し
た
。

そ
こ
で
、
ヒ
ル
等
は
、
そ
の
建
設
は
、
同
法
に
違
反
す
る
と
し
て
、

差
止
め
訴
訟
を
起
こ
し
た
。

こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
公
共
事
業
支
出
充
当
法
と

絶
滅
危
惧
種
保
護
法
の
関
係
で
あ
る
。
Ｔ
Ｖ
Ａ
は
、
議
会
が
既
に

ダ
ム
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
一
兆
ド
ル
を
費
や
し
て
お
り
、
ダ
ム

建
設
は
、
絶
滅
危
惧
種
保
護
法
制
定
前
に
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
、

適
用
の
例
外
に
な
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
歳
出
委
員
会
が
、
ス

ネ
イ
ル
・
ダ
ー
タ
ー
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
後
で
、
支

出
充
当
法
を
制
定
し
て
い
る
の
で
、
同
法
の
限
度
で
、
議
会
は
暗

黙
の
う
ち
に
絶
滅
危
惧
種
保
護
法
を
廃
止
し
て
い
た
と
主
張
し
た

の
で
あ
る
。

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ヒ
ル
の
勝
訴
と
し
た
。
バ
ー
ガ
ー
長
官

自
身
が
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

（
二
）
Ｔ
Ｖ
Ａ
対
ヒ
ル
事
件

T
ennessee V

alley A
uthority v. H

ill et al. 437 U
.S

. 153 

（1978
）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
初
め
て
「
一
九
七
三
年
絶

滅
危
惧
種
保
護
法
（E

ndangered S
pecies A

ct of 1973

＝

E
S
A

）
に
関
し
て
判
断
を
下
し
た
事
件
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

Ｔ
Ｖ
Ａ
で
は
、
テ
ネ
シ
ー
川
に
タ
リ
コ
ダ
ム
（T

ellico D
am

）

を
建
設
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
然
保
護
団
体
で
あ
る

環
境
保
護
基
金
（E

nvironm
ental D

efense F
und

）
は
、 

Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
環
境
評
価
陳
述
書
が
出
来
る
ま
で
ダ
ム
工
事

の
差
し
止
め
を
申
し
立
て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
で
は
、
こ
れ
を
認

め
て
、
陳
述
書
が
出
来
る
ま
で
一
六
ヶ
月
間
、
工
事
の
実
施
の
中

止
を
命
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
議
会
で
は
、
こ
の
工
事
に
公
共
事

業
支
出
充
当
法
（annual P

ublic W
orks A

ppropriations 
A
ct

）
に
よ
り
、
差
し
止
め
命
令
後
に
予
算
を
付
け
て
い
た
。
そ

こ
で
、
中
止
命
令
か
ら
一
年
後
に
地
裁
で
は
、
中
止
命
令
を
解
除

し
、
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
訴
訟
を
終
了
さ
せ
た
。

し
か
し
、
ス
ネ
イ
ル
・
ダ
ー
タ
ー
（snail darter

）
と
い
う
、

鱸
（P
erch

）
科
の
珍
し
い
小
魚
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
、

一
九
七
三
年
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
然
活
動
家
で
あ
る
ヒ

一
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
九
〇
）

り
署
名
さ
れ
て
発
効
し
た
。
ス
ネ
イ
ル
・
ダ
ー
タ
ー
は
他
の
類
似

し
た
環
境
の
河
川
に
移
さ
れ
、
種
と
し
て
は
存
続
し
た
。

（
三
）　

ア
ン
ド
ラ
ス
対
シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
事
件

Ｔ
Ｖ
Ａ
対
ヒ
ル
事
件
で
は
、
結
局
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
が
主
張
し
た
予
算

が
後
法
と
し
て
、
絶
滅
危
惧
種
保
護
法
を
改
廃
し
て
い
る
と
い
う

主
張
に
つ
い
て
は
、
き
ち
ん
と
論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
決
着
を
付
け
た
の
が
こ
の

A
ndrus v. S

ierra C
lub, 442 U

.S
. 347

（1979

）
事
件
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

財
政
上
の
理
由
か
ら
、
国
立
野
生
生
物
保
護
区
シ
ス
テ
ム

（N
ational W

ildlife R
efuge S

ystem

）
に
対
す
る
内
務
省
魚

類
・
野
生
生
物
局
の
予
算
要
求
、
及
び
こ
れ
に
対
す
る
Ｏ
Ｍ
Ｂ
の

予
算
決
定
が
、
い
ず
れ
も
従
来
の
予
算
金
額
を
下
回
り
、
そ
の
結

果
、
環
境
保
護
の
た
め
の
諸
手
段
（
人
員
や
設
備
の
拡
充
）
が
削

減
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
環
境
保
護
団
体
シ
エ
ラ
・

ク
ラ
ブ
が
、
そ
の
決
定
の
際
に
環
境
影
響
陳
述
書
の
作
成
が
な

か
っ
た
こ
と
を
違
法
と
し
て
争
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
連
邦
地
方
裁
判
所
は
「
保
護
区
シ
ス
テ

ム
へ
の
毎
年
度
の
予
算
配
布
の
提
案
は
、
環
境
に
対
し
て
き
わ
め

て
明
確
に
影
響
を
与
え
る
連
邦
政
府
の
活
動
で
あ
る
」
と
し
て
、

「
絶
滅
危
惧
種
保
護
法
七
条
よ
り
も
明
確
に
そ
の
意
義
を
述

べ
て
い
る
法
の
規
定
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

そ
の
言
葉
は
き
わ
め
て
積
極
的
に
、
す
べ
て
の
連
邦
政
府
機

関
に
、
絶
滅
危
惧
種
の
存
続
を
危
う
く
す
る
い
か
な
る
活
動

を
認
め
る
こ
と
も
、
資
金
を
付
与
す
る
こ
と
も
、
な
い
し
は

行
う
こ
と
も
認
め
て
お
ら
ず
、
生
息
地
の
破
壊
や
改
変
に
よ

り
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
な
い
こ
と
を
保

証
し
て
い
る
」

3　

そ
の
後

議
会
は
絶
滅
危
惧
種
保
護
法
を
一
九
七
八
年
に
改
正
し
、「
同

法
に
一
定
の
柔
軟
性
を
持
た
せ
る
た
め
」
閣
僚
レ
ベ
ル
の
七
人
の

委
員
で
構
成
さ
れ
る
絶
滅
危
惧
種
委
員
会
（E

ndangered 
S
pecies C

om
m
ittee

）
を
設
置
し
、
そ
こ
で
審
議
す
る
こ
と
と

さ
れ
た
。
一
九
七
九
年
に
、
タ
リ
コ
ダ
ム
は
こ
の
委
員
会
の
審
査

に
付
さ
れ
た
が
、
経
済
性
は
、
ダ
ム
建
設
を
続
行
す
る
理
由
に
は

な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
議
会
は
一
九
七
九
年
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
資
源
開
発

支

出

充

当

法
（E

nergy and W
ater D

evelopm
ent 

A
ppropriation A

ct 1979

）
を
制
定
し
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
に
タ
リ
コ
ダ

ム
を
完
成
す
る
よ
う
、
命
じ
た
。
法
案
は
カ
ー
タ
ー
大
統
領
に
よ

一
九
〇



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
九
一
）

鑑
み
、
支
出
充
当
法
は
、
法
律
で
は
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
次
の
諸
点
で
、
支
出
充
当
法
は
、
一
般
の
法
律
と

は
異
な
る
取
り
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
支
出
充
当
が
支
出
充
当
法
に
計
上
さ
れ
る
に
は
、
そ

れ
と
は
別
に
一
般
法
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
一
般
法
を
授
権
法

（A
uthorization A

ct

）
と
い
う
。

第
二
に
、
議
会
の
審
議
方
法
に
お
い
て
、
支
出
充
当
法
と
授
権

法
は
明
確
に
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
支
出
充
当
法
の
審
議
は
支
出

委
員
会
（A

ppropriation C
om

m
ittee

）
の
権
限
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
授
権
法
は
他
の
一
般
の
常
任
委
員
会
で
審
議
さ
れ

る
。そ

し
て
第
三
に
、
支
出
充
当
法
は
授
権
法
を
改
正
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
授
権
法
に
金
額
が
定
め
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
額
と
同

額
を
支
出
充
当
法
に
計
上
す
る
必
要
は
な
く
、
計
上
さ
れ
な
い
場

合
に
は
、
支
出
で
き
な
い
と
い
う
明
確
な
立
法
慣
行
の
存
在
が
認

め
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
支
出
充
当
法
は
、
憲
法
上
、

法
律
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
質
的
意
味
の
法
律
で
は
な
い
と
し
た
の

で
あ
る
。

「
予
算
は
Ｎ
Ｅ
Ｐ
Ａ
の
意
味
す
る
立
法
府
へ
の
提
案
に
該
当
す
る
」

と
結
論
し
た
。

ま
た
高
等
裁
判
所
は
、
若
干
表
現
を
緩
和
さ
せ
た
が
、「
同
項

は
、
環
境
評
価
陳
述
書
の
作
成
を
、
予
算
が
現
状
を
大
き
く
変
更

す
る
新
た
な
活
動
を
提
案
す
る
場
合
に
限
り
、
要
求
し
て
い
る
毎

年
度
の
予
算
要
求
に
、
環
境
評
価
陳
述
書
の
作
成
を
要
求
す
る
と

い
う
ル
ー
ル
を
適
用
し
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
シ
エ
ラ
・

ク
ラ
ブ
の
主
張
を
認
め
て
、
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
も
、
環
境

影
響
陳
述
書
の
作
成
を
必
要
と
判
決
し
た
。
た
だ
し
、
魚
類
・
野

生
生
物
局
は
、
上
告
審
の
間
に
環
境
評
価
陳
述
書
を
作
成
し
た
か

ら
、
そ
れ
で
瑕
疵
は
治
癒
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。

そ
こ
で
、
政
府
が
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

最
高
裁
は
全
会
一
致
で
、
高
裁
判
決
を
覆
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
判

事
が
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

ブ
レ
ナ
ン
は
、「
予
算
要
求
は
す
べ
て
立
法
の
提
案
と
な
る
か
、

あ
る
い
は
全
然
そ
う
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
明
確
に

断
定
し
た
上
で
、
一
九
七
四
年
議
会
予
算
及
び
執
行
留
保
統
制
法

に
基
づ
く
Ｇ
Ａ
Ｏ
の
財
政
用
語
集
な
ど
を
資
料
と
し
て
、
議
会
が

通
常
の
法
律
と
支
出
充
当
法
の
間
に
設
け
て
き
た
伝
統
的
区
別
に

一
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
九
二
）

B
eth

＝
一
三
歳
、H

ope

＝
一
一
歳
、P

aul

＝
八
歳
）
及
び
友

人
の
エ
ッ
カ
ー
ト
（C

hristopher E
ckhardt

＝
一
六
歳
）
と
共

に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
抗
議
の
意
を
込
め
て
、
黒
い
腕
章
を
巻

い
て
登
校
し
た
。
学
校
長
は
、
一
二
月
一
四
日
、
新
た
に
学
則
を

制
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
腕
章
を
直
ち
に
外
す
こ
と
を
命
令
し

た
。
校
則
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
校
則
に
従
う
ま
で
、
無
期
限

に
停
学
処
分
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
幼
い
二
人
を
除
い
た
テ
ィ

ン
カ
ー
等
は
一
二
月
一
六
日
に
停
学
処
分
と
な
り
、
停
学
は
、

テ
ィ
ン
カ
ー
達
が
予
め
抗
議
期
間
と
し
て
い
た
一
九
六
六
年
一
月

一
日
ま
で
続
い
た
。
ア
イ
オ
ワ
市
民
自
由
同
盟
（Iow

a C
ivil 

L
iberties U

nion

）
が
テ
ィ
ン
カ
ー
等
に
接
触
し
、
支
援
を
申
し

出
た
こ
と
か
ら
訴
訟
と
な
っ
た
。

地
裁
は
学
校
長
の
処
分
を
支
持
し
、
第
八
巡
回
区
高
等
裁
判
所

も
同
様
だ
っ
た
た
め
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た
。

2　

判
決
の
内
容

そ
の
判
決
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
七
対
二
の
多
数
で
、
公
立
学

校
に
も
憲
法
第
一
修
正
は
適
用
に
な
り
、
教
室
内
に
お
け
る
言
論

も
保
障
さ
れ
る
と
述
べ
た
。
フ
ォ
ー
タ
ス
判
事
が
判
決
文
を
執
筆

し
た
。

こ
の
判
決
は
、
次
の
文
章
で
有
名
で
あ
る
。

六　

未
成
年
者
の
人
権

未
成
年
者
に
ど
の
限
度
で
、
人
権
享
有
主
体
性
を
認
め
る
か
、

と
い
う
問
題
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
で
は
、
積
極
的
に
肯
定

さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
に
入
る
と
、
か
な

り
の
変
化
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
連
の
推
移
は
、
ベ
ト
ナ

ム
戦
争
と
、
そ
れ
に
起
因
す
る
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
端
的
に
示
し

て
い
る
。

（
一
）　

テ
ィ
ン
カ
ー
対
デ
モ
イ
ン
独
立
自
治
体
学
校
区
事
件

T
inker v. D

es M
oines Independent C

om
m
unity S

chool 
D
istrict, 393 U

.S
. 503

（1969

）
は
、
子
ど
も
の
人
権
享
有
主

体
性
を
認
め
た
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
終
盤
を
飾
る
重
要
な
判

決
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
、
国
旗
に
対
す
る
忠
誠
の
誓
い
が
問
題

に
な
っ
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
事
件
で
、
子
ど
も
に
対
し
、
一
定
の
憲
法

的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
第

一
修
正
の
表
現
の
自
由
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
事
件
が
最

初
で
あ
っ
た
。

1　

事
件
の
概
要

一
九
六
五
年
、
ア
イ
オ
ワ
州
デ
モ
イ
ン
市
に
住
む
一
五
歳
の

テ
ィ
ン
カ
ー
（John F

. T
inker

）
は
、
そ
の
弟
妹
（M

ary 

一
九
二



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
九
三
）

決
の
流
れ
が
大
き
く
変
わ
る
。W

isconsin v. Y
oder, 406 U

.S
. 

205

（1972

）
は
、
子
ど
も
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
否
定
し
、

親
の
教
育
権
を
認
め
た
事
件
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
（A

m
ish

）
は
、
ス
イ
ス
系
ド
イ
ツ
人
移
民
の

宗
教
団
体
で
、
農
耕
や
牧
畜
に
よ
り
自
給
自
足
の
生
活
を
営
ん
で

い
る
が
、
そ
の
信
仰
に
は
、
米
国
に
移
民
し
た
当
時
と
同
様
の
生

活
様
式
を
守
り
、
自
動
車
や
電
話
な
ど
、
現
代
技
術
に
よ
る
機
器

の
利
用
を
拒
む
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
三
人
の

親
が
、
そ
の
信
仰
を
理
由
に
、
自
己
の
子
ど
も
た
ち
を
、
あ
る
段

階
を
超
え
て
公
立
あ
る
い
は
私
立
の
い
か
な
る
学
校
に
も
通
わ
せ

る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
親
た
ち
は
、
こ
の
就
学

拒
否
が
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
義
務
教
育
法
に
違
反
す
る
と
し

て
訴
追
さ
れ
た
。

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
、
当
該
義
務
教
育
法
を

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
親
に
適
用
す
る
限
り
で
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
，

親
に
対
し
て
義
務
教
育
法
か
ら
の
免
除
を
認
め
た
。

1
．
州
は
、
個
人
に
対
し
、
第
一
修
正
の
権
利
を
侵
害
す
る
場
合

に
は
、
学
校
に
通
う
よ
う
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

「
校
門
を
く
ぐ
っ
た
と
た
ん
に
生
徒
も
教
師
も
、
憲
法
上
の

言
論
、
表
現
の
自
由
へ
の
権
利
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

（“It can hardly be argued that either students or 
teachers shed their constitutional rights to freedom

 
of speech or expression at the schoolhouse gate. ”

）

フ
ォ
ー
タ
ス
は
、
学
校
当
局
は
、
生
徒
の
行
動
を
禁
止
す
る
に

は
、「
単
に
、
自
ら
が
賛
成
で
き
な
い
視
点
を
伴
う
、
不
愉
快

（discom
fort and unpleasantness

）
な
こ
と
を
避
け
た
い
と
い

う
願
望
以
上
の
何
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
れ

は
「
物
理
的
に
あ
る
い
は
本
質
的
に
学
校
活
動
の
適
切
な
規
律
と

い
う
要
求
を
妨
げ
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ

し
て
、
テ
ィ
ン
カ
ー
達
の
腕
章
と
い
う
象
徴
的
言
論
（sym

bolic 
speech （

26
）

）
は
、
な
ん
ら
そ
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
無

い
、
と
し
た
。

3　

そ
の
後

こ
の
時
期
の
米
国
で
は
、
こ
の
判
決
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

児
童
の
権
利
を
尊
重
す
る
気
運
が
高
ま
る
。
そ
の
米
国
の
主
導
で

作
ら
れ
た
の
が
、
国
連
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
。

（
二
）　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
対
ヨ
ー
ダ
ー
事
件

子
ど
も
の
人
権
は
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
に
な
る
と
共
に
、
判

一
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
一
九
四
）

ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
子
供
た
ち
は
、
公
立
学
校
制
度
を
離
れ
て
も
、

職
業
訓
練
の
形
で
彼
ら
の
教
育
を
続
け
て
い
る
。

（
三
）　

ベ
セ
ル
学
校
区
対
フ
レ
ー
ザ
ー
事
件

B
ethel S

chool D
istrict v. F

raser, 478 U
.S

. 675

（1986

） 

は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
判
決
に
対
し
て
、
大
き
く
修
正
を
掛
け
て
い
く
、

そ
の
後
の
一
連
の
判
例
の
始
ま
り
と
言
え
る
判
決
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

一
九
八
三
年
一
月
二
六
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
ピ
ア
ス
郡

（P
ierce C

ounty

）
の
高
校
生
フ
レ
ー
ザ
ー
（M

atthew
 

F
raser

）
は
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
生
徒
会
副
会
長
に
立
候
補
し

た
際
、
学
校
の
授
業
時
間
中
に
自
己
啓
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と

し
て
学
校
主
催
の
選
挙
演
説
会
（
約
六
〇
〇
人
の
聴
衆
の
ほ
と
ん

ど
は
一
四
歳
だ
っ
た
。）
に
お
い
て
行
っ
た
応
援
演
説
中
で
、「I 

know
 a m

an w
ho is fi rm

 - he ’s fi rm
 in his pants, he ’s fi rm

 
in his shirt, his character is fi rm

 - but m
ost of all, his 

belief in you the students of B
ethel, is fi rm

. 

」
と
い
う
よ

う
な
調
子
で
、
直
接
性
的
表
現
は
行
わ
な
か
っ
た
が
、
性
的
隠
喩

に
満
ち
た
発
言
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
三
日
間
の
停
学
処
分

を
受
け
た
。
フ
レ
ー
ザ
ー
は
、
処
罰
は
テ
ィ
ン
カ
ー
判
決
に
抵
触

し
、
彼
の
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
た
と
し
て
訴
え
た
。
地
裁
で
は

事
件
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
合
法
的
な
宗
教

的
信
念
の
実
践
を
妨
げ
て
い
る
。

2
．
必
ず
し
も
す
べ
て
の
信
仰
が
第
一
修
正
の
宗
教
条
項
に
該
当

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
単
に
個
人
的
な
基
準

で
は
な
く
、
真
実
か
つ
客
観
的
な
宗
教
的
実
践
の
証
拠
が
存
在

す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
生
き
方
は
、
聖
書
に
由

来
す
る
深
い
宗
教
的
信
念
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
俗
的

な
財
を
拒
絶
し
、
聖
書
的
単
純
さ
で
生
き
る
と
い
う
彼
ら
の
宗

教
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
現
代
の
義
務
中
等
教
育
は
、
彼
ら

の
生
き
方
と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。

3
．
第
八
学
年
（
日
本
の
中
学
二
年
生
）
以
上
の
現
代
の
教
育
を

追
加
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
シ
ス
テ
ム
に
効
果
的
か

つ
生
産
的
に
参
加
す
る
市
民
を
育
て
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と

い
う
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
主
張
に
、
裁
判
所
は
同
意
し
な
い
。

州
は
、
公
立
学
校
で
二
年
間
余
分
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
ど

ん
な
大
き
な
利
益
を
受
け
ら
れ
る
か
を
証
明
し
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、
裁
判
所
は
、
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
で

非
常
に
成
功
し
た
社
会
単
位
で
あ
り
、
自
給
自
足
し
て
お
り
、

必
要
な
税
の
す
べ
て
を
支
払
い
、
あ
ら
ゆ
る
公
共
の
福
祉
を
拒

否
し
て
い
る
、
社
会
秩
序
に
遵
う
構
成
員
で
あ
る
と
認
定
す
る
。

一
九
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
九
五
）

は
、
教
育
委
員
会
の
決
定
に
掛
か
っ
て
い
る
。」

3　

そ
の
後
の
展
開

こ
の
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
が
示
し
た
、
児
童
の
権
利
に
対
す
る

抑
制
傾
向
は
、
次
の
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
・
コ
ー
ト
以
降
に
な
っ
て
か

ら
も
続
い
た
。

①　

ヘ
ー
ゼ
ル
ウ
ッ
ド
学
校
区
対
ク
ー
ル
マ
イ
ア
事
件

（H
azelw

ood S
chool D

istrict et al. v. K
uhlm

eier et al., 
484 U

.S
. 260

（1988

））

こ
の
事
件
で
は
、
学
校
新
聞
が
、
十
代
の
妊
娠
と
離
婚
の
話
に

関
す
る
特
集
を
行
っ
た
が
、
そ
の
離
婚
の
話
に
は
実
名
が
使
用
さ

れ
、
そ
れ
は
決
し
て
古
い
事
件
で
は
無
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
校
長

か
ら
発
行
を
差
し
止
め
ら
れ
た
。

最
高
裁
は
、
学
校
当
局
に
よ
る
学
校
新
聞
の
検
閲
は
、
児
童
の

言
論
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
無
い
、
と
し
た
。
学
校
が
費

用
を
持
っ
て
発
行
し
て
い
る
新
聞
の
編
集
に
は
、
第
一
修
正
の
低

い
レ
ベ
ル
の
保
障
し
か
及
ば
ず
、
自
費
で
発
行
し
て
い
る
新
聞
と

は
事
情
が
異
な
る
と
し
た
。

②　

モ
ー
ス
対
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
事
件
（M

orse v. F
rederick, 

551 U
.S

. 393

（2007

））

事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
学
校
の
生
徒
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖

フ
レ
ー
ザ
ー
が
勝
訴
し
、
高
裁
も
こ
れ
を
支
持
し
た
。
そ
こ
で
、

学
校
区
側
は
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

最
高
裁
は
七
対
二
で
、
フ
レ
ー
ザ
ー
の
訴
え
を
退
け
た
。
バ
ー

ガ
ー
長
官
が
判
決
を
書
い
た
。

バ
ー
ガ
ー
は
、
高
校
生
に
は
、
性
的
な
風
刺
を
含
ん
だ
発
言
を

生
徒
総
会
で
行
う
憲
法
上
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
下
品

な
ス
ピ
ー
チ
（indecent speech
）
に
は
、
テ
ィ
ン
カ
ー
判
決
は

及
ば
な
い
と
し
た
。

「
第
一
修
正
の
下
に
お
い
て
、
成
人
に
関
し
て
は
、
そ
の
話

者
が
政
治
的
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
る
点
に
お
い
て
攻
撃
的

な
表
現
の
使
用
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
公

立
学
校
の
児
童
に
も
、
同
様
の
度
合
い
で
は
許
容
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
は
な
い
。
公
共
の
談
話
で
下
品

で
攻
撃
な
用
語
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
公
立
学
校
の

教
育
の
非
常
に
適
切
な
機
能
で
あ
る
。
憲
法
で
は
、
表
現
の

特
定
の
モ
ー
ド
が
不
適
切
で
制
裁
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
、

州
が
主
張
す
る
こ
と
を
何
ら
禁
止
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た

こ
と
の
価
値
を
教
え
込
む
こ
と
は
、
ま
さ
に
学
校
の
仕
事
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
チ
の
仕
方
が
不
適
切
で
あ
る
か

一
九
五
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）

（
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九
六
）

最
高
の
刑
罰
と
し
て
、
現
時
点
で
米
国
で
は
、
連
邦
一
般
司
法
、

連
邦
軍
事
司
法
及
び
三
二
州
で
死
刑
を
採
用
し
て
い
る
。
第
八
修

正
の
禁
止
す
る
残
虐
性
を
回
避
す
る
た
め
、
現
在
、
米
国
で
最
も

普
通
の
死
刑
執
行
方
法
は
、
致
命
的
な
毒
物
を
注
射
す
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。

こ
こ
で
紹
介
す
る
事
件
は
、
そ
の
死
刑
規
定
の
合
憲
性
が
問
題

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
よ
り
、
全
米
の
刑
罰
規
定

が
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
判
決
の
影
響

は
大
き
い
。

（
一
）　

フ
ァ
ー
マ
ン
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、F

urm
an v. G

eorgia, 408 U
.S

. 238 

（1972

）
事
件
の
審
理
に
あ
た
り
、
同
時
に
ジ
ャ
ク
ソ
ン
対

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
（Jackson v. G

eorgia

）
事
件
及
び
ブ
ラ
ン
チ

対
テ
キ
サ
ス
州
（B

ranch v. T
exas

）
事
件
に
つ
い
て
も
合
同

審
理
し
た
。

1　

フ
ァ
ー
マ
ン
事
件
の
概
要

あ
る
家
の
住
人
は
、
夜
中
に
目
を
覚
ま
し
、
フ
ァ
ー
マ
ン

（W
illiam

 H
enry F

urm
an

）
が
窃
盗
の
た
め
彼
の
家
に
侵
入
し

て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
公
判
に
お
い
て
、
フ
ァ
ー
マ
ン
は
、
逃

げ
よ
う
と
し
て
躓
き
、
携
行
し
て
い
た
武
器
を
発
射
し
て
し
ま
い
、

火
リ
レ
ー
を
見
る
た
め
に
学
校
か
ら
授
業
時
間
中
に
離
れ
る
こ
と

が
許
可
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
一
部
生
徒
は
「B

ong hits 4 
Jesus

」
と
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
吸
引
を
そ
そ
の
か
す
横
断
幕
を
掲

げ
た
た
め
、
校
長
よ
り
そ
の
横
断
幕
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
事
者

は
停
学
処
分
を
受
け
た
。

最
高
裁
は
、
学
校
主
催
の
行
事
で
あ
れ
ば
、
学
校
の
敷
地
外
で

開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
違
法
薬
物
の
使
用
を
そ
そ
の
か

す
発
言
と
合
理
的
に
見
な
し
う
る
場
合
に
は
学
校
は
規
制
す
る
権

限
が
あ
る
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
、
児
童
の
権
利
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
は
、
現

在
に
お
い
て
も
主
流
を
占
め
、
そ
の
結
果
、
米
国
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
で
成
立
し
た
児
童
の
権
利
条
約
は
激
し
い
批
判
の
対
象
と

な
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
米
国
は
、
こ
れ
を
批
准
し
て
い
な
い
。

七　

死
刑
の
合
憲
性

刑
罰
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
憲
法
第
八
修
正
に
よ
る
制
限
が

あ
る
。「

過
大
な
額
の
保
釈
金
を
要
求
し
、
過
大
な
罰
金
を
科
し
、

ま
た
は
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
。」

一
九
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
九
七
）

な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ずper curiam

と
い
う
判
決
形
式
が

選
択
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
そ
の
対
立
は
決
し
て
深
刻
な
も

の
で
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

表
決
の
結
果
は
、
五
対
四
で
、
死
刑
は
第
八
修
正
の
禁
じ
て
い

る
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
に
該
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

多
数
意
見
を
構
成
す
る
五
本
の
補
足
意
見
を
見
る
と
、
内
容
は

三
対
二
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

多
数
派
中
の
多
数
派
を
構
成
し
た
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（P

otter 
S
tew

art

）、
ホ
ワ
イ
ト
（B

yron W
hite

）、
ダ
グ
ラ
ス

（W
illiam

 O
. D

ouglas

）
の
三
判
事
の
意
見
が
、
基
本
的
に
は

最
高
裁
判
所
の
意
見
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト

判
事
の
主
張
す
る
所
を
紹
介
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
死
刑
判
決
は
、
雷
に
打
た
れ
る
こ
と
が
残
酷
で

異
常
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
残
酷
で
異
常
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
及
び
一
九
六
八
年
に
、
強
姦
及
び
殺
人
で
有
罪

判
決
を
受
け
た
す
べ
て
の
人
々
の
多
く
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら

と
同
様
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
上
告
人
は
、
死
刑

が
気
ま
ぐ
れ
に
選
択
さ
れ
、
実
際
に
判
決
さ
れ
た
一
握
り
の

事
件
の
一
つ
で
あ
る
。
私
と
同
意
見
の
同
僚
達
は
、
死
刑
を

宣
告
さ
れ
た
こ
れ
ら
少
数
の
場
合
に
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
る

偶
然
に
も
住
人
を
殺
す
結
果
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、

警
察
で
の
、
逃
走
中
に
メ
ク
ラ
打
ち
し
た
弾
丸
が
住
人
に
当
た
っ

た
と
い
う
供
述
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

重
罪
を
行
っ
て
い
る
際
に
、
銃
を
発
射
し
て
死
の
結
果
を
も
た
ら

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
で
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
で
は

死
刑
が
選
択
刑
に
あ
る
。
裁
判
の
結
果
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
事
件
及
び
ブ
ラ
ン
チ
事
件
で
は
、
い
ず
れ
も
強
姦

を
し
よ
う
と
し
て
、
死
の
結
果
を
招
き
、
同
様
に
、
死
刑
判
決
を

受
け
て
い
た
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
、per curiam

と
い
う
形
式
で
下
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
誰
が
執
筆
者
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

補
足
意
見
を
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
、
ホ

ワ
イ
ト
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
各
判
事
が
書
き
、
反
対
権
を
バ
ー
ガ
ー

（
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
ウ
ェ
ル
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
が
賛
同
）、
ブ

ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
ウ
ェ
ル
（
バ
ー
ガ
ー
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
レ

ン
ク
ィ
ス
ト
が
賛
同
）、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
（
バ
ー
ガ
ー
、
ブ
ラ
ッ

ク
マ
ン
、
パ
ウ
ウ
ェ
ル
が
賛
同
）
が
書
い
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

補
足
意
見
、
反
対
意
見
の
合
計
が
九
本
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
か

ら
み
れ
ば
、
統
一
的
な
見
解
が
形
成
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き

一
九
七
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〇
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年
六
月
）

（
一
九
八
）

的
な
理
由
か
ら
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
、
そ
の
当
否
を
改
め

て
検
討
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

そ
の
後
四
年
間
に
三
七
の
州
が
、
死
刑
に
関
す
る
新
し
い
規
定

を
設
け
、
法
廷
の
気
ま
ぐ
れ
か
ら
死
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
し
た
。
例
え
ば
、
有
罪
と
無
罪
に
評
決
が
分
か
れ
た

り
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
意
見
が
対
立
し
た
り
し
た
場
合
に
お
け

る
死
刑
を
禁
じ
、
あ
る
い
は
裁
判
官
や
陪
審
員
に
対
す
る
死
刑
申

し
渡
し
に
お
け
る
基
準
を
定
め
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

グ
レ
ッ
グ
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
事
件

一
九
七
六
年
に
な
っ
て
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
再
び
死
刑

問
題
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
がG

regg v. G
eorgia, 428 U

.S
. 

153

（1976

）
事
件
で
あ
る
。
こ
の
時
も
、
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
対
フ

ロ
リ
ダ
州
（P

roffi  tt v. F
lorida

）
事
件
、
ジ
ャ
レ
ッ
ク
対
テ
キ

サ
ス
州
（Jurek v. T

exas

）
事
件
、
ウ
ッ
ド
ソ
ン
対
ノ
ー
ス
・

カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
（W

oodson v. N
orth C

arolina

）
事
件
及
び

ロ
バ
ー
ツ
対
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
（R

oberts v. L
ouisiana

）
州
事

件
が
同
時
審
理
さ
れ
た
。

1　

事
件
の
概
要

グ
レ
ッ
グ
（T

roy L
eon G

regg

）
は
、
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し

て
い
て
、
彼
を
乗
せ
た
二
名
の
人
物
に
対
し
武
装
強
盗
を
働
き
、

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
は
人
種
に
基
づ
く
憲
法
上
許
さ

れ
な
い
基
礎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
（
マ
ク

ラ
フ
リ
ン
対
フ
ロ
リ
ダ
州
事
件

（
27
）

参
照
）。
こ
れ
ら
に
お
い
て

人
種
差
別
で
あ
っ
た
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
は

確
信
し
て
い
る
。
私
は
単
純
に
第
八
、
及
び
第
一
四
修
正
は
、

こ
の
気
ま
ぐ
れ
に
課
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
法
制

の
下
で
は
、
死
刑
判
決
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
結
論
す
る
。」

こ
れ
に
対
し
、
ブ
レ
ナ
ン
判
事
と
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、
死
刑

そ
れ
自
体
が
残
酷
で
異
常
で
あ
る
と
し
た
。

3　

反
対
意
見

ニ
ク
ソ
ン
が
任
命
し
た
四
人
の
判
事
、
す
な
わ
ち
バ
ー
ガ
ー
長

官
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
ウ
ェ
ル
及
び
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
各
判
事

は
、
米
国
法
で
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
た
刑
罰
で
あ
り
、
ま
た
、
第

一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
に
「
何
人
も
、
法
の
適
正
な
過
程
に

よ
ら
ず
に
、
生
命
、
自
由
ま
た
は
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。」
と
し
て
、
生
命
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
憲
法
も
死
刑
を
予
定
し
て
い
る
と
論
じ
た
。

4　

そ
の
後

こ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
全
米
各
州
に
、
最
高
刑
と
し

て
の
死
刑
が
、
法
廷
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
り
、
あ
る
い
は
人
種
差
別

一
九
八



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
九
九
）

そ
こ
で
、
五
名
の
被
告
人
は
、
い
ず
れ
も
連
邦
最
高
裁
判
所
に
対

し
て
、
裁
判
所
が
フ
ァ
ー
マ
ン
基
準
を
超
え
て
死
刑
を
判
決
し
た

こ
と
は
、
残
酷
か
つ
異
常
な
刑
罰
に
該
当
す
る
と
し
て
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

結
論
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
七
対
二
で
死
刑
判
決
を

支
持
し
た
。
反
対
意
見
は
、
フ
ァ
ー
マ
ン
事
件
で
、
死
刑
そ
れ
自

体
が
残
酷
で
異
常
で
あ
る
と
し
た
ブ
レ
ナ
ン
判
事
と
マ
ー
シ
ャ
ル

判
事
で
あ
る
。

今
回
も
、
法
廷
意
見
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
が
執
筆
し
た
。

「
死
刑
宣
告
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
州
最
高
裁
は
、
当

該
判
決
が
熱
狂
や
偏
見
そ
の
他
の
任
意
の
要
因
、
す
な
わ
ち
、

証
拠
は
法
定
悪
化
状
況
の
認
定
を
支
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
、

死
刑
宣
告
は
『
類
似
の
事
例
に
お
い
て
科
さ
れ
た
刑
罰
に
比

べ
、
犯
罪
そ
れ
自
体
及
び
被
告
人
を
考
慮
し
て
、
過
大
ま
た

は
不
釣
り
合
い
で
あ
る
』
か
ど
う
か
に
影
響
さ
れ
た
か
ど
う

か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
が
死
刑
判
決
を

確
定
し
た
場
合
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
考
慮
の
対
象
と
し
た
類

似
例
も
、
そ
の
判
定
基
準
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
。
結
論
と

し
て
、
原
審
判
決
を
肯
定
す
る
。」

フ
ァ
ー
マ
ン
事
件
で
反
対
意
見
を
書
い
た
四
判
事
も
、
今
回
は

殺
害
し
た
廉
で
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
。
量
刑
の
段
階
で
、
判
事
は

陪
審
員
に
対
し
、
次
に
述
べ
る
加
重
事
由
の
一
以
上
を
認
定
で
き

な
い
限
り
、「
死
刑
を
科
す
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
は
許
可
さ
れ

な
い
」
と
指
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
⑴
被
告
人
は
、
他
の
死
刑
が

選
択
刑
に
あ
る
重
罪
で
あ
る
、
被
害
者
に
対
す
る
武
装
強
盗
に
従

事
し
て
い
る
間
に
、
殺
人
を
犯
し
た
こ
と
、
⑵
被
告
人
は
、
被
害

者
の
金
銭
及
び
自
動
車
を
強
奪
す
る
目
的
で
殺
人
を
犯
し
た
こ
と
、

⑶
そ
の
殺
人
は
、
傍
若
無
人
で
気
ま
ぐ
れ
で
あ
り
、
恐
ろ
し
く
、

ま
た
非
人
間
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

陪
審
は
、
第
一
及
び
第
二
の
点
に
つ
い
て
認
定
し
、
死
刑
を
宣

告
し
た
。
州
最
高
裁
判
所
も
こ
れ
を
支
持
し
た
の
に
対
し
、
グ

レ
ッ
グ
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
死
刑
制
度
が
第
八
修
正
及
び
第
一
四
修

正
に
違
反
す
る
と
し
て
上
告
し
た
。

こ
の
五
件
の
事
件
は
、
何
れ
も
基
本
的
に
同
様
の
手
続
を
経
て

い
る
。
す
な
わ
ち
フ
ァ
ー
マ
ン
判
決
以
降
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
フ
ロ

リ
ダ
、
テ
キ
サ
ス
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
及
び
ル
イ
ジ
ア
ナ
の

諸
州
は
、
死
刑
が
選
択
刑
に
あ
る
刑
罰
規
定
を
改
正
し
、
フ
ァ
ー

マ
ン
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
適
合
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
、
五

名
は
何
れ
も
殺
人
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ

た
。
各
州
の
最
高
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
も
死
刑
判
決
を
支
持
し
た
。

一
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
〇
）

八　

妊
娠
中
絶
の
権
利

（
一
）　

米
国
に
お
け
る
妊
娠
中
絶
法
の
歴
史

後
述
す
る
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
事
件
判
決
の
示
す
所
に
拠
れ
ば
、

米
国
で
は
次
の
様
な
歴
史
が
あ
っ
た
。

妊
娠
中
絶
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
る
と
い
う
、
同
判
決
時
点
で

は
米
国
で
普
遍
的
な
立
法
は
、
比
較
的
歴
史
が
新
し
い
。

一
八
二
一
年
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
が
、
州
法
と
し
て
は
最
初
に
、

妊
娠
中
絶
を
、
刑
罰
を
も
っ
て
禁
じ
る
立
法
を
成
立
さ
せ
た
。
す

べ
て
の
州
に
お
い
て
同
様
の
立
法
が
行
わ
れ
る
の
は
一
九
〇
〇
年

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
妊
娠
中
絶
は
、
コ

モ
ン
ロ
ー
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
犯
罪
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
英
国
の
コ
モ
ン
ロ
ー
と
は
関
係
が
無
い
、
と
法
廷
は
結
論
づ

け
て
い
る
。

ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
事
件
に
先
行
し
て
、
二
つ
の
重
要
判
決
が
あ

る
の
で
、
そ
れ
か
ら
紹
介
す
る
。

（
二
）　

グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
対
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
事
件

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
時
代
に
出
たG

risw
old v. 

C
onnecticut, 381 U

.S
. 479

（1965

）
事
件
判
決
は
、
ロ
ー
対

ウ
ェ
イ
ド
事
件
判
決
の
前
哨
戦
と
も
云
う
べ
き
重
要
な
判
決
で

賛
成
に
回
っ
て
、
補
足
意
見
を
書
く
に
留
め
て
い
る
。

グ
レ
ッ
グ
事
件
、
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
事
件
及
び
ジ
ャ
レ
ッ
ク
事
件

に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
及
び

テ
キ
サ
ス
州
の
死
刑
宣
告
枠
組
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ウ
ッ
ド
ソ
ン
事
件
及
び
ロ

バ
ー
ツ
事
件
に
お
い
て
は
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
及
び
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
の
規
定
は
、
そ
う
で
は
な
い
と
し
た
。

3　

そ
の
後

米
国
で
は
、
刑
法
の
制
定
権
は
基
本
的
に
州
に
あ
る
た
め
、
こ

の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
に
、
州
に
よ
る
規
定
の
ば
ら
つ
き

が
生
じ
る
。
そ
の
結
果
、
一
部
の
州
法
が
、
連
邦
憲
法
に
違
反
す

る
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
。
そ
こ
で
、
モ
デ
ル
刑
法
典

（M
odel P

enal C
ode

＝M
P
C

）、
す
な
わ
ち
モ
デ
ル
と
な
る
刑

法
典
を
作
成
し
、
各
州
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
よ
う
促
す
と
い

う
方
法
が
考
え
ら
れ
た
。
米
法
律
協
会

（
28
）

は
、
一
九
六
二
年
に
モ
デ

ル
刑
法
典
の
開
発
に
着
手
し
た
。
現
時
点
で
公
開
さ
れ
て
い
る
モ

デ
ル
刑
法
典
は
一
九
八
一
年
に
更
新
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
〇
〇



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
〇
一
）

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
七
対
二
で
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
を
侵
害
し
、
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
法
廷
意
見
は
ダ
グ
ラ

ス
（W

illiam
 O

. D
ouglas

）
判
事
に
よ
り
申
し
渡
さ
れ
た
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
権
利
章
典
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
明

示
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
他
の
憲
法
上
の
権
利
、
例
え
ば
第

五
修
正
の
「
何
人
も
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
自
己
に
不
利
な
証

人
と
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。」
と
い
う
権
利
な
ど
の
「
半

影
（penum

bras

）」
な
い
し
「
投
射
物
（em

anations

）」
と
し

て
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
権
利
は
、「
権
力
的
侵
入
（governm

ental intrusion

）
か
ら

の
防
禦
権
」
と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
（A

rthur G
oldberg

）
判
事
は
、
第
九
修

正
を
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
援
用
し

た
。
第
九
修
正
は
「
こ
の
憲
法
の
中
に
特
定
の
権
利
を
列
挙
し
た

こ
と
を
も
っ
て
、
国
民
の
保
有
す
る
他
の
権
利
を
否
定
し
ま
た
は

軽
視
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

ハ
ー
ラ
ン
（John M

arshall H
arlan II

）、
ホ
ワ
イ
ト

（B
yron W

hite

）
及
び
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
判
事
は
、
第
一
四
修

正
の
適
正
手
続
条
項
も
根
拠
に
な
る
と
し
た
。

あ
る
。

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
は
、
一
八
七
九
年
に
作
ら
れ
た
古
い
法
律

が
、「
妊
娠
を
予
防
す
る
目
的
で
、
い
か
な
る
薬
品
、
医
学
的
手

段
あ
る
い
は
道
具
を
使
用
す
る
こ
と
」
を
禁
じ
て
い
た
。

同
法
の
合
憲
性
に
対
す
る
挑
戦
は
度
々
な
さ
れ
た
が
、
グ
リ
ス

ウ
ォ
ル
ド
事
件
ま
で
は
、
成
熟
性
の
法
理
等
に
阻
ま
れ
、
す
べ
て

失
敗
に
終
わ
っ
た
。

1　

事
件
の
概
要

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
計
画
出
産
同
盟
（P

lanned P
arenthood 

L
eague of C

onnecticut

）
執
行
理
事
で
あ
る
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド

（E
stelle G

risw
old

）
と
、
イ
ェ
ー
ル
大
学
医
学
部
教
授
で
内
科

医
の
バ
ク
ス
ト
ン
（D

r. C
. L

ee B
uxton

）
は
、
避
妊
ク
リ

ニ
ッ
ク
（birth control clinic

）
を
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
ニ
ュ
ー

ヘ
ブ
ン
に
開
設
し
た
。
開
設
後
す
ぐ
に
二
人
は
拘
束
さ
れ
、
裁
判

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
有
罪
判
決

は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
高
裁
及
び
最
高
裁
判
所
で
も
支
持
さ
れ
た

の
で
、
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
等
は
、
避
妊
法
を
使
用
す
る
こ
と
を
禁

じ
る
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
は
、
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
主
張

し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

二
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
二
）

う
言
葉
は
、
下
級
審
が
そ
れ
を
肉
体
的
な
い
し
精
神
的
な
健
康
を

意
味
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
決
し
て
曖
昧
で
は
な
い
と
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ァ
イ
ッ
チ
を
起
訴
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
妊
娠
中
絶
は
、
外
科
医
療
の

一
種
で
あ
っ
て
、
他
の
医
療
行
為
と
本
質
的
に
違
う
も
の
で
は
無

く
、
従
っ
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
医
師
の
専

門
的
判
断
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

こ
の
事
件
で
重
要
な
の
は
、
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
書
い
た
反
対
意

見
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
一
般
的
な
妊
娠
中
絶
の
権
利
が
、

広
い
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
一
環
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と

論
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
次
の
ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
事
件
に
大

き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
四
）　

ロ
ー
対
ウ
ェ
イ
ド
事
件

R
oe v. W

ade, 410 U
.S

. 113

（1973

）
は
妊
娠
中
絶
に
関
す

る
、
分
水
嶺
と
も
言
え
る
き
わ
め
て
重
要
な
判
例
で
あ
る
。

ヴ
ァ
イ
ッ
チ
事
件
の
後
、
ブ
ラ
ッ
ク
及
び
ハ
ー
ラ
ン
判
事
が
辞

職
し
、
代
わ
っ
て
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
及
び
パ
ウ
ウ
ェ
ル
判
事
が
加

わ
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
判
決
の
行
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
か
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
判
決
で
は
、
女
性
が
、
自
ら
出
産
す
る
か
否
か
を
決
定
す

こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
（H

ugo B
lack

）

及
び
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、
憲
法
の
ど
こ
に
も
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と

し
た
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
は
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
は
「
ま
れ

に
し
か
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
合
憲
で
あ

る
」
と
し
た
。

（
三
）　

合
衆
国
対
ヴ
ァ
イ
ッ
チ
事
件

こ
のU

nited S
tates v. V

uitch, 402 U
.S

. 62

（1971

）
事

件
か
ら
が
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
の
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で

は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
妊
娠
中
絶
法
が
、
女
性
の
健
康
又
は

生
命
に
問
題
が
無
い
限
り
、
妊
娠
中
絶
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
の

合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

1　

事
件
の
概
要

ヴ
ァ
イ
ッ
チ
（M

ilan V
uitch

）
は
、
医
学
博
士
で
あ
る
が
、

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．や
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
で
妊
娠
中
絶
を
行
っ
た

こ
と
で
逮
捕
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
、
妊
娠
中
絶
法
の
使
う
「
健

康
」
と
い
う
言
葉
が
曖
昧
で
あ
る
が
故
に
違
憲
で
あ
る
と
し
て

争
っ
た
。

2　

判
決
の
内
容

ブ
ラ
ッ
ク
判
事
が
判
決
を
書
い
た
。
彼
に
依
れ
ば
、
健
康
と
い

二
〇
二



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
〇
三
）

そ
の
主
張
を
取
り
下
げ
た
上
で
、
女
性
の
妊
娠
中
絶
の
権
利
を

争
っ
た
。

地
裁
は
、
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
事
件
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ

判
事
に
よ
る
補
足
意
見
に
依
拠
し
、
第
九
修
正
に
基
づ
き
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
肯
定
し
た
が
、
中
絶
を
禁
止
す
る
法
律
の
施

行
に
対
し
て
は
、
差
止
命
令
の
付
与
を
拒
否
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、D

oe v. 
B
olton, 410 U

.S
. 179

（1973

）
事
件
に
つ
い
て
も
合
同
審
理

を
行
い
、
同
日
に
判
決
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の

妊
娠
中
絶
法
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
同
法
は
、

妊
娠
中
絶
を
、
強
姦
の
場
合
、
深
刻
な
遺
伝
疾
患
の
場
合
及
び
母

に
深
刻
な
障
害
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
い
た
。

こ
の
事
件
の
場
合
に
は
、
原
告
はM

ary D
oe

と
い
う
仮
名
の
下

で
争
っ
て
い
た

（
29
）

。
被
告
と
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
時
点
で
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
司
法
長
官
だ
っ
た
ボ
ル
ト
ン
（A

rthur K
. B

olton

）
で
あ
る
。

法
廷
は
、
七
対
二
で
、
ロ
ー
及
び
ド
ー
の
勝
訴
と
し
た
。
判
決

は
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
が
述
べ
た
。

マ
カ
ヴ
ィ
ー
が
既
に
出
産
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
の
事
件

で
は
、
訴
え
の
利
益
は
失
わ
れ
て
い
た
（m

oot

と
い
う
）
こ
と

る
権
利
と
い
う
も
の
が
、
問
題
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
と
い
う
言
葉
が
、
グ
リ
ス
ウ
ォ
ル
ド
事
件
に
し
た
が
っ
て
活

用
さ
れ
た
。

1　

 

事
件
の
概
要

一
九
六
九
年
六
月
、
マ
カ
ヴ
ィ
ー
（N

orm
a L

. M
cC

orvey

）

は
、
自
分
が
三
番
目
の
子
ど
も
を
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

い
た
。
テ
キ
サ
ス
州
で
は
、
強
姦
な
い
し
近
親
相
姦
に
よ
り
妊
娠

し
た
子
に
つ
い
て
は
、
合
法
的
に
妊
娠
中
絶
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
事
件
時
に
強
姦
さ
れ
た
こ
と
を
警
察
に
届
け
出
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
マ
カ
ヴ
ィ
ー
に
は
、
合
法
的
な
妊
娠
中

絶
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
彼
女
は
、
コ
フ
ィ
ー

（L
inda C

off ee

）
及
び
ウ
ェ
デ
ィ
ン
ト
ン
（S

arah 
W

eddington

）
と
い
う
二
人
の
弁
護
士
に
相
談
し
て
い
た
。
結

局
、
マ
カ
ヴ
ィ
ー
は
、
事
件
の
判
決
が
降
り
る
前
に
出
産
し
た
。

一
九
七
〇
年
に
な
っ
て
、
コ
フ
ィ
ー
と
ウ
ェ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
、

テ
キ
サ
ス
州
連
邦
地
方
裁
判
所
に
、
ジ
ェ
ー
ン
・
ロ
ー
（Jane 

R
oe

）
と
い
う
仮
名
の
下
に
、
マ
カ
ヴ
ィ
ー
の
事
件
を
提
訴
し
た
。

被
告
と
さ
れ
た
の
は
、
テ
キ
サ
ス
州
を
代
表
し
て
、
ダ
ラ
ス
郡
地

方
検
事
の
ウ
ェ
イ
ド
（H

enry W
ade

）
で
あ
る
。
マ
カ
ヴ
ィ
ー

は
、
彼
女
の
妊
娠
が
強
姦
さ
れ
た
と
い
う
の
は
嘘
だ
と
認
め
て
、

二
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
四
）

「
人
間
の
命
の
可
能
性
」
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
初
期
の
論
理
で

は
、
妊
娠
初
期
に
あ
っ
て
は
、
処
置
す
る
こ
と
の
方
が
、
出
生
さ

せ
る
よ
り
容
易
な
の
で
、
決
定
権
は
母
及
び
そ
の
主
治
医
に
あ
る
。

州
に
は
、
致
命
的
な
疾
患
か
ら
母
の
健
康
を
護
る
権
利
が
あ
り
、

ま
た
、
母
体
の
健
康
を
守
る
と
い
う
例
外
を
除
き
、
胎
児
の
生
存

力
に
応
じ
て
措
置
を
規
制
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

3　

反
対
意
見

反
対
意
見
を
書
い
た
の
は
ホ
ワ
イ
ト
及
び
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
判
事

で
あ
っ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
反
対
意
見
は
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
。

「
私
は
、
憲
法
の
文
言
に
も
歴
史
に
も
、
法
廷
意
見
を
支
持

す
る
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
廷
は
あ
っ
さ

り
と
女
性
の
妊
娠
に
対
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
新
た
に
作
り

出
し
、
告
知
し
、
そ
れ
に
当
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
理
由
も
権
威

も
示
し
て
お
ら
ず
、
現
行
の
ほ
と
ん
ど
の
州
の
妊
娠
中
絶
法

を
書
き
換
え
る
こ
と
で
、
そ
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
し
て
い

る
。
そ
の
結
論
は
、
五
〇
州
の
人
々
と
立
法
府
が
合
憲
で
あ

る
と
し
て
与
え
た
胎
児
の
持
続
的
存
在
と
発
育
の
重
要
性
を

一
方
に
、
女
性
に
与
え
る
衝
撃
を
他
方
に
置
い
て
い
る
。
む

き
出
し
の
司
法
権
力
の
行
使
と
し
て
、
法
廷
は
お
そ
ら
く
今

が
問
題
と
な
っ
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
「
も
し
出
産
が
事
件
を

m
oot

に
す
る
な
ら
ば
、
妊
娠
に
関
す
る
事
件
で
は
、
滅
多
に
事

件
は
訴
訟
の
審
級
を
超
え
て
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
ず
、
裁
判
を

受
け
る
権
利
は
効
果
的
に
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
べ
て
、

い
わ
ゆ
る
ム
ー
ト
ネ
ス
の
法
理
（M

ootness doctrine

）
に
よ
り
、

判
決
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

判
事
は
、
合
衆
国
憲
法
の
下
で
、
妊
娠
中
絶
は
基
本
的
な
権
利

で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
制
限
す
る
立
法
に
対
し
て
は
、
厳
格
な
審

査
基
準
を
適
用
す
る
べ
き
だ
と
し
た
。

前
記
の
通
り
、
下
級
審
は
、
第
九
修
正
に
よ
る
合
理
化
を
行
っ

た
。
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
か
わ
り
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を

採
用
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
第
一
四
修
正
の
元
と
な
る
個
人
の
自

由
と
州
活
動
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
九
修
正
で

は
、
女
性
が
、
自
ら
の
妊
娠
を
中
絶
す
る
か
否
か
の
決
定
権
を
説

明
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
根
拠
と
し
て
広
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。

ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、
ド
ゥ
対
ボ
ル
ト
ン
事
件
に
お
け
る
補
足
意

見
で
、「
第
九
修
正
で
は
連
邦
に
効
力
を
及
ぼ
す
権
利
を
作
り
出

す
こ
と
は
明
ら
か
に
出
来
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
は
、
政
府
は
競
合
す
る
二
つ
の
利
益
を
有

し
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
母
の
健
康
を
守
る
こ
と
と
、

二
〇
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
〇
五
）

（
1
）
計
画
出
産
同
盟
対
ケ
イ
シ
ー
事
件

レ
ン
ク
ィ
ス
ト
・
コ
ー
ト
が
取
り
上
げ
たP

lanned 
P
arenthood v. C

asey, 505 U
.S

. 833

（1992

）

は
、

一
九
八
二
年
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
妊
娠
中
絶
管
理
法
の
合
憲
性
を

問
題
に
し
た
事
件
で
あ
る
。
事
件
は
、
妊
娠
中
絶
を
扱
う
五
つ
の

ク
リ
ニ
ッ
ク
及
び
妊
娠
中
絶
を
扱
う
医
師
に
よ
る
ク
ラ
ス
ア
ク

シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
シ
ー
（R

obert P
atrick C

asey

）
は
、

事
件
当
時
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
司
法
長
官
で
あ
る
。

こ
の
判
決
よ
り
前
の
時
点
で
、
ロ
ー
判
決
支
持
派
の
ブ
レ
ナ
ン

（W
illiam

 B
rennan

）
及
び
マ
ー
シ
ャ
ル
（T

hurgood 
M

arshall

）
両
判
事
が
引
退
し
、
代
わ
っ
て
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が

任
命
し
た
ソ
ウ
タ
ー
（D

avid S
outer

）
及
び
ト
ー
マ
ス

（C
larence T

hom
as

）
と
い
う
二
人
の
判
事
が
最
高
裁
に
加
わ

り
、
何
れ
も
前
任
者
と
比
較
す
る
と
保
守
的
と
み
ら
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
ロ
ー
判
決
は
覆
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
。

最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
普
通
は
誰
か
一
人
の
判
事
が
法
廷
意

見
を
言
い
渡
す
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
で
は
、
オ
コ
ナ
ー

（S
andra D

ay O
’C

onnor

）、
ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony K
ennedy

）

及
び
ソ
ウ
タ
ー
の
三
判
事
が
、
連
名
で
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
他

の
判
事
は
、
す
べ
て
一
部
補
足
、
一
部
反
対
と
い
う
非
常
に
変

日
、
そ
れ
を
行
う
権
威
を
有
し
て
居
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
の

見
解
で
は
、
こ
の
判
決
は
、
憲
法
が
こ
の
法
廷
に
与
え
た
司

法
権
力
の
派
手
で
不
用
意
な
行
使
で
あ
る
。」

ま
た
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
こ
の
結
論
に
到
達
す
る
た
め
に
、
法
廷
は
第
一
四
修
正
に

お
い
て
、
そ
の
起
草
者
が
明
ら
か
に
全
く
知
ら
な
い
権
利
を

見
い
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
。
一
八
二
一
年
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト

州
議
会
は
最
初
の
直
接
に
妊
娠
中
絶
に
関
わ
る
法
律
を
制
定

し
た
。
一
八
六
八
年
に
第
一
四
修
正
が
成
立
し
た
時
、
少
な

く
と
も
三
六
の
妊
娠
中
絶
に
か
か
る
法
律
が
、
州
又
は
準
州

議
会
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
た
。」

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
記
録
か
ら
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
は
、
第
一
四

修
正
か
ら
そ
の
様
な
権
利
を
読
む
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

4　

そ
の
後

こ
の
判
決
は
、
そ
の
後
、
国
論
を
二
分
す
る
大
激
論
に
発
展
し

て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
歴
代
大
統
領
は
、
そ
の
多
く
が
こ
の

判
決
に
批
判
的
で
、
最
高
裁
判
所
に
保
守
派
の
判
事
を
送
り
込
も

う
と
し
て
い
る
が
、
今
日
ま
で
、
そ
の
試
み
は
成
功
せ
ず
、
基
本

的
に
は
こ
の
判
決
の
支
持
派
の
方
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
今
日

ま
で
の
主
要
な
判
例
を
紹
介
す
る
。

二
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
六
）

の
負
担
」
基
準
を
、
法
廷
意
見
と
し
て
は
初
め
て
採
用
し
た
点
が
、

大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（S

tephen 
G
erald B

reyer

）
判
事
以
外
の
、
多
数
意
見
に
賛
同
し
た
判
事

が
す
べ
て
補
足
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。
ま
た
計
画
出
産
同
盟
事

件
判
決
で
複
数
意
見
に
加
わ
っ
た
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
は
、
本
判
決
で

は
反
対
意
見
に
回
っ
た
。
こ
の
結
果
、
補
足
意
見
三
本
、
反
対
意

見
四
本
と
、
判
事
の
間
で
さ
え
も
、
意
見
が
依
然
と
対
立
し
て
い

る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
。

（
3
）　

ゴ
ン
ザ
レ
ス
対
カ
ー
ハ
ー
ト
事
件

ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー
ト
に
お
け
るG

onzales v. C
arhart, 550 

U
.S

. 124

（2007

）
事
件
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
部
分
分
娩

中
絶
を
禁
止
す
る
連
邦
法
（P

artial-B
irth A

bortion B
an 

A
ct of 2003

）
に
つ
い
て
、
五
対
四
で
合
憲
と
判
断
し
た
。

カ
ー
ハ
ー
ト
は
、
前
記
訴
訟
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
ゴ
ン
ザ
レ
ス

（A
lberto R

. G
onzales

）
は
連
邦
司
法
長
官
で
あ
る
。

判
旨
だ
け
を
一
見
す
る
と
、
ス
テ
ン
バ
ー
グ
対
カ
ー
ハ
ー
ト
事

件
判
決
を
変
更
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
決
し
て
、
判
例

変
更
で
は
な
い
。
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
に
よ
る
多
数
意
見
は
、
部
分
分

娩
中
絶
が
常
に
危
険
で
あ
る
と
の
議
会
の
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ

わ
っ
た
判
決
と
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
多
数
意
見
と
い
う
も
の
が
、

形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
オ
コ
ナ
ー
等
の
意

見
は
、
法
廷
意
見
で
は
な
く
、
複
数
意
見
（plurality

）
と
呼
ば

れ
る
。

結
果
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
事
件
で
も
、
最
高
裁
は
ロ
ー
判
決

を
五
対
四
で
維
持
し
た
。
複
数
意
見
が
展
開
す
る
議
論
は
多
岐
に

わ
た
る
が
、
ロ
ー
判
決
と
の
大
き
な
相
違
と
し
て
は
、
中
絶
に
対

す
る
制
限
が
女
性
に
対
す
る
「
過
度
の
負
担
（undue burden （

30
）

）」

と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
よ
り
緩
や
か
な
違
憲
審
査
基

準
の
導
入
を
お
こ
な
っ
た
点
が
あ
る
。

（
2
）
ス
テ
ン
バ
ー
ク
対
カ
ー
ハ
ー
ト
事
件

同
じ
く
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
・
コ
ー
ト
のS

tenberg v. C
arhart, 

530 U
.S

. 914 

（2000

）
で
も
、
五
対
四
で
、
部
分
分
娩
中
絶

（P
artial-birth abortion （

31
）

）
を
禁
止
し
た
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
法
を

違
憲
と
し
、
結
果
と
し
て
ロ
ー
判
決
が
維
持
さ
れ
た
。
事
件
は
、

妊
娠
中
絶
を
行
う
医
師
で
あ
る
カ
ー
ハ
ー
ト
（L

eR
oy 

H
arrison C

arhart

）
等
に
よ
る
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

ス
テ
ン
バ
ー
グ
（D

on S
tenberg

）
は
、
事
件
当
時
の
ネ
ブ
ラ

ス
カ
州
司
法
長
官
で
あ
る
。

計
画
出
産
同
盟
事
件
に
お
い
て
、
複
数
意
見
の
示
し
た
「
過
度

二
〇
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
〇
七
）

る
場
合
、
行
為
者
が
、
そ
の
表
現
に
か
か
る
事
実
が
真
実
に
反
し

虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
そ
の
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
、
又

は
、
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
を
無
謀
に
も
無
視
し
て
表
現
行
為
に
踏

み
切
っ
た
こ
と
を
原
告
が
立
証
し
な
い
限
り
、
当
該
表
現
行
為
に

つ
い
て
私
法
上
の
名
誉
毀
損
の
成
立
を
認
め
な
い
、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

一
九
六
〇
年
三
月
二
九
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク·

タ
イ
ム
ズ
紙
は

「
湧
き
上
が
る
声
に
耳
を
傾
け
よ
（H

eed T
heir R

ising 
V
oices

）」
と
い
う
表
題
の
全
面
広
告
を
掲
載
し
た
。
こ
れ
は
ア

ラ
バ
マ
州
で
、
偽
証
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
キ
ン
グ
（M

artin 
L
uther K

ing, Jr.

）
牧
師
を
守
る
た
め
の
資
金
を
募
集
す
る
広

告
で
あ
っ
た
。
広
告
は
、
公
民
権
運
動
を
展
開
す
る
人
々
に
執
ら

れ
た
措
置
を
述
べ
た
も
の
で
、
そ
の
う
ち
に
は
不
正
確
な
記
述
も

あ
り
、
ア
ラ
バ
マ
州
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
に
お
け
る
警
察
権
力
の
関
与

に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
点
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ラ
バ
マ
州

警
察
に
関
し
て
広
告
は
「
彼
ら
は
キ
ン
グ
牧
師
を
七
回
も
拘
留
し

た
」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
点
で
彼
が
逮
捕
さ
れ
た

の
は
四
回
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
黒
人
学
生
が
州
議
会
議
事
堂
の
階

段
で
デ
モ
を
行
っ
た
際
、
彼
ら
は
国
歌
を
歌
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

き
で
あ
り
、
本
法
は
女
性
へ
の
過
度
の
負
担
に
は
あ
た
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
の
判
例
に
照
ら
し
て
も
憲
法
に
反
し
な
い
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
結
果
、
ロ
ー
判
決
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
維
持
さ

れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
ロ
ー
判
決
は
、
歴
代
大
統
領
に
よ
る
批
判
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
今
日
も
有
効
に
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

九　

報
道
の
自
由

報
道
の
自
由
に
関
す
る
判
例
も
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
か
ら

バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
我
が
国
に
も
強
い
影
響
を
与
え
た
の
で
、
そ
の
点
に
重
点
を

置
い
て
以
下
、
紹
介
す
る
。

（
一
）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
対
サ
リ
バ
ン
事
件

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
るN

ew
 Y

ork T
im

es C
o. v. 

S
ullivan, 376 U

.S
. 254

（1964

）
事
件
判
決
は
、
報
道
と
名
誉

毀
損
の
戦
い
に
大
き
な
一
頁
を
開
い
た
重
要
判
決
で
あ
る
。
こ
の

判
決
で
、
最
高
裁
判
所
は
現
実
的
悪
意
基
準
（actual m

alice 
standard

）
を
打
ち
出
し
た
。
現
実
的
悪
意
と
は
、
公
人
が
表
現

行
為
（
典
型
的
に
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
）
の
対
象
で
あ

二
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
〇
八
）

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
全
員
一
致
で
タ
イ
ム
ズ
紙
の
勝
訴
と
し

た
。
判
決
は
、
ブ
レ
ナ
ン
判
事
が
執
筆
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
は
次
の

様
な
文
章
で
書
き
始
め
る
。

「
我
々
は
、
言
論
と
報
道
に
対
す
る
憲
法
上
の
保
護
が
、
公

務
員
が
そ
の
公
的
職
務
の
執
行
に
対
し
て
な
さ
れ
た
批
判
に

対
し
、
名
誉
毀
損
で
損
害
賠
償
を
求
め
た
際
に
お
け
る
州
の

権
力
を
、
ど
の
範
囲
で
制
限
す
る
か
に
つ
い
て
、
初
め
て
判

断
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。」

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
公
務
員
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て

は
、
次
の
様
に
基
本
姿
勢
を
示
す

「
公
共
の
争
点
に
関
す
る
討
論
は
政
治
的
義
務
で
あ
り
、
そ

れ
は
米
国
政
府
の
基
本
的
原
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
制
約
さ
れ
ず
、
た
く
ま
し
く
、
広
く
開
か
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
政
府
や
公
職
者
に
対
す
る
激
し
く
辛

ら
つ
で
、
時
に
は
不
愉
快
な
ほ
ど
鋭
い
攻
撃
を
含
ん
で
い
て

も
無
理
は
な
い
、
と
い
う
原
理
に
対
す
る
深
い
国
民
的
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
存
在
を
背
景
に
し
て
、
本
件
を
処
理
す
る
」

そ
し
て
、
こ
の
広
告
は
、「
我
々
の
時
代
の
主
要
な
公
共
課
題

の
一
つ
に
対
す
る
苦
情
や
抗
議
の
表
現
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

「
我
が
祖
国
よ
、
そ
は
汝
の
も
の
な
り

（
32
）

」
を
歌
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
。

モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
公
安
委
員
の
サ
リ
バ
ン
（L

. B
. S

ullivan

）

は
、
広
告
で
は
名
前
が
出
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
活

動
に
対
す
る
不
正
確
な
批
判
は
、
サ
リ
バ
ン
の
警
察
を
監
督
す
る

義
務
か
ら
、
サ
リ
バ
ン
に
対
す
る
中
傷
と
考
え
た
。

ア
ラ
バ
マ
州
法
は
、
公
務
員
が
、
そ
の
公
務
に
関
す
る
名
誉
毀

損
訴
訟
に
お
い
て
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
認
め

て
い
な
い
。
た
だ
し
、
公
務
員
が
ま
ず
書
面
で
最
初
の
公
開
の
撤

回
を
要
求
し
相
手
が
そ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
を
例
外
と
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
サ
リ
バ
ン
は
、
そ
の
要
求
書
を
送
っ
た
。
し
か
し
、
タ

イ
ム
ズ
紙
は
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、「
私
た

ち
は
…
あ
な
た
が
そ
の
記
述
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
な
た
に
影

響
す
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
困
惑
し
て
い
る
」
と
か
「
も
し
お

望
み
な
ら
、
広
告
中
の
ど
の
記
述
が
あ
な
た
に
関
係
す
る
の
か
お

知
ら
せ
下
さ
い
」
と
い
う
返
事
を
送
っ
た
。
サ
リ
バ
ン
は
こ
の
手

紙
に
返
事
を
せ
ず
、
数
日
後
に
タ
イ
ム
ズ
紙
に
対
す
る
名
誉
毀
損

の
訴
訟
を
提
起
し
た
。
サ
リ
バ
ン
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
裁
判
所
で

五
〇
万
ド
ル
の
勝
訴
判
決
を
得
た
。

二
〇
八



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
〇
九
）

れ
て
、
過
剰
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
勝
利
に

よ
り
、
人
種
差
別
な
ど
に
関
す
る
報
道
の
自
由
が
確
立
す
る
こ
と

に
な
る
。

二
〇
一
四
年
、
こ
の
判
決
の
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
タ
イ
ム

ズ
紙
は
特
別
の
社
説
を
掲
載
し
、
事
件
の
背
景
を
説
明
し
、
こ
の

判
決
を
「
米
国
の
歴
史
の
中
で
、
報
道
の
自
由
の
最
も
明
確
か
つ

最
も
強
力
な
防
衛
」
と
評
し
た

（
33
）

。

4　

わ
が
国
へ
の
影
響

我
が
国
最
高
裁
判
所
は
、
夕
刊
和
歌
山
時
事
事
件
に
お
い
て
、

確
実
な
資
料
、
根
拠
に
照
ら
し
、
相
当
な
理
由
の
も
と
に
真
実
で

あ
る
と
確
信
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
真
実
の
証
明
が
な
く

て
も
処
罰
し
な
い
（
最
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日
）
と
し
た
が
、

こ
こ
に
は
明
瞭
に
、
こ
の
判
決
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
二
）　

レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
会
社
対
連
邦
通
信
委
員
会
事
件

同
じ
く
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
よ
るR

ed L
ion 

B
roadcasting C

o. v. F
C
C
, 395 U

.S
. 367

（1969

）
事
件
は
、

電
波
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
意
見
表
明
放
送
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
た
。

1　

事
件
の
概
要

我
が
国
で
は
、
放
送
の
許
認
可
権
は
総
務
省
が
保
有
し
て
い

ア
ラ
バ
マ
州
当
局
者
は
、
そ
れ
に
軽
微
な
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
て

も
、
そ
の
批
判
を
封
じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
た
。「
誤

り
は
、
自
由
な
討
議
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
な
い
」
と
し
、「
表

現
の
自
由
が
生
き
残
る
の
に
必
要
な
呼
吸
で
き
る
空
間
を
持
た
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
述
べ
、
有
名
な
次
の
言
葉
へ
つ
な
が
る
。

「
事
実
誤
認
、
公
的
声
望
に
対
す
る
中
傷
的
内
容
、
な
い
し

そ
の
双
方
は
、
そ
の
誤
っ
た
主
張
に
関
し
て
『
現
実
的
悪
意

（actual m
alice

）』
が
無
い
限
り
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
陳
述

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
な
い
し
は
真
実
を
故
意
に
無

視
し
て
い
る
場
合
で
な
い
限
り
、
虚
偽
で
あ
っ
て
も
、
損
害

賠
償
を
正
当
化
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。」

こ
う
し
て
、
例
え
誤
り
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
に
対
す
る
批
判

を
圧
殺
す
る
こ
と
は
、
第
一
修
正
の
中
核
的
な
意
味
と
真
逆
の
こ

と
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

3　

そ
の
後

こ
の
判
決
前
に
、
南
部
諸
州
か
ら
、
報
道
機
関
に
対
し
て
お
び

た
だ
し
い
名
誉
毀
損
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
事
実
上

公
民
権
運
動
に
関
す
る
報
道
に
大
き
な
制
約
を
課
し
て
い
た
。
新

聞
社
は
、
名
誉
毀
損
に
よ
り
損
害
賠
償
の
責
め
を
負
う
こ
と
を
恐

二
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
一
〇
）

指
名
さ
れ
た
。
著
名
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ク
ッ
ク

（F
red Jam

es C
ook

）
は
、
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
は
、
米
国
に

と
り
、
大
変
危
険
な
政
治
家
だ
と
考
え
、「
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー

タ
：
極
右
主
義
者
（G

oldw
ater: E

xtrem
ist on the R

ight

）」

と
い
う
本
を
出
版
し
た
。

こ
の
本
が
出
版
さ
れ
る
と
、
保
守
的
な
福
音
伝
道
者
で
あ
る

ハ
ー
ジ
ズ
（B

illy Jam
es H

argis

）
は
、
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放

送
で
、
彼
が
毎
日
担
当
し
て
い
る
「
キ
リ
ス
ト
教
十
字
軍
ラ
ジ
オ

放
送
（C

hristian C
rusade radio broadcast

）」
で
、
ク
ッ
ク

を
個
人
的
に
共
産
主
義
者
だ
と
攻
撃
し
た
。
そ
こ
で
、
ク
ッ
ク
は

Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
公
平
性
原
則
に
基
づ
き
、
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
に
対

し
、
こ
の
攻
撃
に
反
論
す
る
放
送
時
間
を
無
料
で
提
供
す
る
よ
う

訴
え
た
。
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
こ
れ
を
認
め
、
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
に
対

し
、
彼
に
放
送
時
間
を
提
供
す
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
の
公
平
性
原
則
は
、
レ
ッ
ド

ラ
イ
オ
ン
の
持
つ
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と

Ｆ
Ｃ
Ｃ
を
訴
え
た
。

2　

判
決
の
内
容

裁
判
所
は
、
全
員
一
致
で
公
平
性
原
則
は
合
憲
で
あ
る
と
判
決

し
た
。
判
決
は
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
が
執
筆
し
た
。

る
（
34
）

。
こ
れ
に
対
し
、
米
国
で
は
、
政
府
機
関
が
放
送
に
関
与
す
る

権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
報
道
の
自
由
に
対
す
る
規
制
に
な
る
と

の
考
え
か
ら
、
そ
れ
は
、
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
る
連
邦
通
信
委

員
会
（F

ederal C
om

m
unications C

om
m
ission

＝F
C
C

）
が

保
有
し
て
い
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
多
年
に
わ
た
り
「
公
平
性
原
則
（fairness 

doctrine

）」
を
、
そ
の
基
本
原
理
と
し
、
そ
の
制
定
し
た
管
理

規
則
に
よ
り
、
公
共
の
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
放
送
局
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
る
こ
と
及
び
論
争
の
双
方
の
側
を
公
平
に
報
道
す
る

こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
後
に
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、
こ
の
具
体
化
と
し
て
、

「
等
し
い
時
間
ル
ー
ル
（equal tim

e rule
）」
と
、「
個
人
攻
撃

へ
の
反
論
（response to personal attack
）」
ル
ー
ル
を
追
加

し
た
。

ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
（B
arry M

orris G
oldw

ater
）
と
い
う

政
治
家
が
い
る
。
一
九
六
四
年
大
統
領
選
挙
で
、
民
主
党
は
、
ケ

ネ
デ
ィ
大
統
領
の
暗
殺
を
受
け
て
大
統
領
に
昇
格
し
て
い
た
ジ
ョ

ン
ソ
ン
（L

yndon B
aines Johnson

）
が
大
統
領
候
補
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
共
和
党
は
、
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
が
、
ロ
ッ

ク
フ
ェ
ラ
ー
（N

elson A
ldrich R

ockefeller

）
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
知
事
と
の
熾
烈
な
指
名
争
い
に
打
ち
勝
ち
、
大
統
領
候
補
に

二
一
〇



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
一
一
）

決
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
事
件
と
密
接
な
関

連
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
放
送
事
件
が
電
波
メ

デ
ィ
ア
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
事
件
で
は
、

紙
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
が
、
政
治
的
な
編
集
を

し
た
り
し
た
場
合
に
、
政
治
的
な
候
補
者
に
対
し
て
、
新
聞
に
等

し
い
ス
ペ
ー
ス
を
提
供
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
た
事
が
問
題
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

一
九
七
二
年
秋
に
は
、
ク
ラ
ス
担
任
教
師
協
会
（C

lassroom
 

T
eachers A

ssociation

）
事
務
局
長
の
ト
ニ
ロ
（P

at 
T
ornillo

）
は
、
デ
イ
ド
郡
に
お
け
る
フ
ロ
リ
ダ
下
院
議
員
候
補

者
だ
っ
た
。
一
九
七
二
年
九
月
二
〇
日
及
び
二
九
日
と
二
度
に
わ

た
っ
て
、
マ
イ
ア
ミ
ヘ
ラ
ル
ド
紙
は
、
ト
ニ
ロ
の
候
補
者
と
し
て

の
適
性
を
批
判
す
る
社
説
を
掲
載
し
た
。

そ
こ
で
、
ト
ニ
ロ
は
、
デ
イ
ド
郡
の
市
民
の
た
め
に
、
ク
ラ
ス

担
任
教
師
協
会
の
役
割
と
組
織
の
成
果
の
役
割
を
擁
護
し
た
彼
の

反
論
を
、
そ
の
ま
ま
紙
面
に
掲
載
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
ヘ
ラ
ル

ド
側
は
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
ト
ニ
ロ
は
、
デ
イ
ド
郡
簡
易
裁

判
所
に
、
載
せ
る
よ
う
に
命
令
す
る
こ
と
と
、
五
〇
〇
〇
ド
ル
を

超
え
る
懲
罰
的
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
。

ホ
ワ
イ
ト
は
、「
公
平
性
原
則
と
、
そ
れ
の
具
体
化
と
し
て
の

個
人
攻
撃
や
政
治
的
社
説
ル
ー
ル
は
、
第
一
修
正
に
違
反
し
て
い

な
い
。」
と
端
的
に
宣
言
す
る
。

そ
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
、
知
る
権
利
を
正
面
か
ら
承
認

す
る
。「

第
一
修
正
は
、
公
共
放
送
に
関
連
す
る
が
、
し
か
し
、
放

送
事
業
者
の
権
利
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
聞
き
す
る
一
般
公

衆
の
権
利
で
あ
る
。」

そ
の
理
由
と
し
て
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
第
一
修
正
は
、
他
者
に
使
用
を
禁
じ
て
い
る
希
少
資
源

（
電
波
を
意
味
す
る
）
を
使
用
す
る
た
め
に
政
府
に
よ
っ
て

認
可
さ
れ
て
い
る
放
送
事
業
者
に
よ
る
私
的
検
閲
を
保
護
し

な
い
。〈
中
略
〉
Ｆ
Ｃ
Ｃ
か
ら
認
可
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、

個
人
攻
撃
や
政
治
的
な
編
集
ル
ー
ル
の
結
果
と
し
て
、
物
議

を
醸
す
問
題
の
報
道
を
排
除
す
る
危
険
は
、
せ
い
ぜ
い
、
投

機
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ｆ
Ｃ
Ｃ
は
、

こ
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。」

（
三
）
マ
イ
ア
ミ
ヘ
ラ
ル
ド
社
対
ト
ニ
ロ
事
件

こ
のM

iam
i H

erald P
ublishing C

o. v. T
ornillo, 418 U

.S
. 

241

（1974

）
が
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
下
さ
れ
た
判

二
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
一
二
）

し
た
。

バ
ー
ガ
ー
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
統
合
や
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う

障
壁
に
よ
り
「
真
実
の
ア
イ
デ
ア
の
市
場
（true m

arketplace 
of ideas

）」
が
害
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、

私
企
業
と
し
て
の
新
聞
に
要
請
で
き
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と

し
た
。「

被
控
訴
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
新
聞
は
、
放
送
局
と

違
っ
て
、
放
送
の
た
め
の
有
限
の
時
と
い
う
技
術
的
限
界
の

対
象
で
は
な
い
が
、
経
済
的
な
現
実
と
し
て
、
読
者
が
受
け

取
る
べ
き
だ
と
政
府
機
関
が
定
め
た
り
、
あ
る
い
は
法
律
が

定
め
た
り
す
る
と
お
り
に
、
新
聞
は
そ
の
紙
面
を
無
限
に
拡

大
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
ク
セ
ス
権
法
（right-of-access statute

）
の
適
用
範

囲
内
で
あ
る
、
議
論
の
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
ま
た
は
論
評
を
掲
載

し
た
新
聞
に
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
に
直
面
す
れ

ば
、
編
集
者
と
し
て
安
全
な
方
法
は
、
論
争
を
回
避
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
機
能
の
下
で
は
、

政
治
的
な
、
及
び
選
挙
に
関
わ
る
報
道
は
鈍
化
さ
れ
、
又
は

縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。」

そ
し
て
、
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
こ
に
サ
リ
バ
ン
事
件
に
お
け
る

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
一
〇
四
．三
八

条
が
、「
反
論
権
（right of reply

）」
を
定
め
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
公
職
の
候
補
者
が
、
新
聞
に
よ
っ
て
彼
の
個
人
的
な
性
格

や
公
職
の
記
録
に
関
し
て
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
、
候
補

者
は
、
無
料
で
、
新
聞
に
彼
の
応
答
を
印
刷
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
応
答
は
、
目
立
つ
場
所
に
、
攻
撃

し
た
の
と
同
じ
方
法
で
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法

律
に
従
わ
な
い
場
合
は
、
第
一
級
軽
罪
を
構
成
す
る
。」

そ
こ
で
、
新
聞
社
側
は
、
同
条
が
第
一
修
正
違
反
で
あ
る
と
し

て
争
っ
た
。
第
一
審
で
敗
訴
し
た
の
で
、
フ
ロ
リ
ダ
州
最
高
裁
判

所
に
飛
躍
上
告
し
た
。
州
最
高
裁
判
所
は
、
反
論
権
条
項
は
、

「
こ
れ
に
よ
り
、
言
論
の
自
由
は
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
侵

害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
し
、
さ
ら
に
「
情
報
の
公
衆
へ
の
自

由
な
流
れ
に
よ
り
幅
広
い
社
会
的
利
益
」
が
守
ら
れ
て
い
る
と
し

た
。
ま
た
、
こ
の
条
文
は
決
し
て
曖
昧
な
も
の
で
は
無
い
と
し
た
。

そ
こ
で
、
新
聞
社
側
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
全
会
一
致
で
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
を
第

一
修
正
違
反
と
判
決
し
た
。
バ
ー
ガ
ー
長
官
自
身
が
判
決
を
執
筆

二
一
二



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
一
三
）

裁
の
進
歩
的
傾
向
に
そ
れ
ほ
ど
劇
的
な
変
化
が
見
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
少
年
事
件
な
ど
、
一
部
の
分
野
で
の
判
決
は
、
社

会
の
変
化
を
受
け
て
目
に
見
え
て
保
守
化
し
た
け
れ
ど
も
、
刑
事

基
本
権
、
人
種
問
題
や
妊
娠
中
絶
問
題
で
は
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー

ト
は
驚
く
ほ
ど
進
歩
的
な
判
決
を
出
し
続
け
て
い
る
。

ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
及
び
そ
の
辞
職
後
に
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
が
任

命
し
た
そ
の
他
の
判
事
達
は
、
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
を
除
き
、
大
統
領

が
期
待
し
た
ほ
ど
に
は
、
保
守
的
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
、
改
め
て
最
高
裁
の
保
守
化
を
公
約

に
し
た
の
で
あ
り
、
一
九
八
六
年
に
バ
ー
ガ
ー
が
引
退
を
表
明
す

る
と
、
最
高
裁
判
事
中
、
最
も
保
守
的
な
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
判
事
を
、

そ
の
後
任
長
官
に
昇
格
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
ロ
バ
ー
ツ
（John G

lover R
oberts jr.

）
長
官
は
、

そ
の
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
の
死
亡
を
受
け
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に

よ
っ
て
二
〇
〇
五
年
に
任
命
さ
れ
た
。
レ
ー
ガ
ン
政
権
時
代
に
は

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
法
律
顧
問
を
務
め
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
保

守
派
で
あ
る
事
は
明
ら
か
と
言
え
る
。

し
か
し
、
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
判
例
な
ど
を
見
る
限
り
、
大
統

領
の
期
待
は
、
そ
の
後
も
裏
切
ら
れ
続
け
て
い
る
と
言
え
そ
う
で

あ
る
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
引
き
起
こ
し
た
社
会
の
変
革
は
、
定
着
し

「
政
府
が
強
制
す
る
ア
ク
セ
ス
権
は
、
必
然
的
に
活
力
を
減
衰
さ

せ
、
公
開
討
論
の
多
様
性
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
言

葉
を
引
用
す
る
。

そ
し
て
、
次
の
様
に
結
論
を
下
す
。

「
仮
に
、
新
聞
が
ア
ク
セ
ス
法
の
強
制
に
よ
り
追
加
の
費
用

が
発
生
し
な
い
場
合
に
も
、
あ
る
い
は
反
論
を
掲
載
す
る
こ

と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ス
や
意
見
の
公
表
を
差
し
控
え
る
こ
と

を
強
制
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
は
、
編
集
者

の
機
能
へ
侵
入
し
て
い
る
が
故
に
、
憲
法
第
一
修
正
の
障
壁

を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
。」

し
た
が
っ
て
、
違
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。

3　

我
が
国
へ
の
影
響

サ
ン
ケ
イ
新
聞
事
件
判
決
（
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）
四

月
二
四
日
）
で
、
最
高
裁
判
所
が
展
開
し
た
論
理
は
、
マ
イ
ア
ミ

ヘ
ラ
ル
ド
事
件
判
決
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

バ
ー
ガ
ー
長
官
の
任
命
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
最
高
裁

の
保
守
化
を
め
ざ
す
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
の
政
策
実
現
の
第
一
歩
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
そ
の
後
、
最
高

二
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
一
四
）

http://w
w
w
.archives.gov/research/pentagon-papers/

（
3
） 

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
経
費
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://thevietnam
w
ar.info/how

-m
uch-vietnam

-w
ar-

cost/#sthash.F
2D

250if.dpuf http://thevietnam
w
ar.info/

how
-m

uch-vietnam
-w

ar-cost/#sthash.F
2D

250if.dpuf

（
4
） 

我
が
国
は
、
ニ
ク
ソ
ン
か
ら
約
半
年
遅
れ
た
一
九
七
二
年
九

月
二
五
日
に
、
田
中
角
栄
内
閣
総
理
大
臣
が
北
京
を
訪
問
し
、
同

二
九
日
、「
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
共
同
声
明
」

（
日
中
共
同
声
明
）
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
日
本
は
そ
れ
ま
で

国
交
の
あ
っ
た
中
華
民
国
に
断
交
を
通
告
し
た
。
そ
の
結
果
、
中

華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
正
常
化
は
日
本
の
方
が
、
米
国
よ
り
早

か
っ
た
。

（
5
） 

米
国
の
財
政
法
制
度
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
憲
法
法
規
と
財
政
原
理
』（
八
千
代
出
版
一
九
九
六
年
刊
）
参
照
。

（
6
） 

建
国
か
ら
一
〇
〇
年
た
っ
た
一
八
八
〇
年
ご
ろ
に
は
、
既
に

一
四
の
支
出
充
当
法
が
、
八
の
委
員
会
で
別
々
に
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
小
峰
保
栄
著
『
財
政
監
督
の
諸
展
開
』
大
村
書

店
一
九
七
四
年
刊
五
三
七
頁
参
照
。
な
お
参
照W

.F
.W

illoughby, 
“T

he N
ational B

udget S
ystem

 w
ith S

uggestions for Its 
Im

provem
ent” the Johns H

opkins P
ress, 1927, pp8,9,12

（
7
） 

第
一
六
修
正
に
よ
る
所
得
税
制
の
導
入
に
つ
い
て
、
詳
し
く

は
、「
ポ
ロ
ッ
ク
対
農
民
貸
付
信
託
基
金
事
件
」
拙
稿
「
第
一
四
修

正
と
裁
判
所
」
日
本
法
学
七
九
貫
二
号
、
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 
合
衆
国
憲
法
で
は
、
大
統
領
が
議
会
に
法
案
を
提
出
す
る
権

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 
ア
ポ
ロ
計
画
の
費
用
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
を
参
照
。

http://history.nasa.gov/S
P
-4029/A

pollo_18-16_A
pollo_

P
rogram

_B
udget_A

ppropriations.htm

（
2
） 

ト
ン
キ
ン
湾
事
件
は
、
一
九
七
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ

イ
ム
ズ
が
ス
ク
ー
プ
し
た
ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
ズ

（P
entagon P

apers

）
に
よ
り
、
米
軍
の
捏
造
で
あ
る
事
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
国
防
総
省
国
際
安
全
保
障
局
で

ま
と
め
た“H

istory of U
.S

. D
ecision-M

aking P
rocess on 

V
iet N

am
 P

olicy, 1945-1968”

と
い
う
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
時
代

か
ら
始
ま
る
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
す
る
極
秘
報
告
書
で
あ
る
。

こ
の
中
に
、
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
に
関
す
る
真
相
も
書
か
れ
て
い
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
が
記
事
を
掲
載
す
る
と
、
ニ
ク
ソ

ン
は
事
態
を
重
視
し
、
国
家
機
密
文
書
の
漏
洩
で
あ
る
と
し
て
記

事
差
止
め
を
求
め
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
一
審
で
は
却

下
さ
れ
、
控
訴
審
で
は
勝
っ
た
が
、
結
局
連
邦
最
高
裁
判
所
で
は

「
政
府
は
証
明
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
」
と
い
う
理
由
で
却
下
さ

れ
た
（N

ew
 Y

ork T
im

es C
o. v. U

S
, 403 U

.S
. 713

（1971

））。

な
お
、
こ
の
文
書
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
機
密
指
定
が
解
除

さ
れ
た
の
で
、
現
在
で
は
米
公
文
書
館
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
全

文
が
読
め
る
。

二
一
四



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
一
五
）

拡
大
と
と
も
に
所
得
格
差
が
進
行
し
た
こ
と
も
あ
り
、
受
給
者
層

が
拡
大
し
た
。
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
度
に
約
二
、二
〇
〇
万
人
で

あ
っ
た
受
給
者
は
、
二
〇
〇
七
年
度
に
は
約
二
、八
〇
〇
万
人
へ
と

拡
大
し
た
。
二
〇
〇
八
年
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
肥
大
化
す
る

フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
制
度
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
、
受
給
資
格
を
拡

大
す
る
農
業
法
案
に
対
し
て
拒
否
権
を
発
動
し
た
が
、
選
挙
間
近

と
い
う
状
況
も
あ
り
、
下
院
議
会
は
大
統
領
拒
否
権
を
覆
す
大
差

で
法
案
を
可
決
し
た
。

（
11
） 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
租
税
支
出
に
つ
い
て
の
日
本
語
の
文
献

と
し
て
は
、
石
村
耕
治
『
ア
メ
リ
カ
連
邦
税
財
政
法
の
構
造
』
法

律
文
化
社
一
九
九
五
年
刊
一
四
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
12
） 

到
着
時
死
亡
（dead on arrival

＝D
O
A

）
と
は
、
戦
場
で

兵
士
が
負
傷
し
、
野
戦
病
院
に
運
ば
れ
て
も
、
到
着
時
に
死
亡
し

て
い
れ
ば
、
記
録
に
Ｄ
Ｏ
Ａ
と
書
か
れ
る
の
み
で
、
何
の
措
置
も

さ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
転
じ
て
、
役
に
立
た
な
い
装
置
や
制
度

を
こ
う
蔑
称
す
る
。
予
算
教
書
に
関
し
て
、
こ
の
表
現
が
使
用
さ

れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
例
え
ば
次
を
参
照
。

John A
. M

arini “T
he P

olitics O
f B

udget C
ontrol: 

C
ongress, T

he P
residency A

nd G
row

th O
f T

he 
A
dm

inistrative S
tate”  T

aylor &
 F

rancis

（1992

）P
.157

（
13
） 

最
初
に
予
算
執
行
を
留
保
し
た
大
統
領
は
、
第
三
代
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
大
統
領
で
、
一
八
〇
三
年
に
ガ
ン
ボ
ー
ト
に
対
し
配

賦
さ
れ
た
五
万
ド
ル
の
予
算
の
執
行
を
拒
否
し
た
と
い
う
（
出
典

＝W
arren J. A

rcher “P
residential Im

pounding of F
unds: 

限
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
予
算
は
本
文
で
述
べ
た
と

お
り
、
形
式
的
に
法
律
と
さ
れ
る
か
ら
、
大
統
領
は
予
算
教
書
を

送
付
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
も
勧
告
で
あ
る
。
予
算

の
提
案
は
、
別
途
議
員
が
行
う
。

（
9
） 

現
在
の
米
会
計
検
査
院
は
、
略
称
は
同
一
で
あ
る
が
、
正
式

名
称
はG

overnm
ent A

ccountability O
ffi  ce

と
い
う
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
Ｇ
Ａ
Ｏ
人
的
資
源
改
革
法
（G
A
O
 

H
um

an C
apital R

eform
 A

ct of 2004

）
に
よ
り
、
よ
り
良
く
そ

の
業
務
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
改
名
さ
れ
た
。

（
10
） F

ood stam
ps

：
公
的
扶
助
の
一
つ
で
、
日
本
に
お
け
る
生
活

保
護
と
同
様
の
低
所
得
者
向
け
に
行
わ
れ
て
い
る
食
料
費
補
助
対

策
で
あ
る
。
日
本
の
生
活
保
護
の
場
合
に
は
、
食
料
費
が
必
要
と

認
定
し
て
も
現
金
で
給
付
さ
れ
る
た
め
、
受
給
者
が
賭
博
や
酒
等

の
嗜
好
品
に
浪
費
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の

制
度
は
、
食
料
の
購
入
に
し
か
利
用
で
き
な
い
金
券
を
交
付
す
る

と
い
う
手
段
を
採
用
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
、
本

文
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
般
法
で
支
給
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
予

算
に
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
六
四
年
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
貧
困
対
策
の
一
つ
と
し

て
制
度
化
し
た
。
当
初
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
ず
一
九
八
〇
年
代

の
一
時
期
に
は
予
算
の
削
減
も
行
わ
れ
た
が
、
受
給
者
資
格
は
、

選
挙
の
機
会
を
通
じ
て
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
政
争
の
テ
ー
マ
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
対
象
枠
の

二
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
一
六
）

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
の
行
政
官
の
判
断
に
基
づ
く
『
異
な
る

事
情
』
と
広
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
フ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
昂
進
が
予
算
制
定
後
の
『
異
な
る
事
情
』
に
当
た

る
と
の
判
断
の
も
と
に
節
約
を
行
う
こ
と
は
、
財
政
赤
字
防
止
法

の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。」（
同
書
六
七
頁
）

（
17
） 

注
一
四
引
用
書
で
、
田
中
は
一
九
四
六
年
雇
用
法

（E
m
ploym

ent A
ct of 1946

）
お
よ
び
一
九
七
〇
年
経
済
安
定
法

（E
conom

ic S
tabilization A

ct of 1970

）
と
い
う
二
つ
の
具
体

例
を
挙
げ
て
い
る
（
同
書
六
八
頁
）。

（
18
） 

裁
判
で
、
執
行
留
保
が
争
わ
れ
た
事
件
は
極
め
て
多
数
に
上

り
、
米
国
で
は
、
そ
の
点
を
専
ら
取
り
上
げ
た
専
門
書
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
注
一
四
引
用
書
に
お
い
て
、
田
中
は
、

S
an F

rancisco R
edevelopm

ent A
gency v. N

ixon, 329 F
. 

S
upp. 672

（N
. D

 C
al 1971

）
以
下
、
多
数
の
判
決
を
、
四
〇
頁

近
く
を
投
入
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

（
19
） 

ト
レ
イ
ン
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
（T

rain v. C
ity of N

ew
 

Y
ork, 420 U

.S
. 35

（1975

））：
ニ
ク
ソ
ン
政
権
は
、
一
九
七
二

年
連
邦
水
質
汚
濁
防
止
法
改
正
法
（F

ederal W
ater P

ollution 
C
ontrol A

ct A
m
endm

ents of 1972

）
に
従
い
、
連
邦
政
府
に
対

し
金
銭
的
援
助
を
求
め
て
い
る
州
に
、
行
政
府
に
は
、
議
会
に

よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
す
べ
て
の
資
金
を
支
出
す
る
義
務
は
な

い
と
し
た
見
解
を
と
り
、
執
行
留
保
を
命
じ
た
。
そ
の
法
律
は
、

環
境
保
護
基
金
に
対
し
て
支
出
を
命
じ
る
も
の
で
、
ニ
ク
ソ
ン
は

法
律
に
対
し
て
拒
否
権
を
発
動
し
た
が
、
議
会
に
よ
っ
て
覆
さ
れ

T
he Judicial R

esponse” P
.328

）。

（
14
） 

田
中
治
『
ア
メ
リ
カ
財
政
法
の
研
究
』
信
山
社
一
九
九
七
年

刊
六
二
頁
で
、
田
中
は
ニ
ク
ソ
ン
の
執
行
留
保
を
「
議
会
が
確
定

し
た
国
家
政
策
の
優
先
順
位
の
総
合
的
再
編
成
手
段
と
し
て
の
性

格
を
付
与
し
た
」
と
評
価
し
て
い
る
。

（
15
） 

注
一
四
引
用
書
で
、
田
中
は
、
一
般
的
裁
量
権
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
主
張
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
憲
法
二
条
一
節
一
項
の
『
執
行
権
』（executing pow
er

）
の

解
釈
に
よ
り
、
大
統
領
に
は
固
有
（inherent

）
か
つ
黙
示
的
な

（im
plied

）
権
限
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
執
行
留
保
は
こ
の
権
限

の
行
使
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
現
代
の
予
算
制
度

に
あ
っ
て
は
、
首
尾
一
貫
し
た
目
的
生
産
物
の
形
成
（fashioning 

a coherent end product

）
を
目
的
と
し
て
執
行
部
の
管
理
手
段

が
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
大
統
領
が
予
算
制
度
お
よ
び
国
民
経

済
に
対
し
て
有
す
る
一
般
的
な
裁
量
的
管
理
機
能
は
、
係
る
憲
法

上
の
根
拠
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
議

会
が
予
算
市
支
出
の
対
象
者
ま
た
は
具
体
的
な
金
額
を
明
文
で
指

定
し
な
い
場
合
に
妥
当
す
る
、
と
さ
れ
る
。」（
同
書
六
九
頁
）

（
16
） 

注
一
四
引
用
書
で
、
田
中
は
財
政
赤
字
防
止
法
の
拡
大
解
釈

の
手
法
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

「
節
約
を
実
行
す
る
た
め
の
留
保
金
設
定
要
件
で
あ
る
『
異
な
る

事
情
（other developm

ets

）』
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
執
行
に
関
連
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
対
す
る
支
出
を
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
節
約
を
実
行
す

二
一
六



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
一
七
）

⑤　

対
外
援
助
支
出
充
当
法

⑥ 　

住
宅
都
市
開
発
省
、
復
員
軍
人
局
、
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
支
出
充
当

法
⑦　

内
務
省
及
び
関
連
機
関
支
出
充
当
法

⑧　

労
働
省
、
保
健
・
福
祉
省
、
教
育
省
支
出
充
当
法

⑨　

立
法
府
支
出
充
当
法

⑩　

商
務
省
、
司
法
省
、
国
務
省
、
司
法
府
支
出
充
当
法

⑪　

運
輸
省
及
び
関
連
機
関
支
出
充
当
法

⑫　

財
務
省
、
郵
政
公
社
、
一
般
政
府
支
出
充
当
法

⑬　

軍
事
建
設
支
出
充
当
法

（
22
） 

支
出
充
当
法
に
基
づ
く
正
規
の
財
政
支
出
に
裏
口
支
出
に
基

づ
く
も
の
も
加
え
た
、
す
べ
て
の
支
出
の
法
的
根
拠
を
予
算
権
限

（budget authority

）
と
い
い
、
そ
の
新
規
追
加
を
新
規
予
算
権

限
（new

 budget authority

）
と
い
う
。

（
23
） 

連
邦
地
方
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、S

ynar v. U
nited 

S
tates, 626 F

.S
upp. 1374

（D
C
 1986

）
参
照
。

（
24
） 

移
民
局
対
チ
ャ
ダ
判
決
（IN

S
 v. C

hadha, 462 U
.S

. 919 

（1983

））：
移
民
及
び
国
籍
法
（Im

m
igration and N

ationality 
A
ct

）
二
四
四
条
⒜
⑴
は
、
移
民
局
（Im

m
igration and 

N
aturalization S

ervice

＝IN
S

）
に
対
し
、
七
年
以
上
継
続
的

に
米
国
内
に
居
住
し
て
い
た
外
国
人
の
国
外
追
放
に
当
た
り
、
司

法
長
官
に
「
国
外
追
放
が
…
著
し
い
困
難
を
来
す
場
合
」
に
、
そ

れ
を
延
期
す
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。
司
法
長
官
は
、
そ
の
様
な

措
置
を
執
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
上
下
両
院
に
報
告
す
る
義
務

て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ト
レ
イ
ン
（R

ussell E
. T

rain

）
は
、
そ
の
時
点
で
連
邦
環
境

保
護
庁
（U

nited S
tates E

nvironm
ental P

rotection A
gency,

＝E
P
A

）
長
官
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ニ
ク
ソ
ン
の
命
令
を
遵
守
し

た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
そ
の
他
の
自
治
体
は
、
自
治
体
の
下
水
道

や
水
処
理
工
事
の
建
設
を
助
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
さ
れ
た
資
金

の
将
来
に
お
け
る
受
取
人
と
し
て
、
議
会
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た

全
額
の
支
出
を
求
め
て
ト
レ
イ
ン
に
対
し
、
直
ち
に
訴
訟
を
提
起

し
た
。

判
決
は
全
員
一
致
で
、
政
府
側
の
敗
訴
と
な
っ
た
。
最
高
裁
判

所
は
、
第
一
に
、
同
法
の
文
言
は
、
そ
の
一
部
の
支
出
を
命
じ
る

と
は
読
め
な
い
と
し
、
第
二
に
、
立
法
経
緯
を
調
査
し
て
も
、
そ

の
様
な
趣
旨
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

（
20
） 

本
章
で
行
っ
て
い
る
七
四
年
法
の
紹
介
は
、
あ
く
ま
で
も
財

政
制
度
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
理
解
し
得
る
限
度
に
と
ど
め
て
い
る
。

そ
の
詳
細
な
内
容
に
関
す
る
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、
田
中
治

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
予
算
執
行
留
保
の
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
民

商
法
雑
誌
八
二
巻
三
、
四
、
五
、
が
あ
る
。

（
21
） 

当
時
の
一
三
の
所
管
別
の
支
出
充
当
法
と
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

①　

農
務
省
及
び
関
連
機
関
支
出
充
当
法

②　

国
防
総
省
支
出
充
当
法

③　

コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
支
出
充
当
法

④　

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
資
源
開
発
支
出
充
当
法

二
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
五
年
六
月
）

（
二
一
八
）

兵
令
状
を
焼
却
し
た
行
為
に
対
し
、
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
・
テ
ス
ト
を

開
発
し
て
審
理
し
た
点
で
、
同
事
件
は
有
名
で
あ
る
。

（
27
） 

マ
ク
ラ
フ
リ
ン
対
フ
ロ
リ
ダ
州
事
件
（M

cL
aughlin v. 

F
lorida, 379 U

.S
. 184

（1964

）：
フ
ロ
リ
ダ
州
刑
法
七
九
八
．

〇
五
条
は
、
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。「
婚
姻
し
て
い
な
い
黒
人
男

性
及
び
白
人
女
性
な
い
し
白
人
男
性
と
黒
人
女
性
が
同
棲
し
、
夜

間
に
同
じ
寝
室
で
過
ご
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
二
ヶ
月
を
超
え

な
い
期
間
拘
留
す
る
か
、
も
し
く
は
五
〇
〇
ド
ル
を
超
え
な
い
科

料
に
処
す
る
も
の
と
す
る
。」

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
こ
れ
を
全
会
一
致
で
違
憲
と
し
た
。

な
お
、
こ
の
規
定
は
、
不
倫
及
び
不
品
行
を
処
罰
す
る
フ
ロ
リ

ダ
州
法
の
一
部
で
あ
る
。
同
法
の
他
の
規
定
は
、
す
べ
て
実
際
に

性
的
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
て
い
る
の
に
対
し
、
同

条
の
み
は
同
棲
を
処
罰
対
象
と
し
、
ま
た
、
黒
人
と
白
人
の
カ
ッ

プ
ル
の
み
を
処
罰
対
象
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、

一
九
六
七
年
ま
で
南
部
諸
州
に
一
般
的
に
見
ら
れ
た
（
そ
れ
ら
が

違
憲
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、L

oving v. V
irginia, 388 U

.S
. 

1 

（1967

）
判
決
が
あ
る
。）。

（
28
） 

米
法
律
協
会
（T

he A
m
erican L

aw
 Institute

＝A
L
I

）
は
、

一
九
三
二
年
に
設
立
さ
れ
た
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
の
近
く
に
本
部
を
置
く
団
体
で
、
米
国
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の

明
確
化
と
簡
素
化
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
変
化
へ
の
適
応
を
促
進
す

る
た
め
に
活
動
し
て
い
る
。

（
29
） D

oe v. B
olton

事
件
で
、
仮
名
を
与
え
ら
れ
た
原
告
は
、
三

が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
、
上
院
な
い
し
下
院
は
、
そ
の
措
置
を
拒

否
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
た
（
同
法
二
四
四
条
⒞
⑵
参
照
）。

チ
ャ
ダ
（Jagdish R

ai C
hadha

）
は
、
イ
ン
ド
人
の
両
親
の

下
に
英
領
ケ
ニ
ア
に
生
ま
れ
た
。
留
学
生
と
し
て
、
英
国
パ
ス

ポ
ー
ト
で
オ
ハ
イ
オ
に
滞
在
し
て
い
る
最
中
に
、
ケ
ニ
ア
は
英
国

か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
。
独
立
後
、
彼
は
、
両
親
が
イ
ン
ド
人

で
あ
る
た
め
英
国
人
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
ケ
ニ
ア
生
ま
れ
で

あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
人
と
も
認
め
ら
れ
ず
、
無
国
籍
者
と
な
っ
た
。

移
民
局
は
彼
を
国
外
追
放
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
の
申
請
に
基

づ
い
て
司
法
長
官
は
、
追
放
の
延
期
を
決
め
た
。
し
か
し
、
議
会

は
こ
れ
に
拒
否
権
を
発
動
し
た
所
か
ら
、
チ
ャ
ダ
は
Ｉ
Ｎ
Ｓ
を
相

手
取
っ
て
訴
え
を
提
起
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
院
に
よ
る
議
会
拒
否
権
（legislative 

veto

）
は
、
二
院
制
及
び
権
力
分
立
制
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
。

（
25
） S

ierra C
lub v. M

orton, 405 U
.S

. 727 
（1972

） 

は
、
米

林
野
庁
（U

nited S
tates F

orest S
ervice

＝U
S
F
S

）
が
、
セ

コ
イ
ア
国
立
公
園
（S
equoia N

ational P
ark

）
内
の
ミ
ネ
ラ
ル

キ
ン
グ
（M

ineral K
ing

）
渓
谷
の
開
発
を
承
認
し
た
の
に
対
し
、

シ
エ
ラ
・
ク
ラ
ブ
が
異
議
を
申
し
立
て
た
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
自
然
保
護
団
体
の
原
告
適
格
を
承
認
し
な

か
っ
た
。

（
26
） 

象
徴
的
言
論
に
関
し
て
は
、
こ
の
判
決
の
前
年
に
下
さ
れ
た

U
nited S

tates v. O
’B

rien, 391 U
.S

. 367 

（1968

）
事
件
が
有

名
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
反
対
の
意
思
表
示
と
し
て
、
徴

二
一
八



財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
二
一
九
）

め
ら
れ
る
前
は
、
事
実
上
の
合
衆
国
国
歌
と
し
て
、
し
ば
し
ば
歌

わ
れ
て
い
た
。

（
33
） 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
の
社
説
に
つ
い
て
は
、
次
の

サ
イ
ト
を
参
照
。

http://w
w
w
.nytim

es.com
/2014/03/09/opinion/sunday/

the-uninhibited-press-50-years-later.htm
l?_r=0

（
34
） 

我
が
国
に
お
い
て
も
、
第
二
次
大
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
示
唆
に

よ
り
、
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
る
電
波
監
理
委
員
会
が
一
九
五
〇

年
（
昭
和
二
五
年
）
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
二

年
四
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
し
、
日
本
の
主

権
が
回
復
す
る
と
、
七
月
三
一
日
に
「
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
改

正
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
七
年
法
律

第
二
八
〇
号
）」
に
よ
り
、
電
波
監
理
委
員
会
は
郵
政
省
に
統
合
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
郵
政
省
の
廃
止
に
伴
っ
て
総
務
省
に
移
管
さ
れ

た
。
そ
の
間
、
何
度
か
独
立
行
政
委
員
会
化
が
検
討
さ
れ
た
が
、

実
現
せ
ず
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

人
の
子
ど
も
の
母
で
、
訴
え
提
起
当
時
二
二
歳
の
カ
ノ
（S

andra 
C
ano

）
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に
な
っ
て
、
カ
ノ

は
、
彼
女
自
身
は
妊
娠
中
絶
合
法
化
に
反
対
だ
っ
た
の
に
、
ヘ
イ

ム
ズ
（M

argie P
itts H

am
es

）
弁
護
士
に
騙
さ
れ
て
原
告
に

な
っ
た
と
、
ヘ
イ
ム
ズ
弁
護
士
を
訴
え
た
。
し
か
し
、
連
邦
地
裁
、

高
裁
は
い
ず
れ
も
訴
え
を
退
け
、
最
高
裁
判
所
は
上
告
を
受
理
し

な
か
っ
た
。

（
30
） 

過
度
の
負
担
基
準
は
、C

ity of A
kron v. A

kron C
enter 

for R
eproductive H

ealth, 462 U
.S

. 416

（1983

）
事
件
に
お

い
て
、
オ
コ
ナ
ー
判
事
が
、
そ
の
反
対
意
見
に
お
い
て
開
発
し
て

い
た
基
準
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
オ

ハ
イ
オ
州
妊
娠
中
絶
法
の
い
く
つ
か
の
条
文
を
違
憲
と
し
て
い
た
。

（
31
） 

部
分
分
娩
中
絶
：
妊
娠
初
期
を
過
ぎ
る
と
、
母
体
の
負
担
が

大
き
く
、
通
常
の
妊
娠
中
絶
が
出
来
な
く
な
る
。
そ
の
場
合
に
、

胎
児
の
手
足
な
ど
を
強
制
的
に
体
外
に
引
き
出
す
と
、
分
娩
が
起

こ
り
、
結
果
と
し
て
妊
娠
中
絶
と
な
る
と
い
う
手
段
に
よ
る
妊
娠

中
絶
法
で
あ
る
。

（
32
） 

歌
詞
の
第
一
節
か
ら
「
我
が
祖
国
よ
、
そ
は
汝
の
も
の
な
り

（M
y C

ountry, ’T
is of T

hee

）」
と
い
う
表
題
で
知
ら
れ
る
こ
の

歌
は
、
ス
ミ
ス
（S

am
uel F

rancis S
m
ith

）
が
一
八
三
一
年
に

作
詞
し
た
歌
で
、
英
国
国
歌
『
女
王
陛
下
万
歳
（G

od S
ave the 

Q
ueen

）』
と
同
一
の
旋
律
で
歌
わ
れ
る
。
別
名
を
「
米
国

（A
m
erica

）」
と
い
い
、『
星
条
旗
（T

he S
tar-S

pangled 
B
anner

）』
が
、
一
九
三
一
年
に
公
式
に
合
衆
国
国
歌
と
し
て
定

二
一
九
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